
令和７年度第４回文京区地域福祉推進本部 次第 

 

日時：令和８年１月 28日(水) ９時 30分～ 

場所：シビックセンター16階 庁議室  

 

 

１ 開会 

 

 

２ 議題 
 
  ⑴ 実態調査の結果について 

    ア 高齢者等実態調査の結果について 

    イ 障害者（児）実態・意向調査の結果について 

 

⑵ 若者計画（中間のまとめ）のパブリックコメント及び区民説明会の結果に 

ついて 

 

⑶ 若者計画（最終案）について 

 

３ その他 

 

 

４ 閉会 

 

 

《配付資料》 

【資料第１号】高齢者等実態調査の結果（案）について 

【資料第２号】障害者（児）実態・意向調査の結果について 

【資料第３号】若者計画（中間のまとめ）のパブリックコメント及び区民説明会の結

果について 

【資料第４号】若者計画（最終案）について 
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【資料第１号】 

 

 

高齢者等実態調査の結果（案）について 

 

１ 調査の目的 

  令和８年度に高齢者・介護保険事業計画（令和９年度～11年度）を策定するに当たり、その基

礎資料を得るとともに、高齢者等の日常生活の実態や、要介護認定者とその家族の介護状況など

を把握する。 

  また、区内介護サービス事業者と介護事業従事者に対する調査を併せて実施し、介護事業にお

ける課題等を把握する。 

 

２ 調査の種類 

 ⑴ 介護予防・日常生活圏域ニーズ調査（要介護１～５以外の 65歳以上の被保険者） 

 ⑵ 50歳以上 64歳以下の方の調査 

 ⑶ 在宅介護実態調査 

 ⑷ 介護サービス事業者調査 

 ⑸ 介護事業従事者調査 

 

３ 実施時期 

  令和７年 10月８日～10月 31日 

 

４ 回収状況 

 ⑴ 区民向け調査 

調査の種類 配付数 回収数 有効回答数 有効回答率 

①介護予防・日常生活圏域ニーズ調査 3,000 2,095 2,079 69.3％ 

②50歳以上 64歳以下の方の調査 3,000 1,465 1,456 48.5％ 

③在宅介護実態調査 3,000 1,967 1,951 65.0％ 

 ⑵ 事業者向け調査 

調査の種類 配付数 回収数 有効回答数 有効回答率 

④介護サービス事業者調査 198 114 113 57.1％ 

⑤介護事業従事者調査 ※  448 442  

 ※ ⑤介護事業従事者調査については、１事業所当たり５人分の従事者調査票を送付した。

ただし、従業員が５人に満たない事業所も含まれる。 

 

５ 調査結果 

  別添のとおり 
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【資料第１号　別添】
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P.8



 

P.9



 

 

P.10



 

P.11



○ 

○ 

 

  

男性 女性

[ 凡例 ]

第１号・要支援
（n=2,079）

50歳以上
（n=1,456）

在宅介護
（n=1,951）

40.6 

41.7 

35.8 

59.4 

58.3 

64.2 

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0% 70.0% 80.0% 90.0% 100.0%

富坂地区 大塚地区 本富士地区 駒込地区

[ 凡例 ]

第１号・要支援
（n=2,079）

50歳以上
（n=1,456）

在宅介護
（n=1,951）

32.8 

34.3 

30.9 

22.3 

21.6 

21.8 

21.0 

20.1 

22.7 

23.9 

24.0 

24.7 

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0% 70.0% 80.0% 90.0% 100.0%
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○ 

○ 

○ 

 

65歳～69歳 70歳～74歳 75歳～79歳 80歳～84歳 85歳～89歳 90歳以上

[ 凡例 ]

全体 
（n=2,079） 28.1 18.8 21.2 15.5 11.2 5.3 

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0% 70.0% 80.0% 90.0% 100.0%

50歳～54歳 55歳～59歳 60歳～64歳

[ 凡例 ]

全体 
（n=1,456） 35.5 35.8 28.7 

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0% 70.0% 80.0% 90.0% 100.0%

65歳未満 65歳～69
歳

70歳～74
歳

75歳～79
歳

80歳～84
歳

85歳～89
歳

90歳以上

[ 凡例 ]

全体 
（n=1,951） 2.6 

2.4 

4.6 11.1 19.5 26.4 33.4 

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0% 70.0% 80.0% 90.0% 100.0%

P.13



○ 

○ 

要支援１の
認定を受けている

要支援２の
認定を受けている

要支援の認定を
受けていない

[ 凡例 ]

全体 
（n=2,079） 2.9 

1.6 

95.4 

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0% 70.0% 80.0% 90.0% 100.0%

要介護１ 要介護２ 要介護３ 要介護４ 要介護５

[ 凡例 ]

全体 
（n=1,951） 43.8 26.0 12.5 10.0 7.8 

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0% 70.0% 80.0% 90.0% 100.0%
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○ 

○ 

 

○ 

○ 

○ 

１人暮らし 夫婦２人
暮らし
（配偶者
65歳以上）

夫婦２人
暮らし
（配偶者
64歳以下）

息子・娘と
の２世帯

その他 無回答

[ 凡例 ]

全体 
（n=2,079） 52.2 6.7 7.4 24.1 8.1 1.5 

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0% 70.0% 80.0% 90.0% 100.0%

単身世帯 夫婦のみ世帯 その他 無回答

[ 凡例 ]

全体 
（n=1,951） 34.5 25.6 38.6 1.2 

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0% 70.0% 80.0% 90.0% 100.0%

大変苦しい やや苦しい ふつう ややゆとり
がある

大変ゆとり
がある

無回答

[ 凡例 ]

第１号・要支援
（n=2,079）

50歳以上
（n=1,456）

在宅介護
（n=1,951）

6.4 

8.3 

8.5 

21.8 

23.9 

22.9 

52.4 

46.8 

56.3 

14.8 

16.8 

9.5 

3.2 

3.6 

1.6 

1.3 

0.7 

1.2 

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0% 70.0% 80.0% 90.0% 100.0%

P.15



○ 

○ 

 

33.3 

67.1 

20.1 

6.3 

0.9 

19.7 

87.9 

30.1 

1.2 

0.0 

26.9 

77.4 

24.1 

2.1 

0.3 

37.3 

65.0 

18.2 

6.1 

1.6 

44.7 

52.2 

12.7 

8.7 

1.2 

47.4 

41.8 

7.8 

15.1 

0.9 

49.1 

26.4 

8.2 

23.6 

4.5 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

携帯電話を持っている

スマートフォンを持っている

タブレットを持っている

どれも持っていない

無回答

全体(n=2,079)

65歳～69歳(n=585)

70歳～74歳(n=390)

75歳～79歳(n=440)

80歳～84歳(n=322)

85歳～89歳(n=232)

90歳以上(n=110)
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○ 

○ 

何かしらの会・グループ
等に参加している

参加していない 無回答

[ 凡例 ]

全体 
（n=2,079） 60.8 29.2 10.0 

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0% 70.0% 80.0% 90.0% 100.0%

参加している 参加していない 無回答

[ 凡例 ]

令和７年度
(n=2,079)

令和４年度
(n=2,100)

令和７年度
(n=2,079)

令和４年度
(n=2,100)

令和７年度
(n=2,079)

令和４年度
(n=2,100)

令和７年度
(n=2,079)

令和４年度
(n=2,100)

令和７年度
(n=2,079)

令和４年度
(n=2,100)

令和７年度
(n=2,079)

令和４年度
(n=2,100)

令和７年度
(n=2,079)

令和４年度
(n=2,100)

令和７年度
(n=2,079)

令和４年度
(n=2,100)

ボランティアの
グループ

スポーツ関係の
グループやクラブ

趣味関係の
グループ

学習・教養
サークル

介護予防のための
通いの場

高齢者クラブ

町会・自治会

収入のある仕事

6.6 

5.7 

23.1 

21.8 

23.2 

16.9 

10.1 

8.0 

2.2 

2.0 

3.1 

2.7 

12.7 

14.4 

31.4 

25.7 

69.8 

66.0 

57.9 

56.3 

57.2 

58.5 

65.7 

63.2 

72.9 

68.3 

72.8 

67.8 

64.1 

58.5 

47.5 

47.6 

23.6 

28.3 

19.0 

21.9 

19.6 

24.6 

24.2 

28.8 

25.0 

29.7 

24.1 

29.5 

23.3 

27.1 

21.1 

26.7 

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0% 70.0% 80.0% 90.0% 100.0%
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何かしらの会・グループ
等に参加している

参加していない 無回答

[ 凡例 ]

全体 
（n=1,456） 80.2 17.0 2.8 

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0% 70.0% 80.0% 90.0% 100.0%

参加している 参加していない 無回答

[ 凡例 ]

令和７年度
(n=1,456)

令和４年度
(n=1,601)

令和７年度
(n=1,456)

令和４年度
(n=1,601)

令和７年度
(n=1,456)

令和４年度
(n=1,601)

令和７年度
(n=1,456)

令和４年度
(n=1,601)

令和７年度
(n=1,456)

令和４年度
(n=1,601)

令和７年度
(n=1,456)

令和４年度
(n=1,601)

令和７年度
(n=1,456)

令和４年度
(n=1,601)

令和７年度
(n=1,456)

令和４年度
(n=1,601)

ボランティアの
グループ

スポーツ関係の
グループやクラブ

趣味関係の
グループ

学習・教養
サークル

介護予防のための
通いの場

高齢者クラブ

町会・自治会

収入のある仕事

6.4 

6.2 

19.0 

18.9 

21.3 

15.8 

9.1 

8.5 

0.3 

0.6 

0.1 

0.4 

8.4 

11.8 

72.5 

58.4 

87.6 

86.6 

75.9 

75.5 

74.0 

78.4 

84.7 

84.9 

93.5 

92.4 

93.8 

92.5 

86.1 

81.7 

23.7 

36.0 

6.0 

7.1 

5.1 

5.6 

4.7 

5.8 

6.2 

6.6 

6.2 

7.0 

6.1 

7.1 

5.6 

6.5 

3.8 

5.6 

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0% 70.0% 80.0% 90.0% 100.0%

P.18



○ 

6.9

41.5

11.8

16.2

14.0

1.3

10.1

2.6

0% 10% 20% 30% 40% 50%

職に就いたことがない

引退した

常勤

非常勤

自営業

求職中（フルタイム）

その他

無回答

(n=2,079)

大変苦しい やや苦しい ふつう ややゆとり
がある

大変ゆとり
がある

無回答

[ 凡例 ]

全体 
（n=2,079）

職に就いたことがない 
（n=143）

引退した 
（n=863）

常勤 
（n=246）

非常勤 
（n=336）

自営業 
（n=292）

求職中（フルタイム） 
（n=26）

その他 
（n=210）

就労状態

6.4 

6.3 

6.5 

4.5 

7.7 

5.1 

23.1 

6.7 

21.8 

17.5 

21.2 

14.6 

31.8 

18.5 

38.5 

22.9 

52.4 

53.1 

55.5 

51.2 

47.0 

55.1 

34.6 

50.5 

14.8 

18.9 

13.9 

24.8 

11.3 

15.1 

3.8 

15.7 

3.2 

4.2 

2.7 

4.9 

1.8 

6.2 

0.0 

3.8 

1.3 

0.0 

0.2 

0.0 

0.3 

0.0 

0.0 

0.5 

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0% 70.0% 80.0% 90.0% 100.0%

P.19



○ 

○ 

○ 

○ 

フルタイ
ムでの勤

務

パートタ
イムでの
勤務

いきがい
就業

有償ボラ
ンティア

仕事はし
たいが、
できない

仕事をす
るつもり
はない

無回答

[ 凡例 ]

全体 
（n=1,456）

男性 
（n=607）

女性 
（n=849）

50歳～54歳 
（n=517）

55歳～59歳 
（n=521）

60歳～64歳 
（n=418）

性別

年齢

32.1 

39.2 

27.0 

35.6 

30.7 

29.4 

38.5 

27.8 

46.1 

35.8 

42.2 

37.1 

4.9 

6.6 

3.7 

5.4 

4.8 

4.3 

4.3 

3.1 

5.2 

5.0 

3.6 

4.3 

3.9 

3.6 

4.1 

2.7 

4.8 

4.3 

14.7 

18.0 

12.4 

13.9 

12.7 

18.2 

1.6 

1.6 

1.6 

1.5 

1.2 

2.4 

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0% 70.0% 80.0% 90.0% 100.0%

常にある ときどきある ほとんどない 全くない 無回答

[ 凡例 ]

全体 
（n=2,079） 3.8 28.3 41.7 25.1 1.1 

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0% 70.0% 80.0% 90.0% 100.0%

P.20



○ 

○ 

58.6

47.3

24.1

23.7

10.6

12.4

16.7

32.5

4.1

10.7

1.4

6.8

5.0

16.2

1.5

50.5

37.6

31.9

24.4

17.6

18.5

17.0

31.7

6.8

5.3

1.6

9.2

5.5

14.1

0.7

0% 20% 40% 60% 80%

自分の健康に関すること

自分が認知症や寝たきりなどにより介護が

必要になること

介護をしてくれる人（家族等）がいないこと

夜間や緊急時に対応してくれる人が

いないこと

友人や地域との交流がないこと

財産の管理や相続に関すること

犯罪や悪質商法に関すること

地震などの災害時の備えや対応方法

家族の経済状況が不安定で自立が

できていないこと

自分の外出回数が減っていること

ひきこもりの家族がいること

家族の慢性疾患や障害に関すること

その他

特にない

無回答

第１号・要支援(n=2,079)

50歳以上(n=1,456)

P.21



○ 

 

 

28.6

8.3

19.8

31.6

41.1

55.1

44.1

3.3

6.9

3.5

31.9

11.6

19.8

38.2

41.2

50.4

39.8

2.6

3.6

1.3

24.6

7.5

16.3

29.2

27.1

46.2

36.4

3.1

9.2

4.9

0% 20% 40% 60% 80%

認知症になると症状が進行していき、

何もできなくなってしまう

認知症であることを知られると恥ずかしい

ので、診断されても隠して生活する人が多い

認知症になると周りに迷惑をかけてしまう

ので、今まで暮らしてきた地域での生活は

難しくなる

認知症になると身の回りのことができなく

なり、施設に入所する必要がある

認知症になっても気持ちや考えはあるので、

やりたいことやできることを行うことができる

認知症になっても医療・介護などのサポートを

利用しながら、今まで暮らしてきた地域で生活

していくことができる

認知症になっても家族や仲間とつながり

ながら、今まで暮らしてきた地域で

生活していくことができる

その他

特にない

無回答

第１号・要支援(n=1,777)

50歳以上(n=1,142)

在宅介護(n=1,092)

P.22



○ 

 

13.4

70.8

40.4

53.0

25.3

9.2

25.8

30.3

1.5

6.7

13.3

18.5

79.5

49.2

62.6

37.3

8.5

24.2

37.4

0.8

7.0

2.5

14.7

66.0

38.5

47.7

19.4

9.3

26.3

24.1

2.9

10.2

8.0

0% 20% 40% 60% 80%

認知症には、治るものもある

認知症の診断を受け治療することで、

進行を遅らせることができる

認知症の症状は、対応の仕方で

改善することがある

食事・運動・口腔ケアなど日々の生活習慣の

見直しが、認知症のリスクを低くすることに

つながる

自分が地域の中で役割を持てていると感じる

ことが、認知症のリスクを低くすることに

つながる

区内医療機関に、専門的な研修を受けた

認知症サポート医がいる

高齢者あんしん相談センターは、

認知症の人や家族の相談窓口である

金銭管理や書類の整理・手続きの支援や

成年後見制度を利用することで、財産管理や

契約等を手助けしてもらえる

その他

知っているものはない

無回答

第１号・要支援(n=2,079)

50歳以上(n=1,456)

在宅介護(n=1,951)

P.23



○ 

○ 

○ 

 

43.3

29.6

15.1

31.8

15.1

42.4

41.2

16.1

1.4

1.0

1.5

5.5

41.6

38.4

15.9

45.0

15.9

36.7

42.7

23.9

3.0

1.2

1.5

1.4

41.0

17.7

10.9

24.2

10.4

54.2

37.8

6.8

1.1

4.9

2.5

5.3

0% 20% 40% 60% 80%

高齢者あんしん相談センター

区役所の相談窓口

認知症疾患医療センター

（順天堂大学医院の専門窓口）

医療機関専門外来

（認知症外来、もの忘れ外来など）

もの忘れ医療相談

（高齢者あんしん相談センターで実施）

かかりつけ医、又は認知症サポート医

家族や親族

友人や知人

認知症カフェなどの地域の居場所

その他

相談しない

無回答

第１号・要支援(n=2,079)

50歳以上(n=1,456)

在宅介護(n=1,951)

P.24



○ 

 

30.8

52.8

11.8

21.5

15.3

26.1

14.4

52.1

32.1

22.4

1.2

10.6

4.6

36.9

69.5

19.0

28.0

27.3

37.8

23.8

55.8

36.5

43.1

1.9

4.9

1.0

25.2

55.4

10.0

16.1

13.6

31.0

12.4

43.2

24.6

20.5

2.2

10.2

6.9

0% 20% 40% 60% 80%

認知症を理解するための講座

介護者が休息できるよう、認知症の方を

預かるサービス

本人・家族の会

本人・家族を支えるボランティア組織

グループホーム

通所サービス

認知症の本人のための損害賠償責任保険

認知症の診断を受けた直後に、サービスの

情報提供や精神的サポートなどを受けられる

支援

認知症検診などにより、自分自身の

健康チェックを行う機会

金銭管理や書類の整理・手続きの支援

その他

わからない

無回答

第１号・要支援(n=2,079)

50歳以上(n=1,456)

在宅介護(n=1,951)

P.25



○ 

○ 

○ 

 

現在、介護をして
いる

過去、介護をした
ことがあるが、
今はしていない

介護をしたことが
ない

無回答

[ 凡例 ]

全体 
（n=2,079）

男性 
（n=844）

女性 
（n=1,235）

性別

6.4 

6.5 

6.4 

46.0 

34.6 

53.8 

43.7 

55.6 

35.6 

3.8 

3.3 

4.1 

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0% 70.0% 80.0% 90.0% 100.0%

現在、介護をして
いる

過去、介護をした
ことがあるが、今

はしていない

介護をしたことが
ない

無回答

[ 凡例 ]

全体 
（n=1,456）

男性 
（n=607）

女性 
（n=849）

性別

13.5 

11.5 

15.0 

25.1 

20.6 

28.3 

60.8 

67.4 

56.1 

0.6 

0.5 

0.7 

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0% 70.0% 80.0% 90.0% 100.0%

P.26



○ 

○ 

○ 

 

配偶者 子 子の配偶者 兄弟・姉妹 その他 無回答

[ 凡例 ]

全体 
（n=1,362） 29.0 59.1 4.6 

2.9 

3.5 1.0 

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0% 70.0% 80.0% 90.0% 100.0%

男性 女性 無回答

[ 凡例 ]

全体 
（n=1,362） 31.0 67.7 1.3 

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0% 70.0% 80.0% 90.0% 100.0%

14.2

1.3

3.5

0.7

60.5

4.2

16.5

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

主な介護者が仕事を辞めた（転職除く）

主な介護者以外の家族・親族が仕事を辞めた（転職除く）

主な介護者が転職した

主な介護者以外の家族・親族が転職した

介護のために仕事を辞めた家族・親族はいない

わからない

無回答

(n=1,362)

P.27



○ 

○ 

 

 

 

フルタイムで
働いている

パートタイム
で働いている

働いていない 主な介護者に
確認しない

と、わからな
い

無回答

[ 凡例 ]

全体 
（n=1,362）

男性 
（n=422）

女性 
（n=922）

主な介護者
の性別

26.9 

39.3 

21.4 

19.5 

9.2 

24.3 

43.0 

40.5 

44.7 

1.5 

1.9 

1.1 

9.2 

9.0 

8.6 

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0% 70.0% 80.0% 90.0% 100.0%

P.28



○ 

○ 

 

17.1

33.9

22.2

32.6

20.4

9.5

7.3

23.7

2.1

10.3

4.4

2.7

22.4

30.7

17.1

27.8

18.0

5.9

7.8

22.9

1.5

14.1

4.9

1.5

14.7

35.6

24.7

34.7

21.1

11.4

7.1

24.2

2.4

8.3

4.3

3.1

0% 10% 20% 30% 40% 50%

自営業・フリーランス等のため、

勤め先はない

介護休業・介護休暇等の制度の充実

制度を利用しやすい職場づくり

労働時間の柔軟な選択

（フレックスタイム制など）

働く場所の多様化

（在宅勤務・テレワークなど）

仕事と介護の両立に関する情報の提供

介護に関する相談窓口・相談担当者の設置

介護をしている従業員への経済的な支援

その他

特にない

主な介護者に確認しないと、わからない

無回答

全体(n=632)

男性（主な介護者）(n=205)

女性（主な介護者）(n=421)

P.29



○ 

○ 

 

24.2

31.4

8.4

25.0

4.8

4.3

13.2

30.1

13.0

32.8

13.1

24.4

20.6

18.4

5.9

5.1

1.8

5.7

25.8

31.0

10.4

27.7

6.6

5.2

12.8

31.3

13.0

27.5

14.2

27.5

23.0

18.2

4.3

5.0

1.4

5.2

23.8

32.0

7.6

24.2

4.0

3.9

13.7

29.9

13.2

35.7

12.8

23.3

19.7

18.7

6.5

5.1

2.0

4.9

0% 10% 20% 30% 40% 50%

日中の排泄

夜間の排泄

食事の介助（食べる時）

入浴・洗身

身だしなみ（洗顔・歯磨き等）

衣服の着脱

屋内の移乗・移動

外出の付き添い、送迎等

服薬

認知症状への対応

医療面での対応

（経管栄養、ストーマ等）

食事の準備（調理等）

その他の家事

（掃除、洗濯、買い物等）

金銭管理や生活面に必要な諸手続き

その他

不安に感じていることは、特にない

主な介護者に確認しないと、

わからない

無回答

全体(n=1,362)

男性（主な介護者）(n=422)

女性（主な介護者）(n=922)

P.30



○ 

○ 

 

37.5

31.8

51.0

19.3

6.2

27.9

6.1

11.7

6.7

39.8

30.8

45.7

14.7

5.2

27.0

5.2

14.2

6.9

36.7

32.6

53.9

21.7

6.7

28.6

6.4

10.4

5.9

0% 20% 40% 60% 80%

通院付き添い

希望時間での訪問・見守り

一時的に預かるサービス

精神的サポートなどを受けられるサービス

介護者同士の交流機会

（家族も含めた）家事支援

その他

特になし

無回答

全体(n=1,362)

男性（主な介護者）(n=422)

女性（主な介護者）(n=922)

P.31



○ 

○ 

○ 

 

48.1

28.9

21.0

20.4

23.1

1.8

45.5 

28.3 

17.0 

14.6 

27.4 

4.6 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

名前を聞いたことがある

どこにあるか知っている

センターの役割を知っている

相談や連絡をしたことがある

知らない、聞いたことがない

無回答
令和７年度(n=2,079)

令和４年度(n=2,100)

31.5

12.0

14.1

12.8

49.5

0.4

32.1 

12.7 

10.9 

9.6 

50.3 

2.2 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

名前を聞いたことがある

どこにあるか知っている

センターの役割を知っている

相談や連絡をしたことがある

知らない、聞いたことがない

無回答
令和７年度(n=1,456)

令和４年度(n=1,601)

P.32



○ 

 

36.2

36.8

23.2

45.8

13.6

2.6

38.6 

36.3 

21.3 

41.0 

15.7 

4.5 

0% 10% 20% 30% 40% 50%

名前を聞いたことがある

どこにあるか知っている

センターの役割を知っている

相談や連絡をしたことがある

知らない、聞いたことがない

無回答

令和７年度(n=1,951)

令和４年度(n=1,807)

（わからなかったケースが）
ある

ない 無回答

[ 凡例 ]

全体 
（n=113） 24.8 74.3 0.9 

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0% 70.0% 80.0% 90.0% 100.0%

P.33



○ 

○ 

83.5

56.8

44.8

6.5

1.4

58.4

46.9

24.2

22.7

0.5

93.1

41.5

56.5

1.8

2.9

0% 20% 40% 60% 80% 100%

かかりつけの医師がいる

かかりつけの歯科医師がいる

かかりつけの薬局がある

どれもない

無回答

第１号・要支援(n=2,079)

50歳以上(n=1,456)

在宅介護(n=1,951)

P.34



○ 

 

71.7

70.8

22.1

29.2

19.5

52.2

1.8

0.9

4.4

1.8

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

入退院時に医療関係者と介護サービス担当者とで

打合せ

主治医や病院の地域連携室等との連携

事例検討会の実施

個別ケース会議の実施

各職種の専門性の相互理解のための研修会

関係者間で情報を共有するシステムの活用

多職種をコーディネートする人材育成

その他

特にない

無回答

(n=113)

P.35



○ 

○ 

利用している 利用していない 無回答

[ 凡例 ]

全体 
（n=1,951） 69.9 24.7 5.4 

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0% 70.0% 80.0% 90.0% 100.0%

40.5

18.0

18.5

3.3

6.0

3.5

7.9

10.6

17.2

6.6

0% 10% 20% 30% 40% 50%

現状では、サービスを利用するほどの状態ではない

本人にサービス利用の希望がない

家族が介護をするため必要ない

以前、利用していたサービスに不満があった

利用料を支払うのが難しい

利用したいサービスが利用できない、身近にない

住宅改修、福祉用具貸与・購入のみを利用するため

サービスを受けたいが手続きや利用の方法が分からない

その他

無回答

P.36



○ 

○ 

○ 

○ 

 

7.2

3.7

12.1

8.4

6.8

9.0

11.6

5.9

6.5

14.2

40.0

14.1

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45%

配食

調理

掃除・洗濯

買い物（宅配は含まない）

ゴミ出し

外出同行（通院、買い物など）

移送サービス（介護・福祉タクシー等）

見守り、声かけ

サロンなどの定期的な通いの場

その他

利用していない

無回答

(n=1,951)

P.37



○ 

○ 

 

8.4

13.2

29.4

4.3

7.1

0.7

8.0

44.4

3.3

7.1

11.1

30.4

13.0

20.5

1.1

11.1

32.8

1.0

18.9

18.2

29.0

3.8

4.6

0.5

10.0

38.9

2.3

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

居室などに手すりがない、または段差があり

不便である

エレベーターがなく、階段の昇り降りがある

老朽化や耐震に不安がある

自宅の支払いについて、まだローンを

支払っている

家賃が高い

契約の更新ができない

その他

特にない

無回答

第１号・要支援(n=2,079)

50歳以上(n=1,456)

在宅介護(n=1,951)

P.38



○ 

○ 

○ 

 

 

できる できない わからない 無回答

[ 凡例 ]

第１号・要支援
（n=1,249）

50歳以上
（n=812）

45.6 

29.2 

3.6 

8.7 

49.8 

61.7 

1.0 

0.4 

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0% 70.0% 80.0% 90.0% 100.0%

介護を受けながら、
自宅で暮らしたい

施設に入所したい その他 無回答

[ 凡例 ]

令和７年度
（n=2,079）

令和４年度
（n=2,100）

令和７年度
（n=1,456）

令和４年度
（n=1,601）

第１号・要支援

50歳以上

60.1 

66.0 

55.8 

54.4 

34.5 

26.6 

39.4 

37.2 

3.0 

3.8 

3.6 

3.9 

2.5 

3.7 

1.2 

4.6 

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0% 70.0% 80.0% 90.0% 100.0%

P.39



○ 

 

○ 

○ 

特別養護老人
ホームや認知症
高齢者グループ

ホーム

有料老人ホーム
やサービス付き
高齢者向け住宅

その他 わからない 無回答

[ 凡例 ]

第１号・要支援
（n=717）

50歳以上
（n=574）

32.9 

26.5 

47.8 

53.3 

2.2 

1.6 

16.2 

17.9 

0.8 

0.7 

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0% 70.0% 80.0% 90.0% 100.0%

入所・入居は検討
していない

入所・入居を検討
している

すでに入所・入居
申し込みをしている

無回答

[ 凡例 ]

全体 
（n=1,951） 64.0 18.6 7.7 9.7 

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0% 70.0% 80.0% 90.0% 100.0%

特別養護老人
ホームや認知症
高齢者グループ

ホーム

有料老人ホーム
やサービス付き
高齢者向け住宅

その他 わからない 無回答

[ 凡例 ]

全体 
（n=513） 51.3 24.2 7.6 11.5 5.5 

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0% 70.0% 80.0% 90.0% 100.0%

P.40



○ 

○ 

 

自宅 病院 特別養護老
人ホームや
認知症高齢
者グループ

ホーム

有料老人
ホームや

サービス付
き高齢者向

け住宅

その他 わからない 無回答

[ 凡例 ]

令和７年度
（n=2,079）

令和４年度
（n=2,100）

令和７年度
（n=1,456）

令和４年度
（n=1,601）

令和７年度
（n=1,951）

令和４年度
（n=1,807）

第１号・要支援

50歳以上

在宅介護

32.7 

40.5 

31.4 

35.9 

48.9 

50.6 

27.5 

20.6 

22.1 

20.0 

18.5 

18.3 

6.0 

3.8 

6.0 

5.1 

4.3 

4.8 

9.6 

6.9 

11.8 

11.1 

3.5 

2.8 

1.8 

2.0 

3.6 

3.2 

1.0 

1.2 

20.0 

22.1 

24.6 

21.7 

19.4 

16.3 

2.5 

4.2 

0.5 

3.0 

4.5 

5.9 

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0% 70.0% 80.0% 90.0% 100.0%

P.41



○ 

○ 

41.0

18.7

38.9

32.6

10.2

27.6

7.8

12.5

12.7

16.9

26.1

6.2

1.2

5.9

3.2

40.7

10.6

39.1

34.6

19.8

33.2

12.4

14.6

17.0

10.4

29.6

18.1

1.8

1.4

1.0

28.1

19.5

46.5

39.7

16.0

20.4

5.4

32.3

6.4

17.3

21.8

8.3

1.8

2.6

4.9

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

相談体制や情報提供が充実している

身近な人による見守りや助言がある

往診などの医療サービスが整っている

夜間や緊急時でも利用できる介護サービス

がある

認知症介護サービスの充実や地域の理解

がある

家事などの生活を支援するサービスがある

介護に適した住宅に改修する、又は住み替え

ができる

家族介護者を支援してくれる仕組みがある

自分で自分のことを決めることを支援する

取り組みがある

災害時に支援してくれる体制がある

特別養護老人ホームなどの施設サービスが

充実している

お金の支払いや福祉サービス等の手続支援

がある

その他

特にない

無回答

第１号・要支援(n=2,079)

50歳以上(n=1,456)

在宅介護(n=1,951)

P.42



○ 

 

24 

18 

0 

16 

1 

0 

12 

0 

2 

0 

4 

1 

0 

4 

2 

1 

2 

2 

4 

1 

7 

2 

6 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

3 

0 5 10 15 20 25 30

居宅介護支援

訪問介護

訪問入浴介護

訪問看護

訪問リハビリテーション

居宅療養管理指導

通所介護

通所リハビリテーション

短期入所生活介護

短期入所療養介護

特定施設入居者生活介護

福祉用具貸与

特定福祉用具購入

介護老人福祉施設

介護老人保健施設

夜間対応型訪問介護

定期巡回・随時対応型訪問介護看護

認知症対応型通所介護

小規模多機能型居宅介護

看護小規模多機能型居宅介護

認知症対応型共同生活介護

地域密着型介護老人福祉施設

地域密着型通所介護

介護予防支援

介護予防訪問入浴介護

介護予防訪問看護

介護予防訪問リハビリテーション

介護予防居宅療養管理指導

介護予防通所リハビリテーション

介護予防短期入所生活介護

介護予防短期入所療養介護

介護予防特定施設入居者生活介護

介護予防福祉用具貸与

介護予防特定福祉用具購入

介護予防認知症対応型通所介護

介護予防小規模多機能型居宅介護

介護予防認知症対応型共同生活介護

訪問型サービス

通所型サービス

無回答

(n=113)
(件)

P.43



○ 

○ 

民間企業 社会福祉
法人

医療法人 ＮＰＯ法
人

一般社団
法人・一
般財団法

人

協同組合
（農協・
生協）

その他 無回答

[ 凡例 ]

全体 
（n=113） 54.9 21.2 8.0 

1.8 

4.4 

4.4 

2.7 2.7 

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0% 70.0% 80.0% 90.0% 100.0%

70％未満 70％～
80％未満

80％～
90％未満

90％～
100％未

満

100％～
110％未

満

110％～
120％未

満

120％以
上

無回答

[ 凡例 ]

全体 
（n=113） 5.3 

3.5 

9.7 9.7 20.4 9.7 8.8 32.7 

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0% 70.0% 80.0% 90.0% 100.0%

P.44



○ 

○ 

○ 

 

男 女 その他の性自認 無回答

[ 凡例 ]

全体 
（n=442） 30.8 68.6 

0.0 

0.7 

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0% 70.0% 80.0% 90.0% 100.0%

施設系（有料
老人ホーム、
グループホー

ム等を含
む。）

訪問系（居宅
介護支援事業
所、地域包括
支援センター
を含む。）

通所系（小規
模多機能型居
宅介護等を含

む。）

その他 無回答

[ 凡例 ]

全体 
（n=442）

男 
（n=136）

女 
（n=303）

性別

23.5 

30.1 

20.8 

48.2 

33.8 

54.5 

23.1 

27.9 

21.1 

4.5 

7.4 

3.3 

0.7 

0.7 

0.3 

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0% 70.0% 80.0% 90.0% 100.0%

P.45



○ 

○ 

○ 

○ 

 

正規職員 非正規職員（契約職員、
嘱託職員、派遣、パート

など）

無回答

[ 凡例 ]

全体 
（n=442）

男 
（n=136）

女 
（n=303）

性別

75.8 

80.9 

73.9 

24.0 

19.1 

26.1 

0.2 

0.0 

0.0 

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0% 70.0% 80.0% 90.0% 100.0%

６か月未満 ６か月以上
１年未満

１年以上
２年未満

２年以上
５年未満

５年以上
10年未満

10年以上 無回答

[ 凡例 ]

介護サービス従事通算年数
（n=442）

現在の法人での勤務年数
（n=442）

1.4 

5.7 

2.9 

8.4 

4.5 

12.7 

11.5 

19.0 

18.3 

19.9 

58.1 

31.9 

3.2 

2.5 

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0% 70.0% 80.0% 90.0% 100.0%

P.46



○ 

○ 

50.7

13.3

12.0

2.0

3.8

23.8

8.8

23.3

19.5

3.8

1.6

0.2

9.3

4.8

1.8

6.1

8.4

3.6

0.5

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

介護福祉士

介護職員実務者研修

介護職員初任者研修

介護職員基礎研修

ホームヘルパー１級

ホームヘルパー２級

主任介護支援専門員

介護支援専門員（ケアマネジャー）

看護師・准看護師

理学療法士（ＰＴ）

作業療法士（ＯＴ）

言語聴覚士（ＳＴ）

社会福祉士

福祉用具専門相談員

栄養士・管理栄養士

上記以外の介護福祉関係の資格

その他

資格なし

無回答

(n=442)

8.8

3.4

0.9

0.2

0.5

0.2

5.4

14.3

1.4

1.8

0.2

0.2

8.6

3.2

0.7

3.6

2.9

55.9

4.3

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

介護福祉士

介護職員実務者研修

介護職員初任者研修

介護職員基礎研修

ホームヘルパー１級

ホームヘルパー２級

主任介護支援専門員

介護支援専門員（ケアマネジャー）

看護師・准看護師

理学療法士（ＰＴ）

作業療法士（ＯＴ）

言語聴覚士（ＳＴ）

社会福祉士

福祉用具専門相談員

栄養士・管理栄養士

上記以外の介護福祉関係の資格

その他

特にない

無回答

(n=442)

P.47



○ 

 

とても満足 満足 普通 不満 とても不満 無回答

[ 凡例 ]

全体 
（n=442）

男 
（n=136）

女 
（n=303）

性
別

2.9 

5.9 

1.3 

12.7 

15.4 

11.6 

39.4 

39.7 

39.6 

27.1 

23.5 

29.0 

12.0 

11.8 

12.2 

5.9 

3.7 

6.3 

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0% 70.0% 80.0% 90.0% 100.0%

P.48



○ 

 

 とても満足 満足 普通 不満 とても不満 無回答

[ 凡例 ]

仕事の内容・やりがい
（n=442）

キャリアアップの機会
（n=442）

労働時間・休日等の労働条件
（n=442）

勤務体制
（n=442）

人事評価・処遇のあり方
（n=442）

職場の環境（施設の構造等）
（n=442）

職場の人間関係、コミュニケーション
（n=442）

雇用の安定性
（n=442）

福利厚生
（n=442）

研修・能力開発のあり方
（n=442）

職場環境全体
（n=442）

10.0 

5.2 

8.6 

6.6 

5.2 

8.1 

14.3 

8.6 

5.0 

6.1 

8.4 

41.2 

21.9 

26.2 

22.6 

18.8 

25.8 

34.6 

31.2 

19.9 

19.7 

27.4 

42.8 

59.5 

45.9 

50.0 

53.2 

47.1 

38.9 

48.0 

54.5 

57.5 

47.5 

4.1 

8.6 

13.1 

15.4 

14.9 

13.6 

8.4 

7.7 

14.9 

11.3 

12.4 

1.1 

2.3 

5.0 

4.3 

6.1 

4.1 

2.7 

2.9 

4.3 

3.6 

3.2 

0.9 

2.5 

1.1 

1.1 

1.8 

1.4 

1.1 

1.6 

1.4 

1.8 

1.1 

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0% 70.0% 80.0% 90.0% 100.0%

P.49



○ 

 
 

  

今の職場で
続けたい

事業所を変
えて続けた

い

できれば介
護以外に変
わりたい

介護以外に
変わりたい

わからない 無回答

[ 凡例 ]

全体 
（n=442） 56.6 7.9 8.1 4.1 21.9 1.4 

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0% 70.0% 80.0% 90.0% 100.0%

P.50



○ 

○ 

 

○ 

○ 

  

０人
１～４
人

５～９
人

10～14
人

15～19
人

20～29
人

30～39
人

40～49
人

50人
以上

無回答

[ 凡例 ]

全従業員数（正規職員）
（n=113）

全従業員数（非正規職員）
（n=113）

0.0 

4.4 

37.2 

27.4 

23.9 

15.0 

14.2 

7.1 

3.5 

6.2 

1.8 

4.4 

4.4 

0.9 

1.8 

2.7 

4.4 

3.5 

8.8 

28.3 

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0% 70.0% 80.0% 90.0% 100.0%

０人
１～４
人

５～９
人

10～14
人

15～19
人

20～29
人

30～39
人

40～49
人

50人
以上

無回答

[ 凡例 ]

全従業員数（正規職員）
（n=113）

全従業員数（非正規職員）
（n=113）

0.9 

4.4 

23.0 

22.1 

22.1 

10.6 

10.6 

6.2 

2.7 

4.4 

3.5 

3.5 

3.5 

0.9 

1.8 

0.9 

1.8 

1.8 

30.1 

45.1 

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0% 70.0% 80.0% 90.0% 100.0%

P.51



○ 

○ 

 

大いに
不足

不足 やや
不足

適当 過剰 当該職種
はいない

無回答

[ 凡例 ]

介護職
（n=113）

介護支援専門員
（n=113）

医師
（n=113）

看護職
（n=113）

生活相談員
（n=113）

機能訓練指導員
（n=113）

栄養士
（n=113）

その他
（n=113）

従業員全体
（n=113）

15.0 

4.4 

0.0 

2.7 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

11.5 

9.7 

10.6 

0.0 

6.2 

2.7 

1.8 

0.0 

1.8 

12.4 

18.6 

11.5 

0.0 

17.7 

7.1 

7.1 

2.7 

9.7 

28.3 

17.7 

22.1 

9.7 

26.5 

23.0 

20.4 

10.6 

17.7 

25.7 

0.0 

0.0 

0.9 

0.9 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

21.2 

34.5 

61.1 

23.0 

38.9 

41.6 

57.5 

40.7 

0.0 

17.7 

16.8 

28.3 

23.0 

28.3 

29.2 

29.2 

30.1 

22.1 

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0% 70.0% 80.0% 90.0% 100.0%

P.52



○ 

○ 

 

採用が困難 離職率が高い
（定着率が低い）

その他

[ 凡例 ]

全体 
（n=59） 86.4 3.4 10.2 

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0% 70.0% 80.0% 90.0% 100.0%

P.53



○ 

 

32.2

28.8

32.2

1.7

57.6

11.9

15.3

1.7

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

定員まで利用者を受け入れられない

従業員の育成不足のため、十分なサービスが提供

できていない

事業を拡大できない

食事を含む施設内の提供サービスが十分とは言え

ない

主任、リーダー的役割の職員が育成できない

医療対応や連携が十分にできていない

その他

無回答

(n=59)

P.54



○ 

○ 

 

広 

報 

活 

動 

等 
企 

業 

方 

針 

等 

70.8

70.8

13.3

29.2

21.2

25.7

42.5

16.8

11.5

62.8

69.0

58.4

58.4

56.6

3.5

0.9

0.9

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

ハローワークの求人募集

インターネット（求人サイト）

新聞・チラシの求人募集

就職相談会・説明会の開催

学校・養成施設等へのＰＲ活動

事業所員による勧誘活動

事業所見学・実習生の受け入れ等

介護の魅力を発信するイベント等を行っている

その他

採用にあたり、事業所の経営理念、運営方針、業務内容等を

十分説明し、就労後のミスマッチの解消に努めている

従業員が育児や介護のために仕事と家庭生活の両立ができる

よう、ワーク・ライフ・バランスの推進をしている

従業員の賃金について、職能給や業績給などキャリアに連動

した給与体系を整備している

教育研修や資格取得支援等を行い、従業員の人材育成に努め

ている

従業員が悩みや不安・不満、疑問点等を上司や同僚に気軽に

相談できる体制づくりや相談窓口を整備している

その他

特にない

無回答

(n=113)

P.55



○ 

○ 

  

既に導入し
ている

導入に向け
て動いてい

る

検討中 予定なし わからない 無回答

[ 凡例 ]

全体 
（n=113） 48.7 4.4 13.3 13.3 18.6 1.8 

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0% 70.0% 80.0% 90.0% 100.0%

53.3

0.0

26.7

53.3

26.7

13.3

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

導入コストが高い

職員の抵抗感や反発がある

職員のスキル・知識不足

事業の規模から考えて必要ない

効果がわからない

その他

(n=15)

P.56



○ 

 

○ 

 

既に受け入
れている

受け入れに
向けて動い
ている

検討中 予定なし わからない 無回答

[ 凡例 ]

全体 
（n=113） 17.7 11.5 10.6 36.3 22.1 1.8 

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0% 70.0% 80.0% 90.0% 100.0%

36.6

9.8

17.1

39.0

39.0

41.5

19.5

22.0

7.3

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45%

受け入れ体制が整わない

受け入れ費用が高い

指導者がいない

利用者や従業員とのコミュニケーションがとれな

い

教育・コミュニケーション等の対応への時間的な

余裕がない

言葉・文化（宗教や生活習慣）の違いや知識不

足、労働慣行の違い

文書事務対応への不安がある

受け入れ対象のサービス（施設）ではない

その他

(n=41)

P.57



○ 

61.1

33.6

44.2

68.1

51.3

28.3

9.7

0.9

2.7

2.7

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

教育・研修計画を立て、実施している

教育・研修の責任者又は担当部署を置いている

採用時に教育・研修を充実させている

先輩職員によるＯＪＴ（職務中の実践的な研修）

を実施している

法人全体で連携して取り組んでいる

自治体や業界全体の主催する教育・研修に積極的

に参加させている

地域の同業者と勉強会を開いている

その他

特に取り組んでいない

無回答

P.58



○ 

○ 

15.0

90.3

15.9

73.5

53.1

18.6

20.4

0.0

0.9

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

研修の充実

働きやすい職場環境

福利厚生の充実

給与・待遇

良好な従事者間のコミュニケーション

上司・管理者との相談体制の充実

仕事のやりがい

その他

無回答

(n=113)

18.3

71.3

18.8

73.3

49.5

19.5

15.2

1.1

1.6

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

研修の充実

働きやすい職場環境

福利厚生の充実

給与・待遇

良好な従事者間のコミュニケーション

上司・管理者との相談体制の充実

仕事のやりがい

その他

無回答

(n=442)

P.59



○ 

 

80.8

41.6

34.4

42.8

24.7

7.9

1.6

10.0

1.8

11.1

28.7

10.4

9.3

5.7

36.2

3.8

2.9

3.2

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%

基本賃金の水準を引き上げる

キャリアに応じて賃金が上がっていくような仕組みとする

資格取得手当などの諸手当を充実する

休暇制度・労働時間等の勤務条件を改善する

福利厚生制度を手厚くする

就職時に経験年数・年齢別のモデル賃金を公開する

勤務先で説明会や施設見学会を開催する

職場内外での研修制度や資格取得支援制度を充実させる

勤務先のキャリアアップに関する情報を公開する

資格取得時の受講費用補助制度をつくる

社会全体が福祉・介護職場のイメージアップを図っていく

子育てしながらでも働けるよう、事業所内等に保育施設を

確保する

中学生・高校生等への職場体験等、介護の仕事を理解して

もらう機会をつくる

介護職の離職者に対する職業訓練の仕組みの充実

人員基準を手厚くし、利用者に対する職員数を増やす

その他

特にない

無回答

(n=442)

P.60



○ 

○ 

  

9.0 

8.8 

29.6 

18.6 

54.1 

4.5 

7.4 

14.7 

35.3 

22.8 

49.3 

3.7 

9.9 

6.3 

27.4 

16.8 

55.8 

5.0 

0% 20% 40% 60% 80%

上司

同僚、部下

利用者

利用者の家族

経験したことはない

無回答

全体(n=442)

男(n=136)

女(n=303)

P.61



○ 

○ 

 

ある ない わからない
／把握していない

無回答

[ 凡例 ]

全体 
（n=113） 45.1 52.2 

1.8 

0.9 

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0% 70.0% 80.0% 90.0% 100.0%

66.7

68.6

68.6

49.0

5.9

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

当該職員と面談し、必要に応じて心のケアや配置

換え等の対応を行う

必要に応じて、管理者・サービス提供責任者が同

席し、利用者や家族と事実確認と改善要請を行う

施設・事業所内で共有し、職員や管理者が抱え込

まないようにしている

関係機関への相談や連携を行う

その他

(n=51)

P.62



○ 

  

65.5

73.5

56.6

41.6

33.6

46.0

2.7

0.0

2.7

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

施設・事業所の基本方針を決定し、職員に周知し

ている

契約書、重要事項説明書等に、ハラスメントによ

るサービス提供中止、解除の可能性について記

載・説明している

相談窓口を設置するなど、相談しやすい職場環境

づくりをしている

特定の職員に負担が集中しないようなローテー

ション勤務等を整備している

対応マニュアルを作成し、職員間で共有している

ハラスメント対応の研修を実施している

その他

特に取り組んでいない

無回答

(n=113)

P.63



○ 

41.6

52.2

57.5

47.8

3.5

4.4

0.9

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

ハラスメント研修・セミナーの開催

マニュアル・ガイドラインの配布

ハラスメント相談窓口の設置

介護保険のしおりや広報などを通じて、自治体と

しての啓発活動の推進

その他

特にない

無回答

(n=113)

P.64



○ 

○ 

○ 

15.2

11.1

9.4

37.1

22.9

22.8

36.0

9.4

19.4

35.8

4.6

5.1

6.1

5.3

36.7

32.8

29.0

2.3

4.7

3.4

3.1

13.5

14.8

30.6

36.1

40.0

26.2

35.1

15.4

16.8

34.9

4.7

7.3

10.4

9.3

35.0

30.1

32.2

2.8

3.3

1.0

0.5

15.7

5.6

3.6

32.8

16.1

21.5

42.2

7.4

12.1

27.2

4.4

6.8

5.1

6.7

46.5

27.2

46.0

3.2

4.9

2.3

4.8

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

高齢者クラブなど交流の場の提供

生涯学習

就労支援

健康管理、介護予防

高齢者住宅等への住み替え等住まいへの支援

声かけや見守りサービスの充実

認知症高齢者に対する支援

高齢者虐待の防止や成年後見、財産管理等へ

の支援

気軽に立ち寄り、世代や属性を超えて

交流できる場や居場所の提供

相談体制の充実

地域におけるボランティア組織の育成

8050問題への対応

ヤングケアラー問題への対応

ダブルケア問題への対応

在宅医療・介護

地域で暮らし続けるためのサービス

家族介護者への支援

その他

わからない

特にない

無回答

第１号・要支援(n=2,079)

50歳以上(n=1,456)

在宅介護(n=1,951)
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○ 

 

 

 

 

40.7

64.6

6.2

15.9

12.4

11.5

11.5

0.0

6.2

6.2

0.9

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

利用者数の伸び悩み

スタッフの確保（短期間の離職）や人材育成

事業所内での同職種や他職種との相談・連携体制

が構築できていない

補助金や報酬加算を十分に活用できていない

利用者や家族からの苦情や事故への対応が難しい

医療機関との連携

他事業者との競合

課題がわからない

その他

特に課題はない

無回答

(n=113)
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○ 

○ 

○ 

とても良い まあ良い あまり良くない 良くない 無回答

[ 凡例 ]

第１号・要支援
（n=2,079）

50歳以上
（n=1,456）

在宅介護
（n=1,951）

12.5 

16.1 

2.7 

69.0 

68.1 

52.4 

13.7 

12.4 

32.0 

2.2 

1.3 

10.5 

2.6 

2.0 

2.4 

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0% 70.0% 80.0% 90.0% 100.0%

なし 不安があり、補聴
器などを使用して

いる

不安があるが、特
に何もしていない

無回答

[ 凡例 ]

全体 
（n=2,079） 62.9 6.4 29.5 1.2 

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0% 70.0% 80.0% 90.0% 100.0%

なし 不安があり、眼鏡
などを使用してい

る

不安があるが、特
に何もしていない

無回答

[ 凡例 ]

全体 
（n=2,079） 38.1 51.2 9.5 1.2 

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0% 70.0% 80.0% 90.0% 100.0%

P.67



○ 

○ 

 

言葉も意味も知っ
ている

言葉は聞いたこと
があるが意味は知

らない

知らない 無回答

[ 凡例 ]

全体 
（n=2,079）

65歳～69歳 
（n=585）

70歳～74歳 
（n=390）

75歳～79歳 
（n=440）

80歳～84歳 
（n=322）

85歳～89歳 
（n=232）

90歳以上 
（n=110）

年齢

51.9 

53.5 

56.9 

56.6 

50.0 

40.5 

36.4 

18.2 

16.2 

14.4 

16.6 

20.5 

25.9 

25.5 

28.2 

29.9 

27.2 

25.7 

26.1 

30.6 

33.6 

1.7 

0.3 

1.5 

1.1 

3.4 

3.0 

4.5 

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0% 70.0% 80.0% 90.0% 100.0%

言葉も意味も知っ
ている

言葉は聞いたこと
があるが意味は知

らない

知らない 無回答

[ 凡例 ]

全体 
（n=1,456） 50.7 16.3 32.2 0.8 

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0% 70.0% 80.0% 90.0% 100.0%

P.68



○ 

取り組んでいることが
ある

特に取り組んでいることは
ない

無回答

[ 凡例 ]

第１号・要支援
（n=2,079）

50歳以上
（n=1,456）

在宅介護
（n=1,951）

58.3 

66.3 

53.0 

35.1 

31.6 

35.2 

6.6 

2.1 

11.8 

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0% 70.0% 80.0% 90.0% 100.0%

P.69



○ 

○ 

○ 

 

 

 

53.5

60.6

48.1

10.5

11.4

7.5

44.5

31.1

26.7

4.5

7.2

7.6

67.2

65.2

42.0

8.1

6.7

9.8

42.0

33.4

51.9

3.5

4.7

1.9

39.2

46.8

39.8

6.7

8.1

1.4

32.9

22.8

5.1

8.6

14.0

6.9

0% 20% 40% 60% 80%

自分で定期的な運動や体力づくりの取り組み

をする

栄養バランスに気をつけて食事をする

よくかむこと、口の中を清潔に保つことを

気をつける

区が実施する健康づくりの教室や講座に

参加する

地域活動に参加する

ボランティア活動をする

家族、友人、知人と交流する

趣味や学習などの活動又は読み書き計算など

脳のトレーニングをする

仕事をする

その他

特に取り組みたいことはない

無回答

第１号・要支援(n=2,079)

50歳以上(n=1,456)

在宅介護(n=1,951)
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○ 

○ 

96.5

54.0

64.6

52.2

77.9

31.9

45.1

3.5

0.0

0.9

0% 20% 40% 60% 80% 100%

災害発生時対応マニュアルの整備

従業員や利用者の３日分の備蓄の確保

避難経路の確保

家具や什器等の転倒・落下防止

緊急連絡網の作成

事業所が行っている対策を利用者と利用者の家族

に周知

家族との連絡手段の確保

その他

特に取り組んでいない

無回答

(n=113)

P.71



  【資料第２号】 

                    1 

障害者（児）実態・意向調査の結果について 

 

１ 目的 

  令和９年度から令和 11年度までの３年間を計画期間とした障害者・児計画

を策定するに当たり、その基礎資料を得るとともに、障害者・児のサービス利

用状況・希望及び障害福祉サービス等事業所の現状を把握するため、令和７年

度に実態調査を実施した。 

 

２ 調査対象者及び調査方法 

  本調査では、身体障害者、知的障害者、精神障害者、難病患者、障害児、区

内障害福祉サービス等事業所及び都内・都外長期入院施設を対象とした量的

調査（アンケート調査）と、区内等の障害福祉サービス等事業所を利用する知

的障害者及び精神障害者を対象とした質的調査（インタビュー調査）を実施し

た。 

 

３ 調査の内容 

(1) 量的調査（アンケート調査） 

以下の対象ごとに調査票を郵送（回収は郵送またはインターネット） 

①在宅の方 ②18歳未満の方 ③ 施設に入所している方 

④ サービス事業所 ⑤ 長期入院施設 

 (2) 質的調査（インタビュー調査） 

   属性、日中及び施設での活動、余暇の過ごし方、相談相手、区サービスの

利用状況、地域との交流、将来の希望等をグループ・インタビューによって

聞き取り 

 

４ 実施時期 

 (1) 量的調査（アンケート調査） 

   令和７年 10月１日～令和７年 10月 31日 

 (2) 質的調査（インタビュー調査） 

    令和７年８月～令和７年 12月 
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５ 実施結果 

 (1) 量的調査（アンケート調査）回収状況 

  ① 区民向け調査 

調査の種類 配布数 

有効回収票数 

（インターネッ

ト回答数） 

有効回収率 

（インターネッ

ト回収率） 

在宅の方 5，850 2,493（883） 
42.6％

（15.1％） 

18歳未満の方 1,084 465（287） 
42.9％

（26.5％） 

施設に入所している方 139 82（16） 
59.0％

（11.5％） 

計 7,073 3,040（1186）   

   ② サービス等事業所向け調査 

調査の種類 配布数 

有効回収票数 

（インターネッ

ト回答数） 

有効回収率 

（インターネッ

ト回収率） 

サービス事業所 106 83（48） 
78.3％

（45.3％） 

    ③ 長期入院施設向け調査 

調査の種類 配布数 

有効回収票数 

（インターネッ

ト回答数） 

有効回収率 

（インターネッ

ト回収率） 

長期入院施設 167 149（8） 
89.2％

（4.8％） 

 

(2) 質的調査（インタビュー調査） 

   施設（22か所）の利用者に対して実施 

 

６ 調査結果 

  別紙のとおり 
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文京区障害者（児）実態・意向調査結果の報告 
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１ 調査の概要 

２ 量的調査（アンケート調査） 

 

 

１ 調査の目的 
文京区では障害者及び障害児がいきいきと自分らしく、健康で自立した生活を営めるよ

う、「文
ふみ

の京
みやこ

ハートフルプラン 文京区地域福祉保健計画 障害者・児計画」に基づき、障

害福祉施策を推進しています。 

令和 8年度に次期障害者・児計画（令和 9年度～令和 11年度）を策定するに当たり、障

害者・児の方々の日常生活の実態、サービスの利用状況や希望等を把握して基礎資料とす

るため、実態・意向調査を実施しました。 

また、区内の障害福祉サービス等事業所を対象に事業所の運営状況や福祉人材の現状を

把握するとともに、都内・都外の医療機関における区民の長期入院患者の状況を把握する

ことで、今後の障害福祉サービス等の基盤整備に資するための基礎資料とします。 

 

２ 調査の対象と調査方法 
 本調査では、身体障害者、知的障害者、精神障害者、難病患者、18歳未満の障害児、区

内障害福祉サービス等事業所及び都内・都外長期入院施設を対象とした量的調査（アンケ

ート調査）並びに区内施設等を利用する知的障害者及び精神障害者を対象とした質的調査

（インタビュー調査）の２種類を実施しました。 

 

 

 

 
  

１ 調査の種類 
調査の種類 対象者 

在宅の方 

 文京区内に居住し、以下に該当する方 

・身体障害者手帳をお持ちの 18歳以上の方 

 （肢体不自由、内部障害は無作為抽出、その他の障害は全数） 

・愛の手帳をお持ちの 18歳以上の方（全数） 

・精神障害者保健福祉手帳をお持ちの 18歳以上の方（全数） 

・難病医療券をお持ちの 18歳以上の方（全数） 

18歳未満の方 

文京区内に居住し、以下に該当する方（全数） 

・身体障害者手帳をお持ちの 18歳未満の方 

・愛の手帳をお持ちの 18歳未満の方 

・精神障害者保健福祉手帳をお持ちの 18歳未満の方 

・難病医療券をお持ちの 18歳未満の方 

・障害児通所支援受給者証をお持ちの 18歳未満の方 

施設に入所している方 

・身体障害者手帳、愛の手帳または精神障害者保健福祉手帳を

お持ちで、文京区が支給決定した施設入所支援及び療養介護

のサービスを利用中の 18歳以上の方 

サービス事業所 ・文京区内の指定障害福祉サービス等事業所 

長期入院施設 ・都内及び都外の長期入院施設(医療機関) 

※対象者の年齢は、令和７年４月１日を基準日としています。 
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２ 調査方法 

調査票を郵送配布し、郵送又はインターネットにより回収する方式で実施しました。 
 

３ 調査期間 

令和７年 10月１日～10 月 31日 
 

４ 配布・回収状況 
 

調査の種類 配布数 

有効回収票数 

（インターネット

回答数） 

有効回収率 

（インターネッ

ト回収率） 

在宅の方 5，850 2,493（883） 
42.6％

（15.1％） 

18歳未満の方 1,084 465（287） 
42.9％

（26.5％） 

施設に入所している方 139 82（16） 
59.0％

（11.5％） 

サービス事業所 106 83（48） 
78.3％

（45.3％） 

長期入院施設 167 149（8） 
89.2％ 

（4.8％） 

合計 7,346 3,272 
44.5％

（16.9％） 
 

 

 

 

 

 

 

（注） 

・各設問の nは、回答者の総数を表しています。 

 

・設問数が多いため本資料には、一部の設問を抜粋して掲載しております。 

 

・各調査の身体障害、知的障害、精神障害、難病（特定疾病）の回答者数の合計は、重複

障害者が含まれているため全体の数と一致しません。 

 

・「施設入所の方の調査」では、精神障害、難病（特定疾病）の回答者がいないため、分析

はありません。 

 

・「長期入院施設用の調査」については、167か所の病院に対して、調査票を配付し、149

か所の病院から調査票の回答がきています。分析では、長期入院者がいない病院を除

き、53人の長期入院患者の情報を集計しています。 
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３ 在宅の方を対象にした調査 

 

 

 

 

 

１ 対象者特性 
（1-1）回答者（問１） 
《全体》                                                                        (%) 

 
 

回答者については、「あて名ご本人」が 78.2％、「ご家族の方」が 13.8％となっています。 
 

《障害の種類別》                       (%）                                             

  合計

（人） 

あて名ご本人 ご家族の方 成年後見人等 その他 不明 

肢体不自由 320 61.6 25.0 0.9 0.9 11.6 
音声・言

語・ 

そしゃく機

能障害 87 54.0 36.8 1.1 1.1 6.9 
視覚障害 163 67.5 21.5 0.6 0.6 9.8 

聴覚・平衡 

機能障害 153 82.4 13.1 0.0 0.0 4.6 
内部障害 324 82.1 10.5 0.3 0.0 7.1 

知的障害 256 32.8 49.2 1.6 9.4 7.0 

発達障害 263 75.7 18.6 0.0 0.8 4.9 

精神障害 626 82.7 6.7 0.5 0.3 4.8 

高次脳機能

障害 40 60.0 30.0 5.0 0.0 5.0 

難病（特定

疾病） 817 86.4 8.8 0.1 0.1 4.5 

その他 42 76.2 19.0 0.0 2.4 2.4 

 

 障害別の回答者は、「知的障害」のみ「ご家族の方」が 49.2%と最も多く、それ以外は、

「あて名ご本人」が最も多くなっています。 
  

78.2

あて名ご本人

13.8

ご家族の方

0.4

成年後見人・保佐

人・補助人

1.2

その他

6.3

不明

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

1

2

n=2,493

P.77
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（1-2）年齢（問２） 

《全体》                                                                       (%) 

 
 

年齢については、「50～59歳」が 16.4％と最も多くなっており、次いで「60～69歳」、「70

～79歳」が 15.2％、「40～49歳」、「80～89歳」が 13.6％となっています。 
 

《障害の種類別》                                 （%）                                                 
  合計

（人） 

18～29

歳 

30～39

歳 

40～49

歳 

50～59

歳 

60～69

歳 

70～79

歳 

80～89

歳 

90 歳 

以上 

不明 

肢体不自由 320 4.7 4.4 8.4 10.0 16.9 22.5 26.6 4.4 2.2 
音声・言語・

そしゃく機能

障害 87 11.5 4.6 4.6 13.8 11.5 25.3 25.3 3.4 0.0 
視覚障害 163 6.1 3.7 10.4 17.8 8.0 20.9 24.5 8.0 0.6 
聴覚・平衡 

機能障害 153 5.2 2.6 10.5 3.9 9.2 17.0 34.6 16.3 0.7 
内部障害 324 2.2 3.7 7.7 13.3 15.1 25.6 25.3 5.2 1.9 
知的障害 256 37.5 24.2 14.8 12.1 8.2 0.4 1.2 0.0 1.6 
発達障害 263 35.7 31.2 12.9 11.0 4.9 1.5 2.7 0.0 0.0 
精神障害 626 11.3 18.5 22.0 25.7 15.8 3.8 1.1 0.5 1.1 
高次脳機能 

障害 40 5.0 7.5 20.0 25.0 17.5 15.0 7.5 0.0 2.5 
難病 

（特定疾病） 817 5.4 8.1 14.9 17.6 19.5 19.7 12.6 1.7 0.5 
その他 42 9.5 7.1 4.8 23.8 14.3 4.8 33.3 2.4 0.0 

 

障害別の年齢は、「知的障害」と「発達障害」は「18～29歳」、「精神障害」、「高次脳機能

障害」は「50～59歳」、それ以外は「70～79歳」、「80～89歳」が最も多くなっています。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.9

18~29歳

11.7

30~39歳

13.6

40~49歳

16.4

50~59歳

15.2

60~69歳

15.2

70~79歳

13.6

80~89歳

3.2

90歳以上

1.2

不明

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

n=2,493

P.78
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（1-3）年収（問３） 

《全体》                                      (%)                                                        

 
 

本人の収入については、「80万円以上～150万円未満」が最も多く、150 万円未満が全体の

半数近くとなっています。 

 

（1-4）同居家族（問５） 
《全体》                                  (%)                                                      

 
 

 同居家族については、「配偶者」が 37.7％と最も多く、次いで「ひとり暮らし」が

27.3％、「子」が 23.4%と続いています。 
 

 

 

 

 

2.8

4.1

10.7

17.6

16.0

18.8

12.0

18.0

0.0 2.0 4.0 6.0 8.0 10.0 12.0 14.0 16.0 18.0 20.0

不明

1,000万円以上

500万円以上~1,000万円未満

250万円以上~500万円未満

150万円以上~250万円未満

80万円以上～150万円未満

80万円未満

収入はない

n=2,493

0.8

2.8

4.1

27.3

1.7

0.7

9.2

23.4

37.7

20.1

13.6

0 5 10 15 20 25 30 35 40

不明

その他

グループホーム等での集団生活

ひとり暮らし

その他親族

祖父母

兄弟・姉妹

子

配偶者

母親

父親

n=2,493

P.79
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《障害の種類別》                                  （%）                                               
  合計

（人） 

父親 母親 配偶者 子 兄弟・姉妹 

肢体不自由 320 10.9 15.3 41.9 29.1 5.0 
音声・言語・ 

そしゃく機能

障害 87 18.4 23.0 47.1 25.3 10.3 
視覚障害 163 8.0 11.7 35.6 21.5 6.7 
聴覚・平衡 

機能障害 153 4.6 7.8 43.8 28.1 4.6 
内部障害 324 4.0 7.7 50.6 29.9 2.8 
知的障害 256 59.4 75.4 1.2 0.0 34.8 
発達障害 263 35.0 46.4 14.1 8.4 22.8 
精神障害 626 17.6 28.0 21.6 15.7 11.3 
高次脳機能 

障害 40 12.5 20.0 50.0 30.0 5.0 
難病 

（特定疾病） 817 5.0 8.0 54.2 32.2 4.0 
その他 42 7.1 21.4 19.0 21.4 4.8 

 
  合計

（人） 

祖父母 その他親族 ひとり 

暮らし 

グループ 

ホーム等での

集団生活 

肢体不自由 320 0.3 1.9 21.9 5.3 
音声・言語・ 

そしゃく機能

障害 87 0.0 4.6 14.9 5.7 
視覚障害 163 1.2 1.2 39.3 3.7 
聴覚・平衡 

機能障害 153 0.0 2.0 27.5 2.6 
内部障害 324 0.3 2.5 25.0 1.5 
知的障害 256 2.0 1.6 4.3 21.1 
発達障害 263 1.9 1.9 27.4 3.0 
精神障害 626 1.6 1.3 35.9 3.5 
高次脳機能 

障害 40 0.0 0.0 17.5 5.0 
難病 

（特定疾病） 817 0.1 1.5 26.9 1.1 
その他 42 0.0 2.4 31.0 9.5 

 

障害別の同居家族は、「知的障害」と「発達障害」では、「母親」、「精神障害」、「視覚障

害」では、「ひとり暮らし」、それ以外では「配偶者」が最も多くなっています。 

 

  

P.80
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２ 障害と健康について 

（2-1）障害の種類（問６）                          (%)                                       

 
 

障害の種類については、「難病」が 32.8％と最も多く、次いで「精神障害」が 25.1％、

「内部障害」が 13.0％と続いています。 
 

（2-2）手帳の所持状況（問７）    

《全体》                                      (%)                                         

 
 

 手帳の所持状況については、「身体障害者手帳」が 33.6％と最も多く、次いで「精神障害

者保健福祉手帳」が 25.8％、「愛の手帳」が 10.8％となっています。一方、「これらの手帳

は持っていない」は 28.3％となっています。 
 

 

 

 

2.5

1.7

32.8

1.6

25.1

10.5

10.3

13.0

6.1

6.5

3.5

12.8

0.0 5.0 10.0 15.0 20.0 25.0 30.0 35.0

不明

その他

難病（特定疾病）

高次脳機能障害

精神障害

発達障害

知的障害

内部障害

聴覚・平衡機能障害

視覚障害

音声・言語・そしゃく機能障害

肢体不自由

n=2,493

3.8

28.3

25.8

10.8

33.6

0 5 10 15 20 25 30 35 40

不明

これらの手帳はもっていない

精神障害者保健福祉手帳

愛の手帳

身体障害者手帳

n=2,493

P.81
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（2-3）日常生活で必要な特別な支援や配慮（問 12） 

《全体》                                                                         (%) 

 
 

 特別な支援や配慮については、「睡眠の乱れ」（17.5％）と最も多く、続いて「こだわ

り」（9.5％）となっています。また、「特になし」は（64.5％）となっており、何かしらの

特別な支援や配慮を必要とするとの回答は、全体の 26.4%となっています。 

 

《障害の種類別》                                 （%）                                              
  合計

（人） 

自傷 他害 こだわ

り 

もの壊

し 

睡眠の乱れ 異食 多動 特になし 

肢体不自由 320 1.3 0.6 3.8 0.3 7.2 0.0 2.2 74.1 
音声・言

語・ 

そしゃく機

能障害 87 4.6 3.4 8.0 0.0 12.6 0.0 4.6 60.9 
視覚障害 163 1.8 1.2 3.7 0.6 7.4 0.0 4.9 72.4 

聴覚・平衡 

機能障害 153 0.7 0.7 3.3 0.0 7.2 0.7 1.3 68.0 
内部障害 324 0.9 0.0 1.5 0.3 7.1 0.6 0.9 77.8 
知的障害 256 10.9 8.6 32.0 7.0 16.0 1.6 9.4 46.1 
発達障害 263 13.3 6.8 39.5 8.0 43.0 6.8 21.3 31.6 
精神障害 626 8.3 3.5 19.2 3.4 45.4 4.8 7.8 37.7 

高次脳機能 

障害 40 7.5 5.0 7.5 5.0 12.5 2.5 10.0 65.0 
難病 

（特定疾

病） 817 0.2 0.2 1.5 0.2 7.0 0.2 1.1 82.9 
その他 42 4.8 4.8 23.8 2.4 28.6 7.1 7.1 45.2 

 

 障害別では、「発達障害」、「精神障害」では、「睡眠の乱れ」が最も多く、それ以外の障

害では、特になしが最も多くなっております。また、「知的障害」では「自傷」や「こだわ

り」の割合がほかの障害と比べ多く、「発達障害」では、「自傷」や「こだわり」、「多動」

がほかの障害と比べ多くなっています。 

 

 

9.1

64.5

6.8

4.3

1.6

17.5

1.9

9.5

1.8

3.4

0 10 20 30 40 50 60 70

不明

特になし

その他

多動

異食

睡眠の乱れ

もの壊し

こだわり

他害

自傷

n=2,493

P.82
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（2-4）日常生活で必要な介助・支援（問 1３） 

《全体》                                                                         (%) 

 
  

日常生活で必要な介助・支援については、「区役所や事業者などの手続き」が 25.7％で最

も多く、「調理・掃除・洗濯等の家事」が 24.7％でこれに次いでいます。 一方、「介助や

支援は必要ない」は 48.8%となっています。 

 

《障害の種類別》抜粋                                (%)                  
  合計

（人） 

食事 排せつ 入浴 寝返り 着替え 調理・掃

除・洗濯

等の家事 

室内の移

動 

肢体不自由 320 26.9 23.4 35.9 9.4 26.9 41.3 18.1 
音声・言

語・そしゃ

く機能障害 87 33.3 32.2 46.0 13.8 39.1 50.6 28.7 
視覚障害 163 16.6 8.6 16.6 1.8 8.6 33.1 7.4 
聴覚・平衡 

機能障害 153 7.8 2.6 11.8 1.3 5.2 17.0 3.3 
内部障害 324 8.3 5.9 11.４ 1.2 6.8 17.0 4.9 
知的障害 256 32.0 23.0 35.5 1.6 21.9 63.3 6.3 
発達障害 263 15.6 7.2 14.8 1.5 8.4 39.2 1.5 
精神障害 626 10.9 3.4 8.0 0.6 3.8 29.1 1.8 
高次脳機能

障害 40 32.5 20.0 32.5 7.5 27.5 55.0 22.5 
難病 

(特定疾病) 817 8.6 5.6 10.6 1.7 6.7 15.7 5.8 
その他 42 14.3 11.9 19.0 4.8 14.3 35.7 7.1 

 

 

4.7
48.8

3.7
25.7

19.2
11.7

8.7
16.4
17.2

21.4
19.3

9.9
13.3

7.5
4.5

24.7
7.7

1.8
13.2

6.9
11.5

0 10 20 30 40 50 60

不明
介護や支援は必要ない

その他
区役所や事業者などの手続き

薬の管理
日常生活動作の見守り

日常生活に必要な意思の伝達
通院、通学・通勤以外の外出

通院、通学・通勤
日常の買い物
お金の管理

電話の利用・代行
代筆・代読

洗顔・歯磨き
室内の移動

調理・掃除・洗濯等の家事
着替え
寝返り
入浴

排せつ
食事

n=2,493

P.83
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合計

（人） 

洗顔・歯

磨き 

代筆・代

読 

電話の利

用・代行 

お金の管理 日常の

買い物 

通院、通

学・通勤 

通院、通

学・通勤

以外の外

出 

肢体不自由 320 20.0 25.0 16.6 25.6 36.3 31.3 31.9 
音声・言

語・そしゃ

く機能障害 87 32.2 43.7 43.7 42.5 48.3 41.4 43.7 
視覚障害 163 6.1 47.9 16.6 22.7 42.9 38.0 33.7 
聴覚・平衡 

機能障害 153 2.0 15.0 19.0 11.1 20.3 20.9 12.4 
内部障害 324 4.9 5.6 5.6 8.3 16.7 14.8 11.7 
知的障害 256 32.4 52.0 41.4 73.8 56.6 47.3 54.7 
発達障害 263 12.2 16.0 15.2 41.4 28.5 23.6 20.2 
精神障害 626 5.3 6.1 5.6 21.4 17.4 11.8 12.3 
高次脳機能

障害 40 15.0 47.5 30.0 52.5 37.5 37.5 30.0 
難病 

(特定疾病) 817 5.3 7.3 5.1 9.2 16.2 11.9 10.0 
その他 42 14.3 21.4 19.0 31.0 33.3 28.6 21.4 

  
合計

（人） 

日常生活

に必要な

意思伝達 

日常生活動

作の見守り 

薬の管理 区役所や事業

者などの手続 

介助や支

援は必要

ない 

肢体不自由 320 12.5 20.9 30.6 38.8 32.5 
音声・言語・

そしゃく機能

障害 87 32.2 33.3 43.7 55.2 16.1 
視覚障害 163 4.9 13.5 19.6 46.0 27.6 
聴覚・平衡 

機能障害 153 9.2 11.1 13.1 28.1 42.5 
内部障害 324 5.9 7.7 12.7 16.7 62.3 
知的障害 256 43.8 43.4 56.3 73.0 10.9 
発達障害 263 23.6 20.2 31.9 37.6 30.4 
精神障害 626 7.3 10.9 20.8 24.4 37.4 

高次脳機能障

害 40 22.5 37.5 47.5 62.5 17.5 
難病 

(特定疾病) 817 3.2 6.6 11.1 14.7 70.3 
その他 42 28.6 26.2 31.0 38.1 28.6 

 

 障害別の日常生活に必要な介助や支援については、「知的障害」や「発達障害」では「お

金の管理」が最も多く、「音声・言語・そしゃく機能障害」、「高次脳機能障害」では、「区

役所や事業所などの手続き」が一番多くなっています。また、「視覚障害」では「代筆・代

読」、「肢体不自由」では「調理・掃除・洗濯等の家事」が最も多くなっています。 

 一方、「聴覚・平衡機能障害」や「内部障害」、「精神障害」、「難病」では、「介助や支援

は必要ない」が最も多くなっています。 
 

  

P.84
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（2-5）主な介助者（問 14） 

《全体》                                  (%)                                                         

 
 

 主な介助者については、「配偶者」が 24.4％で最も多く、次いで「母親」が 22.7％、

「子」が 11.1％となっています。 

 

（2-6）主な介助者の年齢（問 14-1） 

《全体》                                        (%)                                                                        

 
 

 主な介助者・支援者の年齢は、「60～69歳」が 26.2％で最も多く、次いで「70～79歳」

が 24.2％、「50～59歳」が 23.5％となっています。 

 

 

9.8

10.7

5.3

0.3

1.7

6.6

0.8

0.1

3.5

11.1

24.4

22.7

2.8

0 5 10 15 20 25 30

不明

その他

グループホームの世話人

ボラんティア

ガイドヘルパー

ホームヘルパー

その他の親族

祖父母

兄弟・姉妹

子

配偶者

母親

父親

n=1,159

0.8

13.8

24.2

26.2

23.5

7.1

2.2

1.6

0.5

0 5 10 15 20 25 30

不明

80歳以上

70～79歳

60～69歳

50～59歳

40～49歳

30～39歳

20～29歳

19歳以下

n=759
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（2-7）主な介助者による他の方の介助状況（問 15） 
《全体》                                                                        (%) 

 
 

主な介助者による対象者以外の介助状況については、「なし」が 69.8％と最も多く、次い

で「高齢者（両親・祖父母等）の介護」が 12.1％、「配偶者の介護」が 4.5％となっていま

す。 
 

（2-8）主な介助者の就労状況（問 16） 
《全体》                                                                        (%) 

 
 

 主な介助者の就労状況については、「就労していない」が 47.2％と最も多く、次いで「フ

ルタイムで就労している」が 29.2％となっています。 

 

  

6.2

69.8

1.8

2.9

1.2

4.0

4.5

12.1

0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0 60.0 70.0 80.0

不明

なし

その他

障害のある方の介護

病気の方の介護

子ども（就学児・未就学児）の子育て

配偶者の介護

高齢者（両親・祖父母等）の介護

n=2,493

フルタイムで就労

している, 29.2

パート・アルバイ

ト等（「フルタイ

ム」以外）, 19.0

就労していない, 

47.2

不明, 4.6

n=759

P.86
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３ 相談や福祉の情報について 

（3-1）日常生活で困っていること（問 18） 

《全体》                                                                         (%) 

 
 

 日常生活で困っていることをみると、「将来に不安を感じている」（36.9％）、「健康状態

に不安がある」(36.8%)がともに 4割近くと、特に多くなっています。 

3.4

22.3

3.2

13.1

5.5

36.9

27.2

3.2

21.3

10.3

14.0

17.7

9.8

9.5

11.4

24.0

23.3

9.8

5.7

19.5

12.5

9.6

21.7

7.6

36.8

0.0 5.0 10.0 15.0 20.0 25.0 30.0 35.0 40.0

不明

特にない

その他

様々な人と知り合ったり、交流する機会が少ない

日中することがない

将来に不安を感じている

経済的に不安がある

近くに病気や障害を理解してくれる診療所がない

役所などの手続きが難しい

情報を集める集中力が維持しにくい

自分に合わせた情報を集めるのが難しい

自分の思いや考えをうまく伝えられない

困ったときに相談する相手がいない

障害や病気に対する周囲の理解がない

人間関係に支障がある

災害時の避難に不安がある

緊急時の対応に不安がある

就労について困っている

住まいに支障がある

外出に支障がある

介助者が高齢化している

介助者の負担が大きい

家事などが十分にできない

着替えや食事などが十分にできない

健康状態に不安がある

n=2,493

P.87
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《障害の種類別》                                                            （%）         
  合計

（人） 

健康状態

に不安が

ある 

着替えや

食事など

が十分に

できない 

家事など

が十分に

できない 

介助者の

負担が大

きい 

介助者が

高齢化し

ている 

外出に支

障がある 

住まいに

支障があ

る 

肢体不自由 320 33.1 15.9 28.8 21.6 20.3 30.3 6.3 
音声・言語・

そしゃく機能 

障害 87 39.1 19.5 32.2 27.6 26.4 34.5 6.9 
視覚障害 163 31.9 7.4 29.4 10.4 16.0 43.6 3.7 
聴覚・平衡 

機能障害 153 22.2 7.2 13.7 9.2 11.1 19.0 3.9 
内部障害 324 41.0 5.6 14.8 6.8 8.6 19.1 5.6 
知的障害 256 21.9 17.6 43.4 21.9 29.3 35.2 4.7 
発達障害 263 41.8 14.8 40.7 17.1 20.2 24.0 11.8 
精神障害 626 48.7 8.9 30.0 9.4 12.5 19.8 11.2 
高次脳機能 

障害 
40 40.0 15.0 

３５．

０ 

３５．

０ 42.5 35.0 15.0 
難病 

（特定疾病） 817 42.1 6.2 14.7 6.6 7.8 15.3 3.3 
その他 42 35.7 7.1 21.4 21.4 31.0 19.0 7.1 

 
  合計

（人） 

就労につ

いて困っ

ている 

緊急時の

対応に不

安がある 

災害時の

避難に不

安がある 

人間関係

に支障が

ある 

障害や病

気に対す

る周囲の

理解がな

い 

困ったと

き相談す

る相手が

いない 

自分の思

いや考え

をうまく

伝えられ

ない 

肢体不自由 320 5.6 27.8 35.9 3.8 5.0 6.9 14.4 
音声・言語・

そしゃく機能 

障害 87 9.2 43.7 42.5 9.2 5.7 6.9 

41.4 

視覚障害 163 6.1 35.6 37.4 6.1 4.3 8.6 11.0 
聴覚・平衡 

機能障害 153 5.9 28.8 26.8 6.5 9.2 6.5 11.8 
内部障害 324 5.2 19.8 22.5 2.8 6.2 7.4 7.1 
知的障害 256 7.0 46.9 48.0 22.3 11.3 14.1 58.2 
発達障害 263 28.9 32.7 31.6 38.4 25.9 19.0 49.0 
精神障害 626 22.2 24.4 22.2 27.2 20.9 18.8 28.6 

高次脳機能 

障害 40 20.0 42.5 45.0 20.0 17.5 12.5 45.0 
難病 

（特定疾病） 817 4.7 15.5 18.0 1.8 6.1 5.1 5.3 
その他 42 11.9 33.3 31.0 16.7 16.7 11.9 26.2 

 

  

P.88
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  合計

（人） 

自分に合わ

せた情報を

集めるのが

難しい 

情報を集

める集中

力が維持

しにく 

役所など

の手続き

が難しい 

近くに、病

気や障害を

理解した上

で診てもら

える診療所

がない 

経済的に不

安がある 

将来に不安

を感じてい

る 

肢体不自由 320 10.9 6.3 21.9 3.8 21.9 31.3 
音声・言語・

そしゃく機能 

障害 87 24.1 11.5 36.8 3.4 24.1 33.3 
視覚障害 163 18.4 7.4 33.1 3.1 25.2 35.0 
聴覚・平衡 

機能障害 153 12.4 7.2 21.6 2.0 11.1 29.4 
内部障害 324 6.5 5.6 15.4 3.1 20.4 23.5 
知的障害 256 44.5 25.8 53.5 5.9 23.0 41.0 
発達障害 263 36.5 30.0 39.2 6.5 49.0 59.3 
精神障害 626 18.8 18.2 23.6 5.4 49.2 59.3 
高次脳機能 

障害 40 37.5 30.0 42.5 10.0 47.5 45.0 
難病 

（特定疾病） 817 6.5 3.3 13.0 2.0 18.7 29.0 
その他 42 21.4 23.8 26.2 7.1 23.8 38.1 

 
  合計

（人） 

日中するこ

とがない 

様々な人と

知り合った

り、交流す

る機会が少

ない 

肢体不自由 320 6.6 11.3 
音声・言語・

そしゃく機能 

障害 87 9.2 18.4 
視覚障害 163 10.4 10.4 

聴覚・平衡 

機能障害 153 5.9 14.4 
内部障害 324 5.9 9.6 
知的障害 256 5.9 21.1 
発達障害 263 6.5 24.3 
精神障害 626 7.2 22.4 

高次脳機能 

障害 40 12.5 17.5 
難病 

（特定疾病） 817 3.9 6.9 
その他 42 0.0 28.6 

 

障害別の日常生活で困っていることは、「聴覚・平衡機能障害」、「精神障害」や「発達障

害」では、「将来に不安を感じている」が最も多く、「知的障害」では、「自分の考えがうま

く伝えられない」が最も多くなっています。また、「内部障害」や「難病」では「健康状態

に不安がある」が最も多く、「肢体不自由」、「音声・言語・そしゃく機能障害」では「緊急

時の対応に不安がある」や「災害時の避難に不安がある」が最も多くなっています。

P.89
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（3-2）困った時の相談相手（問 19） 

《全体》                                     (%)                                                              

 
 困ったときの相談相手は、「家族や親族」（76.7％）と特に多くなっています。 

  

《障害の種類別》                                 (%)                                                 
  合計

（人） 

家族や

親族 

近所の

人 

友人・

知人 

ピアサ

ポータ

ー 

職場の

上司・

同僚 

民生委

員・児

童 

委員 

障害等

の当事

者会や

家族の

会 

身体障

害者相

談員・

知的障

害者相

談員 

ヘルパ

ー等福

祉 

従事者 

肢体不自

由 320 80.3 5.9 24.7 0.9 2.8 2.8 2.2 0.6 15.0 
音声・言

語・そしゃ

く機能障害 87 79.3 5.7 25.3 0.0 6.9 1.1 1.1 5.7 23.0 
視覚障害 163 73.6 4.9 31.9 1.2 6.1 0.6 3.7 0.6 16.0 
聴覚・平衡 

機能障害 153 81.7 7.2 26.8 1.3 5.2 3.3 2.6 0.7 8.5 
内部障害 324 79.6 4.0 24.4 0.3 2.2 1.2 1.2 0.3 8.0 
知的障害 256 84.0 2.0 9.0 0.4 14.8 0.4 3.5 6.6 6.6 
発達障害 263 73.0 1.5 25.1 0.8 15.2 0.0 3.0 3.8 6.1 
精神障害 626 64.9 1.1 28.0 0.3 9.3 0.6 1.9 1.3 6.4 
高次脳機

能障害 40 82.5 2.5 15.0 0.0 12.5 00 10.0 5.0 17.5 
難病 

（特定疾

病） 817 83.4 3.1 32.7 0.2 7.1 0.2 0.6 0.1 7.2 
その他 42 64.3 2.4 31.0 0.0 2.4 0.0 0.0 2.4 2.4 

2.3

3.3

3.5

4.4

2.4

6.1

1.6

3.7

0.9

4.2

2.5

1.6

1.0

3.0

1.9

6.4

5.7

30.0

4.8

9.6

7.4

1.1

1.6

0.8

7.4

0.4

27.0

3.2

76.7

0.0 20.0 40.0 60.0 80.0 100.0

不明
相談する相手がいない

その他
どこに相談すればいいかわからない

SNS

訪問看護師
地域活動センター

高齢者あんしん相談センター
社会福祉協議会

障害者就労支援センター
福祉事務所のケースワーカー

各地区の生活あんしん拠点（生活支援拠点」
障害者基幹相談支援センター

保健サービスセンター
障害福祉課・予防対策課以外の区の窓口

障害福祉課・予防対策課
医療関係の相談窓口（地域包括ケア歯科相談窓口等）
医療関係者（医師・歯科医師・看護師。医療相談員）

相談支援事業所の相談支援専門員
利用している施設の職員・グループホームの世話人

ヘルパー等福祉従事者
身体障害者相談員・知的障害者相談員

障害等の当事者会や家族の会
民生委員・児童委員
職場の上司・同僚
ピアサポーター

友人・知人
近所の人

家族や親族

n=2,493

P.90
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  合計

（人） 

利用施

設の職

員・グ

ループ

ホーム

の世話

人 

相談支

援事業

所等の

相談支

援専門

員 

医療関

係者

（医

師・歯

科医師

等） 

医療関

係の相

談窓口 

障害福

祉課・

予防対

策課 

障害福

祉課・

予防対

策課以

外の区

の窓口 

保健サ

ービス

センタ

ー 

障害者

基幹相

談支援

センタ

ー 

各地区

の地域

生活支

援拠点 

肢体不自

由 320 14.7 4.1 25.3 7.5 7.5 4.1 1.6 1.3 1.3 
音声・言

語・そし

ゃく機能

障害 87 24.1 3.4 29.9 10.3 10.3 5.7 3.4 1.1 0.0 
視覚障害 163 6.1 3.7 16.0 6.1 10.4 3.7 2.5 0.6 1.2 
聴覚・平

衡 

機能障害 153 6.5 3.3 20.9 8.5 9.2 5.2 2.6 0.7 2.6 
内部障害 324 4.6 1.9 35.2 7.1 5.2 1.9 1.2 0.9 0.3 
知的障害 256 43.4 18.0 19.5 2.3 12.5 2.7 1.2 3.5 2.3 
発達障害 263 14.8 10.6 37.6 5.3 9.5 1.9 5.7 4.2 3.4 
精神障害 626 12.1 7.8 42.3 5.8 8.8 2.2 7.2 2.4 2.4 
高次脳機

能障害 40 17.5 7.5 37.5 12.5 10.0 7.5 0.0 5.0 0.0 
難病 

（特定疾

病） 817 3.8 1.5 31.7 5.3 2.6 0.9 2.9 0.5 1.0 
その他 42 11.9 4.8 33.3 16.7 7.1 2.4 11.9 0.0 4.8 

 
  合計

（人） 

福祉事

務所の

ケース

ワーカ

ー 

障害者

就労支

援セン

ター 

社会福

祉協議

会 

高齢者

あんし

ん相談

センタ

ー 

地域活

動セン

ター 

訪問看

護師 

SNS どこに

相談す

ればい

いかわ

からな

い 

相談す

る相手

がいな

い 

肢体不自由 320 1.6 2.2 0.3 5.6 2.5 8.8 0.9 5.0 1.6 
音声・言

語・そしゃ

く機能障害 87 2.3 0.0 0.0 5.7 0.0 10.3 0.0 5.7 1.1 
視覚障害 163 1.8 0.6 2.5 9.2 0.6 4.9 1.2 4.3 3.7 
聴覚・平衡 

機能障害 153 0.7 2.0 2.6 7.2 3.3 5.9 2.0 4.6 1.3 
内部障害 324 1.2 0.0 0.9 5.9 0.3 5.9 0.9 4.6 3.1 
知的障害 256 2.3 8.2 1.2 0.0 1.2 4.7 0.8 2.3 1.6 
発達障害 263 4.6 13.7 1.5 1.9 0.8 4.9 7.6 6.1 4.2 
精神障害 626 4.0 10.1 1.4 1.1 2.7 10.5 6.4 6.2 5.6 
高次脳機能

障害 40 2.5 5.0 0.0 7.5 0.0 12.5 2.5 12.5 0.0 
難病 

（特定疾

病） 817 1.2 0.4 0.2 4.0 1.5 5.0 1.3 3.4 3.5 
その他 42 9.5 4.8 4.8 11.9 4.8 2.4 2.4 2.4 7.1 

 

障害別の困った時の相談相手は、全ての障害で「家族や親族」が最も多くなっています。 

 また、「知的障害」では他の障害と比較して、「利用施設の職員・グループホームの世話人」が多

く、精神障害では「医療関係者」の割合が多くなっています。 

  

P.91
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（3-3）福祉に関する情報の入手先（問 20）  

《全体》                                      (%)                                                                                      

 
                          

 福祉に関する情報の入手先は、「区の広報誌（区報等）」（38.1％）、「文の京・障害者福祉

のてびき」（22.5％）が特に多くなっています。 

 

（3-4）今後希望する生活（問 21） 

《全体》                                         (%)                                                                    

 
 

 今後希望する生活については、「地域で独立して生活する」（42.7％）、「親や親族と一緒

に生活する」（22％）が特に多くなっています。 

 

 

3.5

16.7

3.3

10.8

19.5

3.1

7.7

7.8

18.3

9.2

4.2

9.6

22.5

17.3

38.1

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45

不明

特にない

その他

利用している障害福祉サービス事業所

医療機関

障害者等の当事者会や家族の会

新聞・書籍

SNS（ソーシャル・ネットワーキング・サービス）

インターネット

テレビ・ラジオ

保健サービスセンター

区の窓口

文の京・障害者福祉のてびき

区のホームページ

区の広報誌（区報等）

n=2,493

3.7

18.0

2.3

5.1

0.9

2.8

2.5

22.0

42.7

0.0 5.0 10.0 15.0 20.0 25.0 30.0 35.0 40.0 45.0

不明

わからない

その他

高齢者施設（老人ホーム等）で生活する

区外でもいいので入所施設に入所する

区内の入所施設（障害者支援施設等）に入所する

グループホーム等の共同生活住居に入居する

親や親族と一緒に生活する

地域で独立して生活する

n=2,493

P.92
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 《障害の種類別》                               （%）                                              
  合計

（人） 

地域で独

立して生

活する 

親や親族

と一緒に

生活する 

グループホーム

等の共同生活住

居に入居する 

区内の入

所施設に

入所する 

区外でも良い

ので入所施設

に入所する 

高齢者施

設で生活

する 

分ら

ない 

肢体不自由 320 31.6 25.0 2.8 4.4 1.9 10.0 17.5 
音声・言

語・そしゃ

く機能障害 87 26.4 32.2 2.3 4.6 2.3 10.3 18.4 
視覚障害 163 45.4 21.5 0.0 4.3 0.6 5.5 16.6 
聴覚・平衡 

機能障害 153 35.3 22.2 1.3 3.3 0.7 9.8 24.8 
内部障害 324 43.8 21.3 0.3 1.9 0.6 8.6 18.8 
知的障害 256 9.8 25.8 16.8 11.7 3.9 1.6 23.0 
発達障害 263 43.3 23.2 7.2 3.4 1.5 1.5 14.1 
精神障害 626 47.1 21.4 1.4 1.9 0.3 2.4 20.3 
高次脳機能

障害 40 25.0 30.0 2.5 7.5 2.5 7.5 17.5 
難病 

(特定疾病) 817 51.2 22.8 0.5 1.0 1.0 5.8 13.2 
その他 42 26.2 23.8 0.0 2.4 0.0 14.3 23.8 

 

障害別の今後希望する生活については、多くの障害で「地域で独立して生活する」が最

も多くなっている一方、「音声・言語・そしゃく機能障害」や「知的障害」、「高次脳機能障

害」では、「親や親族と一緒に生活する」が最も多くなっています。 
 

  

P.93
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（3-5）地域で安心して暮らしていくために必要な施策（問 22） 

《全体》                                     (%)                                              

 
 

 地域で安心して暮らしていくために必要な施策は、「経済的支援の充実」（27.8％）と

「障害に対する理解の促進」（27.6％）とがそれぞれ約 3割を占め、特に多くなっていま

す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.4

10.0

3.2

2.6

22.2

4.4

16.5

27.8

5.6

11.4

5.1

3.0

11.2

12.9

9.6

7.7

6.0

4.9

1.2

7.9

8.4

12.4

17.2

19.3

11.5

5.2

25.8

27.6

0.0 5.0 10.0 15.0 20.0 25.0 30.0

不明

特にない

その他

福祉と教育の連携充実

福祉・医療・介護の連携充実

地域交流の場の充実

災害時支援の充実

経済的支援の充実

財産管理や見守り等の充実

趣味やスポーツ活動の充実

文化芸術活動の充実

当事者間で支援しあえる仕組

建物・道路等のバリアフリー化

居住支援の充実

障害者向けの住まいの確保

入所施設の整備

グループホームの整備

福祉機器・補装具などの充実

意思疎通支援の充実

短期入所の整備

日中活動系サービスの充実

訪問系サービスの充実

地域の相談の場の充実

就労継続支援の充実

働くための訓練・支援の充実

幼少・学齢期からの教育・育成

医療やリハビリの充実

障害に対する理解の促進

n=2,493

P.94
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《障害の種類別》                                 （%）                              
  合計

（人） 

障害に対

する理解

の促進 

医療やリ

ハビリテ

ーション

の充実 

幼少期・学

齢期からの

教育・育成

の充実 

働くための

訓練・就労

に向けた支

援の充実 

仕事を継

続するた

めの支援

の充実 

身近な地

域で相談

できる場

の充実 

訪問系サ

ービスの

充実 

日中活

動系サ

ービス

の充実 

短期入

所の整

備 

肢体不

自由 320 25.9 42.5 2.2 3.8 7.8 13.4 20.6 8.8 15.3 
音声・

言語・

そしゃ

く機能

障害 87 31.0 35.6 2.3 10.3 12.6 8.0 29.9 16.1 23.0 
視覚障

害 163 38.0 27.6 3.1 9.2 8.6 21.5 19.6 8.0 8.0 
聴覚・

平衡機

能障害 153 32.7 28.8 3.3 7.2 11.1 18.3 12.4 7.2 10.5 
内部障

害 324 22.8 28.1 3.7 4.6 9.0 17.0 16.4 5.6 6.8 
知的障

害 256 32.4 9.8 5.9 10.5 24.6 18.4 11.3 25.0 23.0 
発達障

害 263 40.3 12.9 12.2 24.3 37.3 19.4 8.0 12.5 10.3 
精神障

害 626 39.3 15.8 6.7 23.8 31.5 22.2 8.6 11.7 4.2 
高次脳

機能障

害 40 35.0 52.5 2.5 10.0 7.5 12.5 27.5 15.0 12.5 
難病

（特定

疾病） 817 18.4 33.2 5.3 6.9 17.6 14.4 12.1 4.0 6.4 
その他 42 23.8 23.8 2.4 14.3 14.3 21.4 23.8 14.3 11.9 

 
  合計

（人） 

意思疎

通支援

の充実 

福祉機器・

補装具など

の充実 

グループ

ホームの

整備 

入所施設

の整備 

障害者向

けの住ま

いの確保 

居住支

援の充

実 

建物・道

路等のバ

リアフリ

ー化 

当事者同士

で支援しあ

える仕組み

づくり 

文化芸

術活動

の充実 

肢体不

自由 320 0.6 10.9 5.3 10.0 11.6 10.0 24.4 1.3 4.1 
音声・言

語・そし

ゃく機能

障害 87 5.7 14.9 5.7 14.9 12.6 11.5 18.4 1.1 4.6 
視覚障

害 163 1.2 14.1 3.7 6.7 14.1 14.1 27.0 4.9 5.5 
聴覚・

平衡機

能障害 153 10.5 16.3 2.0 8.5 9.2 9.8 12.4 2.6 2.0 
内部障

害 324 0.0 7.7 2.2 5.9 6.5 13.3 12.3 2.2 6.2 
知的障

害 256 2.3 2.0 35.9 33.6 19.5 14.8 3.5 1.2 4.7 
発達障

害 263 1.9 1.5 13.3 11.0 15.6 17.1 3.8 5.3 7.2 
精神障

害 626 0.6 1.0 3.8 4.0 15.8 18.1 3.5 4.5 5.9 
高次脳

機能障

害 40 2.5 12.5 2.5 10.0 10.0 12.5 17.5 5.0 2.5 
難病

（特定

疾病） 817 0.1 4.2 2.2 5.5 4.0 11.0 13.0 2.9 4.4 
その他 42 4.8 2.4 4.8 11.9 9.5 11.9 11.9 4.8 4.8 
 

P.95
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  合計

（人） 

趣味や

スポー

ツ活動

の充実 

財産管

理や見

守り等

の支援

の充実 

経済的

支援の

充実 

災害時

支援の

充実 

地域交

流の場

の充実 

福祉・

医療・

介護と

の連携

の充実 

福祉と

教育の

連携の

充実 

特にな

い 

肢体不

自由 320 6.3 4.4 20.3 17.5 4.1 25.0 0.3 9.7 
音声・

言語・

そしゃ

く機能

障害 87 8.0 4.6 20.7 19.5 0.0 28.7 1.1 11.5 
視覚障

害 163 9.8 1.8 21.5 15.3 3.1 20.9 3.7 4.3 
聴覚・

平衡機

能障害 153 7.2 5.2 14.4 24.8 3.9 31.4 2.6 8.5 
内部障

害 324 10.2 3.4 25.3 17.9 3.4 24.7 1.5 14.8 
知的障

害 256 16.4 14.1 17.6 14.5 3.9 20.7 2.0 5.5 
発達障

害 263 12.5 12.2 39.9 13.7 6.1 17.1 4.6 5.7 
精神障

害 626 12.1 7.7 43.5 15.3 5.9 16.3 3.0 6.5 
高次脳

機能障

害 40 2.5 5.0 32.5 17.5 0.0 25.0 5.0 2.5 
難病

（特定

疾病） 817 10.9 3.4 26.9 17.0 3.9 25.1 1.8 12.6 
その他 

42 11.9 2.4 23.8 23.8 4.8 26.2 0.0 7.1 
 

障害別の地域で安心して暮していくために必要な施策は、「肢体不自由」、「音声・言語・

そしゃく障害」、「内部障害」、「高次機能障害」、「難病」では、「医療やリハビリテーション

の充実」が最も多くなっています。 

「視覚障害」、「聴覚・平衡機能障害」、「発達障害」では、「障害に対する理解の促進」が

多くなっており、また「知的障害」では「グループホームの整備」が最も多くなっていま

す。 
  

P.96
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４ 日中活動や外出について 
（4-1）平日の日中の過ごし方（問 28） 

 《全体》                                     (%)                                               

 
 

 平日の日中の過ごし方は、「自宅で家事をしている」（23.9％）が多く、次いで「特に決

まった予定はない」（15.2％）となっています。 

 

《障害の種類別》                                                             (%)  
  合計

（人） 

（職場に障

害を開示し

て）正社

員・正職員

として働い

ている 

（職場に障

害を開示せ

ず）正社

員・正職員

として働い

ている 

（職場に障

害を開示し

て）契約社

員として働

いている 

（職場に障

害を開示せ

ず）契約社

員として働

いている 

（職場に

開示し

て）パー

ト・アル

バイトで

働いてい

る 

（職場に

開示し

て）パー

ト・アル

バイトで

働いてい 

自営業・家

業の手伝い

などで働い

ている 

福祉施設・

障害福祉サ

ービス事業

所等に通っ

ている 

肢体不自

由 320 12.5 0.9 1.9 0.0 2.8 0.9 4.4 7.8 
音声・言

語・そし

ゃく機能

障害 87 11.5 0.0 2.3 0.0 3.4 0.0 5.7 13.8 
視覚障害 163 13.5 3.1 3.7 0.6 3.1 1.2 4.3 3.7 
聴覚・平

衡機能障

害 153 11.1 0.0 2.6 0.0 5.2 0.0 4.6 3.9 
内部障害 324 12.0 3.1 0.9 0.0 4.9 3.1 7.4 1.5 
知的障害 256 9.8 0.8 10.5 0.8 8.2 0.4 0.0 50.0 
発達障害 263 15.6 4.9 9.1 1.1 9.9 6.8 2.7 18.6 
精神障害 626 9.6 5.6 5.0 0.8 8.8 4.8 5.1 11.8 
高次脳機

能障害 40 22.5 0.0 0.0 0.0 2.5 0.0 7.5 10.0 
難病 

（特定疾

病） 817 19.3 7.8 1.2 1.3 5.6 3.5 7.8 0.9 
その他 42 4.8 2.4 00 2.4 2.4 4.8 0.0 14.3 

  

10.3

15.2

7.3

3.4

1.6

23.9

1.0

0.1

1.5

8.9

5.5

3.2

6.3

0.8

3.6

4.9

13.7

0.0 5.0 10.0 15.0 20.0 25.0 30.0

不明

特に決まった予定はない

その他

休職中

育児をしている

自宅で家事をしている

ハローワーク等に通って教職活動をしている

職業訓練校（職業能力開発センター等）に通っている

大学・専門学校などにかよっている

福祉施設・障害者福祉サービス事業所に通っている

自営業・家事の手伝いなどで働いている

（職場に開示せず）パート・アルバイトなどで働いている

（職場に開示して）パート・アルバイトなどで働いている

（職場に開示せず）契約社員として働いている

（職場に開示して）契約社員として働いている

（職場に開示せず）正社員・正職員として働いている

（職場に開示して）正社員・正職員として働いている

n=2,493

P.97
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  合計

（人） 

大学・専門

学校などに

通っている 

職業訓練校

に通ってい

る 

ハローワー

ク等に通っ

て求職活動

をしている 

自宅で家事

をしている 

育児をし

ている 

休職中 特に決ま

った予定

はない 

肢体不自

由 320 2.2 0.0 0.3 23.4 0.3 1.6 23.1 
音声・言

語・そし

ゃく機能

障害 87 1.1 1.1 1.1 11.5 0.0 2.3 32.2 
視覚障害 163 3.7 0.0 0.6 20.2 0.0 1.2 26.4 
聴覚・平

衡機能障

害 153 0.7 0.0 0.7 32.0 0.0 0.7 24.8 
内部障害 324 1.2 0.0 0.6 27.8 0.9 2.8 21.9 
知的障害 256 0.0 0.0 0.8 5.1 0.0 0.4 4.7 
発達障害 263 5.3 1.1 1.9 13.7 0.8 4.6 7.2 
精神障害 626 1.4 0.2 2.2 27.3 2.2 8.3 11.7 
高次脳機

能障害 40 0.0 0.0 2.5 15.0 0.0 2.5 17.5 
難病 

（特定疾

病） 817 1.3 0.0 0.7 25.5 2.7 1.5 13.6 
その他 42 2.4 0.0 0.0 23.8 0.0 4.8 28.6 
 

障害種類別の平日の日中の過ごし方は、「知的障害」と「発達障害」では、「福祉施設・

障害福祉サービス事業所等に通っている」が最も多くなっており、他の障害では「自宅で

家事をしている」や「特に決まった予定はない」が多くを占めています。 

 

（4-2）（仕事をしている方について）仕事の内容（問 28-2） 

《全体》                                     (%)                         

 
  

 仕事の内容については、「事務の仕事」（42.6％）が最も多くなっています。 

  

1.3
0.2

12.7
11.0

9.8
0.4

2.1
4.1

7.6
2.3

5.7
8.2

3.6
10.6

42.6

0.0 5.0 10.0 15.0 20.0 25.0 30.0 35.0 40.0 45.0

不明
わからない

その他
自営業

自宅での仕事（テレワーク）
農産物等の栽培の仕事

店舗、バックヤードの仕事
調理、食品、厨房内の仕事

清掃の仕事
倉庫等の商品管理や発送の仕事

教育関係の仕事
医療・福祉の仕事

役所や官公庁の仕事
販売・接客の仕事

事務の仕事

n=670

P.98
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（4-3）（福祉施設を利用している方）福祉施設利用後に困っていること（問 28-6） 

《全体》                                     (%)                                    

 

  福祉施設利用後の困りごとでは、「特にない」（52.9％）が最も多く、次いで「余暇活

動をしたいが、何をしたいか分からない」（15.4％）、「通所先の送迎車やヘルパー等の支

援により帰宅するが、家族または支援者が不在だと自宅で過ごすのは難しい」（10.9％）

と続いています。 

  

11.8

52.9

5.4

8.6

15.4

2.7

1.8

7.2

10.9

0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0 60.0

不明

特にない

その他

余暇活動をしたいが、ヘルパー等の支援者が確保でき

ず利用できない

余暇活動をしたいが、何をしたいか分からない

地域活動支援センター、日中短期入所等の支援施設で

過ごすことを希望するが、移動手段がない

地域活動支援センター、日中短期入所等の支援施設で

過ごすが、希望する日数利用できない

一人で帰宅するが、自宅で一人で過ごすのは難しい

通所先の送迎車やヘルパー等の支援により帰宅するが、

家族または支援者が不在だと自宅で過ごすのは難しい

n=221

P.99
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《障害の種類別》                                                          (%)           
  合計

（人） 

通所先の送迎車や

ヘルパー等の支援

により帰宅する

が、家族または支

援者が不在だと自

宅で過ごすのは難

しい 

一人で帰宅

するが、自

宅で一人で

過ごすのは

難しい 

地域活動支援セ

ンター、日中短

期入所等の支援

施設で過ごす

が、希望する日

数利用できない 

地域活動支援セ

ンター、日中短

期入所等の支援

施設で過ごすこ

とを希望する

が、移動手段が

ない 

余暇活動

をしたい

が、何を

したいか

分からな

い 

余暇活動を

したいが、

ヘルパー等

の支援者が

確保できず

利用できな

い 

特にな

い 

肢体不

自由 25 16.0 0.0 4.0 12.0 16.0 16.0 48.0 
音声・

言語・

そしゃ

く機能

障害 12 33.3 16.7 0.0 8.3 8.3 8.3 41.7 
視覚障

害 6 0.0 0.0 0.0 0.0 16.7 16.7 33.3 
聴覚・

平衡機

能障害 6 0.0 50.0 0.0 0.0 16.7 0.0 50.0 
内部障

害 5 0.0 20.0 0.0 0.0 0.0 0.0 40.0 
知的障

害 128 18.0 7.0 3.1 3.9 14.1 14.1 48.4 
発達障

害 49 14.3 18.4 4.1 4.1 22.4 22.4 30.6 
精神障

害 74 4.1 2.7 0.0 1.4 21.6 2.7 54.1 
高次脳

機能障

害 4 0.0 0.0 0.0 0.0 25.0 0.0 50.0 
難病 

（特定

疾病） 7 28.6 0.0 14.3 28.6 0.0 14.3 71.4 
その他 6 0.0 33.3 0.0 0.0 0.0 0.0 50.0 

  

 障害種類別では、すべての障害で「特にない」が最も多くなっている。また、「聴覚・平

衡機能障害」では、「一人で帰宅するが、自宅で一人で過ごすのは難しい」も多くなってい

ます。 
 

  

P.100



27 

 

（4-4）一般就労のために希望すること（問 29） 

《全体》                                              (%)                    

 
  

障害者が一般就労するために希望する支援については、「自分に合った仕事を見つける支

援」(29.2％)が最も多く、次いで「就労に向けての相談支援」（26.6％）、「企業等における

障害理解の推進」(23.3％)となっています。 
 

（4-5）余暇の過ごし方（問 30） 

《全体》                                        (%)                    

 
 

余暇の過ごし方については、「家でくつろぐ」（59.4％）が最も多く、次いで「買い物」

（40.9％）、「近所の散歩」（31.6%）、「趣味や学習活動、習い事」（30.3%）となっていま

す。 

22.6

24.0

3.1

23.3

15.0

10.8

9.1

29.2

16.1

6.9

12.8

12.4

13.4

21.3

26.6

0.0 5.0 10.0 15.0 20.0 25.0 30.0 35.0

不明

特にない

その他

企業等における障害者理解の促進

企業等での短時間（1日2時間程度）雇用の促進

履歴書の作成や面接への同行

ビジネスマナーなどを学ぶ機会

自分に合った仕事を見つける支援

求職活動の支援

就労意欲向上のためのプログラム

自立や社会参加を目的とした就労訓練の場

企業等での体験実習

障害のある人が働く企業等の見学

就労継続に向けての相談支援

就労に向けての相談支援

n=2,493

6.8
7.9

5.7
31.6

5.8
59.4

19.5
21.9

25.9
40.9

29.9
27.5

3.4
16.7

30.3

0 10 20 30 40 50 60 70

不明
特に決まった予定はない

その他
近所の散歩

地域の行事への参加や交流
家でくつろぐ

旅行
読書

飲食店に行く
買い物

音楽、演劇、映画、スポーツなどの鑑賞
友人・知人と会う
ボランティア活動
スポーツ・運動

趣味や学習活動、習い事

n=2,493

P.101
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（4-6）外出頻度（問 31） 

《全体》                                             (%)                  

 
 

 外出頻度については、「ほぼ毎日」（43.4％）が最も多く、次いで「週に 3～4回」

（18.9％）、「週に 1～2回」（15.4％）となっています。 

 

《障害の種類別》抜粋                                 (%)                        
  合計

（人） 

ほぼ毎日 週に３～４回 週に１～２回 月に１～３回 あまり外出しない 

肢体不自由 320 25.0 20.9 16.3 7.2 20.6 
音声・言語・

そしゃく機能

障害 87 25.3 14.9 21.8 6.9 20.7 
視覚障害 163 33.7 24.5 14.1 9.2 11.0 
聴覚・平衡 

機能障害 153 33.3 17.6 21.6 5.9 12.4 
内部障害 324 43.5 20.1 14.8 4.6 11.7 
知的障害 256 48.0 9.0 19.9 7.4 10.2 
発達障害 263 48.3 17.1 17.5 4.2 9.5 
精神障害 626 45.0 20.3 14.2 5.8 10.4 
高次脳機能 

障害 40 37.5 12.5 7.5 15.0 17.5 
難病 

（特定疾病） 817 49.3 17.0 14.2 3.9 9.3 
その他 42 40.5 19.0 7.1 7.1 21.4 

 

障害別では、すべての障害で「ほぼ毎日」が最も多くなっています。 

 

  

6.5

10.5

5.3

15.4

18.9

43.4

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50

不明

あまり外出しない

月に1～3回

週に1～2回

週に3～4回

ほぼ毎日

n=2,493

P.102
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（4-7）文化芸術活動への参加頻度（問 33） 

《全体》                                      (%)                 

 
 

文化芸術活動への参加頻度について、「年に 1～3回」（19.5％）と最も多くなっていま

す。また、「参加希望はない」（17.4％）、「参加希望はあるが、参加していない」（15.5％）

についても高い割合となっています。 
 

（4-8）文化芸術活動への不参加の理由（問 33-1） 

《全体》                                      (%)                

 
 

 文化芸術活動への不参加の理由について、「興味を感じる活動が少ない」（32.7％）が最

も多く、次いで「電車やバス等での移動が困難である」（19.8％）、「お知らせや案内等を知

らない」 （19.4％）が多くなっています。 

  

8.0

7.5

17.4

15.5

19.5

12.9

12.2

4.3

2.7

0.0 5.0 10.0 15.0 20.0 25.0

不明

わからない

参加希望はない

参加希望はあるが、参加していない

年に1～3日

3か月に1～2日

月に1～3日

週に1～2日

週に3日以上

n=2,493

14.0

14.6

12.7

7.2

9.5

2.8

19.8

9.4

19.4

15.2

32.7

0.0 5.0 10.0 15.0 20.0 25.0 30.0 35.0

不明

その他

経済的理由により、活動が困難である

建物や施設のバリアフリー化が不十分で、利用が困難である

障害等が重く、活動が困難である

障害に対する理解や配慮が足りない

電車やバス等での移動が困難である

付き添ってくれる人がいない

お知らせや案内等を知らない

参加できるような活動が少ない

興味を感じる活動が少ない

n=820

P.103
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５ 住まいについて 
（5-1）住まいで困っていること（問 34） 

《全体》                                      (%)                      

 
  

住まいで困っていることについては、「特にない」（47.9％）が最も多く、次いで「建物

の老朽化」(18.9%)と「家賃など住宅費の負担」（18.0％）と続いています。 

 
《障害の種類別》                                     (%)                                                                                  

  合計

（人） 

建物のバ

リアフリ

ーに問題 

建物の

老朽化 

家賃など

住宅費の

負担 

近隣住民

との人間

関係 

転居した

いがサポ

ートがな

いと難し

い 

周りに相

談できる

人がいな

い 

入居を断

られたこ

とがある 

特に

ない 

肢体不自

由 320 17.8 16.9 11.6 2.5 1.9 3.4 1.9 45.0 
音声・言

語・そし

ゃく機能

障害 87 16.1 19.5 12.6 3.4 1.1 3.4 2.3 54.0 
視覚障害 163 9.2 19.6 16.6 4.3 2.5 4.9 6.7 50.9 
聴覚・平

衡 

機能障害 153 7.2 24.2 8.5 5.2 0.7 0.7 0.0 48.4 
内部障害 324 8.6 18.5 12.7 2.8 2.2 2.5 1.2 52.8 
知的障害 256 5.5 12.1 10.2 4.7 1.6 2.7 1.2 59.4 
発達障害 263 3.0 20.9 31.6 7.6 8.0 9.9 3.4 38.8 
精神障害 626 5.6 24.9 30.2 10.4 8.1 11.2 5.1 32.9 
高次脳機

能障害 40 5.0 22.5 15.0 0.0 2.5 0.0 2.5 42.5 
難病 

（特定疾

病） 817 7.8 17.6 15.5 2.4 1.5 1.5 0.6 53.4 
その他 320 11.9 23.8 7.1 4.8 7.1 9.5 4.8 47.6 
 

障害の種類別の住まいで困っていることは、全ての障害で「特にない」が最も多くなっ

ている一方、「建物の老朽化」についてもすべての障害で多くの回答がありました。また

「発達障害」と「精神障害」では、「家賃などの住居費の負担」が他障害と比較して高い値

になっている傾向があります。 
 

10.2

47.9

3.8

2.2

4.5

3.3

4.8

18.0

18.9

7.6

0 10 20 30 40 50 60

不明

特にない

その他

入居を断られたことがある

周りに相談できる人がいない

転居したいがサポートがないと難しい

近隣住民との人間関係

家賃などの住宅費の負担

建物の老朽化

建物のバリアフリーに問題

n=2,493
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（5-2）グループホームへの入居希望（問 36） 

《全体》                                      (%)                     

 
  

グループホームへの入居希望については、「希望しない」が最も多く 7割を超える回答と

なっています。一方で、将来を見据えてグループホームへの入居を希望する回答も一定数

ありました。 

 

《障害の種類別》                              (%)                                                                                          
  合計

（人） 

１年以内

に入居し

たい 

３年以内

に入居し

たい 

５年以内

に入居し

たい 

10 年以内に

入居したい 

10 年以

上先に入

居したい 

希望しない 

肢体不自

由 320 0.3 1.6 0.9 1.9 4.4 66.6 
音声・言

語・そし

ゃく機能

障害 87 1.1 2.3 0.0 3.4 10.3 66.7 
視覚障害 163 1.2 1.2 0.6 2.5 1.8 73.6 
聴覚・平

衡機能障

害 153 1.3 0.7 1.3 2.0 4.6 64.7 
内部障害 324 0.9 0.6 1.5 2.8 4.9 75.3 
知的障害 256 2.0 4.7 4.7 11.3 15.2 25.4 
発達障害 263 2.3 2.3 2.3 4.9 8.7 65.0 
精神障害 626 1.1 1.3 1.0 1.8 4.5 76.2 
高次脳機

能障害 40 2.5 2.5 0.0 0.0 2.5 65.0 
難病 

（特定疾

病） 817 0.9 0.2 1.1 0.7 5.5 77.0 
その他 320 2.4 0.0 2.4 4.8 0.0 64.3 

 

障害の種類別のグループホームへの入居希望については、すべての障害で「希望しない」が最も多く

なっている一方で、「知的障害」は「希望しない」との回答が 25.4％と、他の障害と比べて著しく低い

割合となっています。また、「知的障害」では「10年以内に入居したい」や「10 年以上先に入居した

い」の回答がほかの障害と比べ、多く回答されています。 

 

11.5

7.1

5.4

2.4

1.4

1.2

0.9

70.2

0 10 20 30 40 50 60 70 80

不明

その他

10年以上先に入居したい

10年以内に入居したい

5年以内に入居したい

3年以内に入居したい

1年以内に入居したい

希望しない

n=2,493
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（5-3）希望するグループホームの所在地（問 36-1） 

《全体》                                      (%)                     

 
  

 希望するグループホームの所在地については、「文京区内」が最も多く 7割近くとなって

います。続いて、「23区内（文京区を除く）」（28.2％）、「東京都内（23 区内を除く）」

（11.2％） となっています。 

 

６ 権利擁護・差別解消について 
（6-1）地域で障害者への差別や合理的配慮への不提供を感じる場面（問 39） 

《全体》                                      (%)                     

 
  

地域で差別や合理的配慮の不提供を感じる場面については、「特に感じたことはない」が

半数以上を占めており、最も多くなっています。次いで、交通機関(8.8%)、職場(4.7%)と

続いています。 
 

 

18.6

3.1

5.5

11.2

28.2

67.0

0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0 60.0 70.0 80.0

不明

文京区外（その他）

関東（東京都を除く）

東京都内（23区内を除く）

23区内（文京区を除く）

文京区内

n=457

13.2

52.9

2.1

1.8

8.8

2.3

2.5

1.6

2.6

4.5

1.0

4.7

2.0

0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0 60.0

無回答

特に感じたことはない

その他

学校

交通機関

医療機関

区役所などの行政機関

公共施設

住んでいる地域や住民

お店などの民間業者

福祉施設・障害福祉サービス事業所

職場

家

n=2,493
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《障害の種類別》                             （%）                
  合計

（人）  

家 職場 福祉施

設・障害

福祉サー

ビス事業

所 

お店などの

民間事業者 

住んでいる

地域や住民 

公共施設 

肢体不自

由 320 0.6 1.6 0.9 5.9 2.2 1.9 
音声・言

語・そし

ゃく機能

障害 87 1.1 0.0 0.0 11.5 1.1 4.6 
視覚障害 163 1.8 1.2 0.0 9.8 2.5 3.1 
聴覚・平

衡機能障

害 153 1.3 2.0 0.7 10.5 4.6 0.7 
内部障害 324 1.9 1.9 0.9 1.9 0.9 0.9 
知的障害 256 1.2 2.7 2.0 6.3 3.9 4.3 
発達障害 263 5.7 11.0 1.9 4.2 3.8 3.8 
精神障害 626 4.5 10.2 2.1 3.4 4.5 1.6 
高次脳機

能障害 40 2.5 5.0 0.0 12.5 0.0 0.0 
難病 

(特定疾

病) 817 0.7 3.2 0.4 4.4 1.5 1.0 
その他 320 4.8 7.1 4.8 2.4 4.8 0.0 

 
  合計

（人） 

区役所など

の行政機関 

医療機関 交通機関 学校 特に感じた

ことはない 

肢体不自

由 320 3.8 1.3 11.9 1.6 51.6 
音声・言

語・そし

ゃく機能

障害 87 3.4 5.7 8.0 1.1 51.7 
視覚障害 163 3.1 3.1 11.0 1.8 50.3 
聴覚・平

衡 

機能障害 153 3.9 0.0 7.8 1.3 51.0 
内部障害 324 2.8 1.9 8.3 1.2 63.9 
知的障害 256 1.6 3.9 7.0 5.1 46.1 
発達障害 263 5.7 2.7 8.0 5.3 34.2 
精神障害 626 4.0 4.2 8.5 1.4 40.7 
高次脳機

能障害 40 2.5 2.5 12.5 0.0 42.5 
難病 

(特定疾

病) 817 1.5 0.7 10.5 2.0 58.9 
その他 320 4.8 4.8 7.1 0.0 45.2 

 

障害別では、全ての障害で「特に感じたことはない」が最も多くなっています。他の障

害との比較では、「肢体不自由」や「視覚障害」、「高次脳機能障害」等では「交通機関」が

多くなっており「精神障害」や「発達障害」では「職場」が多くなっています。 
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８ 災害対策について 
（８-1）災害発生時に困ること（問 43） 

《全体》                                     (%)                       

 
 

 災害発生時に困ることについては、「薬や医療的ケアを確保できるかどうか不安」が

46.2%と最も多く、次いで「避難所で必要な支援が受けられるか不安」が 28.4%となってい

ます。 

 
《障害の種類別》抜粋                           （%）                
  合計

（人） 

災害の情報

を知る方法

がわからな

い 

助けを求め

る方法がわ

からない 

避難所の場

所がわから

ない 

近くに助け

てくれる人

がいない 

一人では避

難できない 

避難所の設

備が自分の

障害に対応

しているか

不安 

肢体不自由 320 9.7 14.4 9.1 15.3 44.7 34.7 
音声・言

語・そしゃ

く機能障害 87 14.9 26.4 10.3 13.8 47.1 35.6 
視覚障害 163 19.6 22.7 20.2 16.6 46.6 28.2 

聴覚・平衡

機能障害 153 20.9 19.6 11.8 9.8 22.9 25.5 
内部障害 324 7.1 12.3 10.2 12.7 18.8 21.6 
知的障害 256 29.3 36.3 22.3 １4.1 54.7 28.5 
発達障害 263 20.5 28.9 18.6 19.4 21.7 24.0 
精神障害 626 12.3 20.0 16.3 20.0 16.6 21.6 

高次脳機能

障害 40 12.5 25.0 15.0 20.0 ３５.0 37.5 
難病 

(特定疾病) 817 8.6 12.2 8.4 11.5 16.2 14.2 
その他 320 16.7 21.4 16.7 31.0 33.3 28.6 
 

  

8.9

17.4

3.4

6.5

46.2

23.6

20.5

28.4

20.3

22.4

14

12.6

16.9

12.5

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50

不明

特にない

その他

医療機器の電源確保が心配

薬や医療的ケアの確保できるかどうか不安

在宅避難で必要な支援が受けられるか不安

避難所で他の人と一緒に過ごすのが難しい

避難所で必要な支援が受けられるか不安

避難所の設備が自分の障害に対応しているか不安

一人では避難できない

近くに助けてくれる人がいない

避難所の場所がわからない

助けを求める方法はわからない

災害の情報を知る方法がわからない

n=2,493
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  合計

（人） 

避難所で

必要な支

援が受け

られるか

不安 

避難所で

他の人と

一緒に過

ごすのが

難しい 

在宅避難

で必要な

支援が受

けられる

か不安 

薬や医療

的ケアを

確保でき

るか不安 

医療機器

の電源の

確保が心

配 

特にない 

肢体不自由 320 36.9 16.6 28.1 42.5 10.0 12.5 
音声・言

語・そしゃ

く機能障害 87 43.7 21.8 31.0 43.7 13.8 13.8 
視覚障害 163 32.5 17.2 33.1 35.0 4.3 13.5 
聴覚・平衡

機能障害 153 30.1 18.3 26.8 34.0 11.8 18.3 
内部障害 324 29.3 13.3 25.9 54.0 10.5 21.0 
知的障害 256 39.1 37.5 28.5 28.5 6.6 14.1 
発達障害 263 31.9 38.4 24.7 43.0 7.2 17.1 
精神障害 626 33.1 32.6 23.6 54.0 4.6 14.9 
高次脳機能

障害 40 37.5 22.5 32.5 40.0 2.5 7.5 
難病 

(特定疾病) 817 23.3 13.5 21.5 55.6 6.5 17.4 
その他 320 35.7 31.0 21.4 38.1 16.7 19.0 

 

障害別では、「肢体不自由」や「音声・言語・そしゃく機能障害」、「視覚障害」、「知的障

害」では「一人では避難できない」が最も多く、「聴覚・平衡機能障害」や「内部障害」

「精神障害」、「発達障害」、「高次脳機能障害」、「難病」では「薬や医療的ケアを確保でき

るかどうか不安」が最も多くなっています。 
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４ 18歳未満の方を対象にした調査 
 

 

 

 

１ 対象者特性 
（1-1）回答者（問１） 

《全体》                                    (%)                    

 

 回答者については、「ご家族の方」が 92.7％、「あて名ご本人」が 6.2％となっていま

す。 

 

（1-2）年齢（問２） 

《全体》                                      (%)                     

 
 

 年齢については、３～５歳(22.8%)、６～８歳(27.3%)、9～11歳（22.4％）がそれぞれ

２割台となっています。次いで、15歳以上(12.5%)、１２～１４歳(11%)となっています。 
 

  

3.2

0~2歳

22.8

3～5歳

27.3

6～8歳

22.4

9～11歳

11.0

12～14歳

12.5

15歳以上

0.9

不明

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

n=465

6.2

あて名ご本人

92.7

ご家族の方

0.4

その他

0.6

不明

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

n=465
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（1-3）世帯の年収（問３） 

《全体》                                                (%)                 

 
 

 世帯の収入については、「1,000万円以上」が 54.8％と半数以上を占めており、「500万円

以上～1,000万円未満」と合わせると、全体の 8 割に到達しています。 

 

（1-4）同居家族（問 4） 

《全体》                                      (%)                   

 
 

 同居家族については、「母親」が 98.5％と最も多く、次いで「父親」92.5％となっていま

す。 

 

  

3.0

54.8

26.0

7.1

1.9

1.5

0.9

4.7

0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0 60.0

不明

1,000万円以上

500万円以上~1,000万円未満

250万円以上~500万円未満

150万円以上~250万円未満

80万円以上～150万円未満

80万円未満

収入はない

n=465

0.4

1.1

1.1

4.3

57.2

98.5

92.5

0 20 40 60 80 100 120

不明

その他

その他の親族

祖父母

兄弟・姉妹

母親

父親

n=465
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（1-5）父親の就労状況（問 5） 

《全体》                                     (%)                

 
  

 父親の就労状況については「フルタイムで就労しており、産休・育休・介護休業中では

ない」が最も多く、9割以上の回答となっています。 

 

（1-6）母親の就労状況（問 6） 

《全体》                                     (%)                     

 
 

 母親の就労状況については、「フルタイムで就労しており、産休・育休・介護休業中では

ない」（41.3％）が最も多く、続いて、「以前は就労していたが、現在は就労していない」

（32.3％）、「パート・アルバイト等で就労しており、産休・育休・介護休業中ではない」

（21.6％）となっています。 

  

0.7

0.2

2.1

0

0.9

0.2

95.8

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

不明

これまで就労したことがない

以前は就労していたが、現在は就労していない

パート・アルバイトで就労しているが、産休・

育休・介護休暇中である

パート・アルバイトで就労しており、産休・育

休・介護休暇中ではない

フルタイムでで就労しているが、産休・育休・

介護休暇中である

フルタイムで就労しており、産休・育休・介護

休暇中ではない

n=430

0.9

0.7

32.3

1.1

21.6

2.2

41.3

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

不明

これまで就労したことがない

以前は就労していたが、現在は就労していない

パート・アルバイトで就労しているが、産休・育休・

介護休暇中である

パート・アルバイトで就労しており、産休・育休・介

護休暇中ではない

フルタイムでで就労しているが、産休・育休・介護休

暇中である

フルタイムで就労しており、産休・育休・介護休暇中

ではない

n=458
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２ 障害と健康について 
（2-1）障害の種類（問 7） 

《全体》                                     (%)                   

 
 

 障害の種類については、「発達障害」が 61.3％、他の障害よりも突出して多く、次いで

「知的障害」が 35.9%となっています。 

 

（2-2）手帳の所持状況（問 8） 

《全体》                                      (%)                     

 
 

 手帳の所持状況については、「愛の手帳」が 31.2％と最も多く、次いで「身体障害者手

帳」が 12.5％、「精神障害者保健福祉手帳」が 7.3％となっています。一方、「これらの手

帳は持っていない」は 41.5％となっています。 

 

 

 

7.7

6.7

6.7

0.2

3.7

61.3

35.9

6.0

3.0

1.9

6.5

8.0

0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0 60.0 70.0

不明

その他

難病（特定疾病）

高次脳機能障害

精神障害

発達障害

知的障害

内部障害

聴覚・平衡機能障害

視覚障害

音声・言語・そしゃく障害

肢体不自由

n=465

12.0

41.5

7.3

31.2

12.5

0.0 5.0 10.0 15.0 20.0 25.0 30.0 35.0 40.0 45.0

不明

これらの手帳はもっていない

精神障害者保健福祉手帳

愛の手帳

身体障害者手帳

n=465
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（2-3）必要とする医療的ケア（問 14） 

《全体》                                                                        (%) 

 
 

必要とする医療的ケアについては、回答が多いものから、「経管栄養」（2.4％）、次いで

「吸入・ネブライザー」（2.2％）、「吸引」（1.7％）、（酸素療法）（1.7％）となっていま

す。 

 

（2-4）医療的ケア児やその介助者のために必要な支援策（問 14-1） 

《全体》                                                                        (%) 

 
  

医療的ケア児やその介助者のために必要な支援策については、「一時的に預かるサービスの充実」

（50.0％）、「学校における環境整備」（50.0％）が最も多く、半数の方が回答をしています。次い

で、「経済的な支援等の充実」（47.5％）、「移動に係る支援の充実」（45.0％）と続いており。こち

らも半数近い回答数となっています。 

 

7.7

83.7

4.1

0.9

0.9

1.1

0.0

1.7

0.6

0.0

2.4

2.2

1.7

0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0 60.0 70.0 80.0 90.0

不明

特に必要としていない

その他

人工呼吸器の管理

気管切開部の管理

パルスオキシメーター

鼻咽頭エアウェイ

酸素療法

導尿

中心静脈栄養

経管栄養

吸入・ネブライザー

吸引

n=465

12.5

17.5

37.5

35.0

25.0

32.5

47.5

50.0

35.0

45.0

50.0

0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0 60.0

不明

その他

情報提供の充実

相談できる体制の充実

訪問看護・訪問リハビリ等充実

医療的ケアに対応できる事業所等の充実

経済的な支援等の充実

学校における環境整備

保育所や育成室等における環境整備

移動に係る支援の充実

一時的に預かるサービスの充実

n=40
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（2-5）日常生活で必要な特別な支援や配慮（問 15） 

《全体》                                                                         (%) 

 

 
 日常生活で必要な特別な支援や配慮については、「こだわり」（37.4％）が最も多く、次

いで「多動」（23.9％）、「睡眠の乱れ」（10.5％）となっています。一方、「特になし」

（34.2％）となっており、何かしらの特別な支援や配慮を必要とするとの回答は

（55.7％）になっております。 

 

《障害の種類別》                                  （%）                  
  合計

（人） 

自傷 他害 こだわ

り 

もの壊

し 

睡眠の乱れ 異食 多動 特にな

し 

肢体不自由 37 2.7 2.7 10.8 5.4 16.2 8.1 8.1 43.2 
音声・言

語・ 

そしゃく機

能障害 30 0.0 0.0 20.0 3.3 6.7 0.0 10.0 46.7 
視覚障害 9 11.1 0.0 22.2 11.1 22.2 11.1 11.1 44.4 

聴覚・平衡 

機能障害 14 7.1 14.3 21.4 0.0 0.0 0.0 7.1 50.0 
内部障害 28 3.6 7.1 21.4 7.1 3.6 3.6 7.1 53.6 
知的障害 167 11.4 10.8 43.1 8.4 16.2 4.8 24.0 28.7 
発達障害 285 8.4 11.2 51.9 8.1 12.3 4.2 34.7 25.3 
精神障害 17 5.9 5.9 52.9 5.9 11.8 5.9 11.8 11.8 

高次脳機能 

障害 1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
難病 

（特定疾

病） 31 3.2 6.5 25.8 3.2 9.7 3.2 12.9 48.4 
その他 31 6.5 9.7 25.8 6.5 19.4 6.5 16.1 38.7 

 

 障害別では「知的障害」、「発達障害」、「精神障害」では、「こだわり」が最も多く、それ

以外の障害では、「特になし」が最も多くなっております。また、「知的障害」、「発達障

害」では他の障害と比べ、「自傷」、「他害」や「睡眠の乱れ」の回答が多くなっています。 

 

10.1

34.2

17.2

23.9

3.7

10.5

6

37.4

7.5

6

0 5 10 15 20 25 30 35 40

不明

特になし

その他

多動

異食

睡眠の乱れ

もの壊し

こだわり

他害

自傷

n=465
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３ 相談や福祉の情報について 

（3-1）日常生活で困っていること（問 18） 

《全体》                                                                          (%) 

 
日常生活で困っていることについては、「将来に不安を感じていること」（37.8％）が最

も多く、次いで「学習についていけない」（34.6）、「障害のため、身の回りのことが十分に

できない」（31.6％）「友だちとの関係がうまくいかない」（30.3％）となっています。 
 

《障害の種類別》抜粋                                 （%）                
  合計

（人） 

健康状

態に不

安があ

る 

障害の

ため、

身の回

りのこ

とが十

分でき

ない 

介助者

に負担

をかけ

ている 

外出が

大変で

ある 

住まい

に不便

を感じ

ている 

災害時

の避難

に不安

がある 

緊急時

の対応

に不安

がある 

学習に

ついて

いけな

い 

学校な

どの先

生とう

まくい

かない 

肢体不自由 37 32.4 64.9 29.7 56.8 16.2 51.4 48.6 18.9 0.0 
音声・言語・

そしゃく機能

障害 30 26.7 56.7 23.3 40.0 10.0 43.3 26.7 20.0 3.3 
視覚障害 9 22.2 44.4 55.6 66.7 11.1 55.6 33.3 11.1 0.0 
聴覚・平衡 

機能障害 14 21.4 35.7 14.3 0.0 0.0 42.9 50.0 28.6 0.0 
内部障害 28 32.1 29.6 17.9 28.6 3.6 42.9 42.9 28.6 7.1 
知的障害 167 14.4 58.7 24.6 37.7 7.2 48.5 53.9 46.7 6.6 
発達障害 285 6.0 33.3 15.4 18.6 4.9 21.1 26.0 40.0 12.6 
精神障害 17 11.8 52.9 17.6 52.9 17.6 47.1 52.9 35.3 23.5 
高次脳機能 

障害 1 0.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 0.0 0.0 
難病 

（特定疾

病） 31 45.2 61.3 25.8 38.7 6.5 58.1 58.1 25.8 3.2 
その他 31 16.1 29.0 16.1 19.4 3.2 29.0 25.8 32.3 9.7 

3.2

16.3

8.0

10.5

37.8

16.1

8.8

8.8

14.8

30.3

9.5

34.6

28.4

25.2

4.5

19.4

14.4

31.6

9.0

0.0 5.0 10.0 15.0 20.0 25.0 30.0 35.0 40.0

不明

特にない

その他

パニック、自傷、他害が頻発する

将来に不安を感じている

生活にお金がかかることに不安がある

病気や障害を理解した上で見てもらえる診療所が近くにない

困ったときに相談する相手がいない

障害や病気に対する周りの理解がない

友だちとの関係がうまくいかない

学校などの先生とうまくいかない

学習についていけない

緊急時の対応に不安がある

災害時の避難に不安がある

住まいに不便を感じている

外出が大変である

介助者に負担をかけてる

障害のため、身の回りのことが十分できない

健康状態に不安がある

n=465
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  合計

（人） 

友だち

との関

係がう

まくい

かない 

障害や

病気に

対する

周りの

理解が

ない 

困った

とき相

談する

相手が

いない 

病気や障害

を理解した

上で診ても

らえる診療

所が近くに

ない 

生活に

お金が

かかる

ことに

不安が

ある 

将来に

不安を

感じて

いる 

パニッ

ク、自

傷、他

害が頻

発する 

特にな

い 

肢体不自由 37 8.1 5.4 10.8 5.4 32.4 45.9 2.7 5.4 
音声・言

語・そしゃ

く機能障害 30 16.7 13.3 6.7 6.7 33.3 56.7 0.0 3.3 
視覚障害 9 11.1 44.4 11.1 11.1 22.2 66.7 11.1 11.1 
聴覚・平衡 

機能障害 14 7.1 21.4 0.0 7.1 7.1 14.3 7.1 14.3 
内部障害 28 17.9 14.3 10.7 10.7 25.0 39.3 0.0 17.9 
知的障害 167 27.5 21.6 13.8 13.8 26.9 50.9 14.4 5.4 
発達障害 285 38.6 17.5 10.5 11.2 15.8 42.8 15.4 14.0 
精神障害 17 29.4 17.6 11.8 11.8 35.3 52.9 0.0 5.9 
高次脳機能 

障害 1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 0.0 0.0 
難病 

（特定疾

病） 31 12.9 16.1 16.1 9.7 22.6 45.2 3.2 9.7 
その他 31 32.3 6.5 9.7 12.9 9.7 41.9 12.9 12.9 

 

 障害別の日常生活で困っていることについては、多くの障害で「障害のため、身の回り

のことが十分できない」、「将来に不安を感じている」が最も多くなっています。 

  また、「視覚障害」と「精神障害」では、「外出が大変である」の回答も多くなっていま

す。 
 

（3-2）福祉に関する情報の入手先（問 1９） 

《全体》                                      (%)                  

 
福祉に関する情報の入手先については、「児童発達支援、放課後等デイサービスなどの療

育機関」（47.1％）と最も多く、次いで「インターネット」（36.3％）、「区の広報誌（区

報）」（33.1％）となっています。 

3.4
8.8

6.0
47.1

8.6
18.9
22.4

9.7
7.5

20.4
36.3

3.7
5.2

11.4
21.5

26.2
33.1

0 10 20 30 40 50

不明
特にない
その他

児童発達支援、放課後等デイサービスなどの療育機関
保育園・こども園・幼稚園の教職員

学校の教職員
医療機関

障害等の当事者会や家族の会
新聞・書類

SNS
インターネット
テレビ・ラジオ

保健サービスセンター
区の窓口

文の京・障害者福祉のてびき
区のホームページ

区の広報誌（区報等）

n=465
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（3-3）地域で安心して暮らしていくために必要な施策（問 21） 

《全体》                                                                          (%) 

 
地域で安心して暮らしていくために必要な施策については、「幼少期・学齢期からの教

育・育成の充実」（51.0％）が最も多く、次いで「障害に対する理解の促進」（40.6％）と

なっています。 

《障害の種類別》抜粋                               （%）                 
  合計

（人） 

障害に

対する

理解の

促進 

医療や

リハビ

リテー

ション

の充実 

幼少期・

学齢期か

らの教

育・育成

の充実 

働くため

の訓練・

就労に向

けた支援

の充実 

仕事を

継続す

るため

の支援

の充実 

身近な

地域で

相談で

きる場

の充実 

訪問系サ

ービスの

充実 

日中活

動系サ

ービス

の充実 

短期入

所の整

備 

肢体不自由 37 29.7 37.8 37.8 10.8 10.8 8.1 27.0 37.8 37.8 
音声・言語・

そしゃく機能

障害 30 30.0 36.7 33.3 20.0 16.7 6.7 30.0 30.0 26.7 
視覚障害 9 22.2 11.1 44.4 22.2 22.2 11.1 11.1 22.2 44.4 
聴覚・平衡 

機能障害 14 64.3 7.1 14.3 21.4 21.4 7.1 0.0 14.3 7.1 
内部障害 28 39.3 28.6 46.4 28.6 39.3 21.4 10.7 21.4 7.1 
知的障害 167 45.5 13.2 35.9 55.1 29.3 16.8 10.8 29.9 19.8 
発達障害 285 45.3 10.9 53.7 45.6 26.3 21.1 4.2 15.1 6.3 
精神障害 17 17.6 11.8 5.9 47.1 23.5 11.8 11.8 11.8 11.8 
高次脳機能 

障害 1 100.0 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 00 
難病 

（特定疾

病） 31 35.5 25.8 32.3 22.6 9.7 12.9 19.4 38.7 29.0 
その他 31 29.0 3.2 67.7 25.8 16.1 22.6 0.0 3.2 9.7 

2.4
4.1
3.9

32.7
23.0

10.1
3.2

10.3
23.7

11.0
12.0

3.7
5.2

1.7
7.1

13.5
13.3

2.2
0.2

8.4
15.5

5.8
19.4

24.7
39.1

51.0
13.8

40.6

0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0 60.0

不明
特にない
その他

18歳以降の居場所
福祉と教育の連携の充実

福祉・医療・介護との連携の充実
地域交流の場の充実
災害時支援の充実
経済的支援の充実

財産管理や見守り等の線の充実
趣味やスポーツ活動の充実

文化芸術活動の充実
当時者同士で支援しあえる仕組みづくり

建物・道路のバリアフリー化
居住支援の充実
入所施設の充実

グループホームの整備
福祉機器・補装具などの充実

意思疎通支援（手話通訳者・要約筆記者派遣）の充実
短期入所（ショートステイ）の整備

日中活動系サービスの充実
訪問系サービスの充実

身近な地域で相談できる場の充実
仕事を継続するための支援の充実

働くための訓練・就労に向けた支援の充実
幼少期・学齢期からの教育・育成の充実

医療やリハビリテーションの充実
障害に対する理解の促進

n=465
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合計

（人） 

意思疎

通支援

の充実 

福祉機

器・補装

具などの

充実 

グルー

プホー

ムの整

備 

入所施

設の整

備 

居住支

援の充

実 

建物・道

路等のバ

リアフリ

ー化 

当事者

同士で

支援し

あえる

仕組み

づくり 

文化芸

術活動

の充実 

趣味や

スポー

ツ活動

の充実 

肢体不自由 37 0.0 13.5 21.6 45.9 5.4 5.4 2.7 0.0 2.7 
音声・言語・

そしゃく機能

障害 30 0.0 6.7 23.3 36.7 10.0 3.3 0.0 0.0 3.3 
視覚障害 9 0.0 11.1 11.1 44.4 0.0 0.0 0.0 11.1 11.1 

聴覚・平衡 

機能障害 14 7.1 21.4 28.6 7.1 0.0 0.0 7.1 7.1 14.3 
内部障害 28 0.0 3.6 14.3 17.9 3.6 0.0 10.7 0.0 7.1 
知的障害 167 0.0 3.6 31.1 30.5 10.2 1.2 3.6 3.6 12.6 
発達障害 285 0.0 0.4 12.6 11.6 8.8 0.7 5.3 3.2 12.6 
精神障害 17 0.0 0.0 29.4 17.6 23.5 5.9 11.8 0.0 11.8 

高次脳機能 

障害 1 0.0 0.0 0.0 100.0 0.0 00 0.0 0.0 0.0 
難病 

（特定疾

病） 31 0.0 12.9 32.3 29.0 6.5 0.0 3.2 3.2 6.5 
その他 31 0.0 6.5 12.9 16.1 6.5 12.9 3.2 6.5 3.2 

  
合計

（人） 

財産管

理や見

守り等

の支援

の充実 

経済的

支援の

充実 

災害時

支援の

充実 

地域交

流の場

の充実 

福祉・

医療・

介護と

の連携

の充実 

福祉と教

育の連携

の充実 

18 歳以

降の居

場所 

特にな

い 

肢体不自由 37 5.4 21.6 8.1 2.7 16.2 16.2 37.8 2.7 
音声・言語・

そしゃく機能

障害 30 13.3 36.7 6.7 3.3 10.0 3.3 40.0 0.0 
視覚障害 9 11.1 22.2 0.0 0.0 11.1 0.0 44.4 0.0 

聴覚・平衡 

機能障害 14 21.4 14.3 7.1 0.0 14.3 7.1 7.1 14.3 
内部障害 28 32.1 28.6 17.9 7.1 21.4 17.9 25.0 3.6 
知的障害 167 19.8 31.1 15.0 3.6 13.8 12.0 49.1 0.0 
発達障害 285 10.9 26.3 10.5 2.5 7.0 27.0 36.8 3.5 
精神障害 17 23.5 29.4 5.9 17.6 0.0 0.0 64.7 0.0 

高次脳機能 

障害 1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 0.0 
難病 

（特定疾

病） 31 22.6 29.0 16.1 6.5 12.9 9.7 35.5 3.2 
その他 31 16.1 16.1 9.7 3.2 16.1 38.7 25.8 6.5 

 

障害別の地域で安心して暮らしていくために必要な施策については、複数の障害で「幼少

期・学齢期からの教育・育成の充実」、「入所施設の整備」、「18歳以降の居場所」の回答が

多くなっています。また、「知的障害」では、「働くための訓練・就労に向けた支援の充

実」が５割を超え、最も多くなっています。 
 

  

P.119



46 

 

４ 子育てにおける悩みについて 

（4-1）子育てへの感じ方（問 22） 

《全体》                                                                        (%)   

 
 

子育てへの感じ方については、「子どもと一緒に遊んだり何かしたりできることがうれし

い」（57.8％）、「子どもがいると家庭が明るくなる」（57.6％）、「子どもといると楽しく幸

せな気分になる」（52.9％）の回答が５割を超えています。 
  

3.4

4.7

4.3

57.6

49.7

42.4

57.8

52.9

23.2

0 10 20 30 40 50 60 70

不明

特に楽しいことはない

その他

子どもがいると家庭が明るくなる

子育てにより自分も成長していると感じる

子どもが自分を頼ったり甘えたりしてくれるとうれしい

子どもと一緒に遊んだり何かしたりでいることがうれしい

子どもといると楽しく幸せな気分になる

子育て全般が楽しい

n=465
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（4-2）保護者の方の悩みや不安（問 23） 

《全体》 

 
  

保護者の方の悩みや不安については、「子どもの就学や進路について不安がある」

（64.7％）が最も多く、続いて「子どもの成長や発達について不安がある」（58.3％）、「子

育てと仕事の両立が難しい」（48.2％）が多くなっています。 
  

 

 

 

 

 

3.4

2.4

4.5

32.5

38.7

46.2

26.5

15.7

58.3

64.7

15.3

10.5

23.2

35.9

22.2

12.0

13.8

24.7

46.2

4.7

20.9

48.2

18.1

32.3

14.8

0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0 60.0 70.0

不明

特に悩みや不安はない

その他

子どもの意見や気持ちが尊重され、本人が意思決定に参加でき

ているか、不安である

子どもが差別やいじめ等から守られ、安心して過ごせているか

不安である

成長・発達に必要な経験や活動等の機会を十分に得ているか、

不安である

子どもの健康と安全が守らる環境が保証されているか、不安で

ある

すぐに相談できる人がいない

子どもの成長や発達について不安がある

子どもの就学や進路に不安がある

きょうだい児の世話が十分にできない

周囲の人や職場などの理解がない

経済的な負担が大きい

精神的な負担が大きい

睡眠が不足している

体調不良でも病院に行く時間がない

健康について不安がある

身体的な負担が大きい

自分の時間が取れない

解除や支援の方法がわからない

長期的な外出ができない

子育てと仕事の両立が難しい

他の家族の協力が少ない

何かあったときに介助を頼める人がいない

介助してくれる人が足りないn=465

P.121
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（４-3）困った時の相談相手（問 24）   

《全体》                                      (%)                   

 
 

困ったときの相談相手については、「家族や親族」（76.1％）が最も多く、次いで「児童

発達支援や放課後等デイサービス事業所の職員」(49.5%)、「学校の教職員」（37.0％）、「医

療関係者（医師・歯科医師・看護師・医療相談員）」（36.8％）となっています。 
 
  

3.0

1.7

3.0

3.9

4.7

5.4

0.2

1.9

25.2

3.7

0.0

0.4

1.9

0.0

8.6

2.4

36.8

13.3

49.5

2.6

1.3

6.9

0.9

18.7

37.0

0.0

30.1

2.4

76.1

0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0 60.0 70.0 80.0

不明

相談する相手がいない

その他

どこに相談すればいいかわからない

SNS

育成室の職員

文京区社会福祉協議会

児童相談所

教育委員会・教育センター

子ども家庭支援センター

各地区の生活あんしん拠点（生活支援拠点）

障害者基幹相談支援センター

保健サービスセンター

障害福祉課・予防対策課以外の区の窓口

障害福祉課・予防対策課

医療関係の相談窓口（地域包括ケア歯科相談窓口等）

医療関係者（医師・歯科医師・看護師・医療相談員）

相談支援事業所等の相談支援専門員

児童発達支援や放課後等デイサービス事業所の職員

ヘルパー等福祉従事者

身体障害者相談員・知的障害者相談員

障害者等の当事者会や家族の会

民生委員・児童委員

保育園・こども園・幼稚園の教職員

学校の教職員

ピアサポーター

友人・知人

近所の人

家族や親族

n=465
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5 教育・保育について 

（5-1）主な通園・通学先（問 30） 

《全体》                                       (%)                    

 
主な通園・通学先については、「小学校の特別支援学級」(17.2%)が最も多く、次いで

「保育園」(14.4%)と続いています。 

（5-2）通園生活・通学生活に関する困りごと（問 31・33） 

《全体》                                      (%)           

 

通園生活・通学生活に関する困りごとについては、「通園生活」では「本人の成長が心

配」(64.4%)が最も多く続いて、「周囲の子どもとの関係が心配」（61.5％）となっていま

す。一方、「通学生活」では、「子どもの将来に不安がある」（66.9％）、今後の進路につい

て迷っている（50.2％）が、多くなっています。 

3.4

0.6

0.4

5.6

1.1

2.2

3.7

2.6

1.1

4.1

8.6

17.2

9.2

11.2

0.6

1.1

1.5

2.8

8.0

0.6

14.4

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20

不明

義務教育終了後、通学はしていない

その他の学校

特別支援学校の高等部

通信制高校

高等学校

特別支援学校の中学部

中学校の特別支援学級

中学校の通常の学級と通級指導学級（特別支援教室含む）

中学校の通常の学級

特別支援学校の小学部

小学校の特別支援学級

小学校の通常学級と通級指導学級（特別支援教室含む）

小学校の通常の学級

その他

通園・通所はしていない

療育施設（文京区児童発達支援センター以外）

文京区児童発達支援センター（教育センター内）

幼稚園

子ども園

保育園

n=465

1.6

4.8

8.0

19.6

27.3

15.4

34.7

20.6

22.8

66.9

50.2

46.9

28.0

49.2

1.5

5.9

6.7

37.8

15.6

42.2

19.3

21.5

44.4

40.0

64.4

27.4

61.5

0.0 20.0 40.0 60.0 80.0

不明

特に困っていることや心配していることはない

その他

学校と放課後等デイサービス事業所との間の送迎が大変

家と学校の間の送迎が大変

幼稚園・保育園と児童発達支援事業所との間の送迎が大変

費用などの経済的な負担が大きい

子育て仕事の両立が難し

療育・リハビリテーションの機会が少ない

保育や教育・療育に関する情報が少ない

子どもの将来に不安がる

今後の進路について迷っている

本人の成長が心配

先生の指導の仕方が心配

周囲の子どもとの関係が心配

通園

通学

通園 n=135 

通学 n=311 

P.123
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（5-3）放課後や長期休業中の困りごと（問 36） 

《全体》                                                                          (%)

  
放課後や長期休業中の困りごとについては、「きょうだいや家族が仕事・用事で日中見

守る人がいない」（26.2％）が最も多く、次いで「通所している施設に送迎サービスがな

いため、負担を感じている」（18.4％）となっています。一方で「特にない」の回答も

30.9％となっています。 

 

《障害の種類別》抜粋                               （%）                 
  合計

（人） 

きょうだいや家族が

仕事・用事で日中見

守る人がいない 

長期休業中は、通所

している施設の営業

開始時間が遅いた

め、保護者の仕事や

その他親族の介護等

に支障が出ている 

長期休業中は、通所し

ている施設の営業終了

時間が早くなるため、

保護者の仕事やその他

親族の介護等に支障が

出ている 

長期休業中以外でも、

通所している施設の営

業終了時間が早いた

め、保護者の仕事やそ

の他親族の介護等に支

障が出ている 

肢体不自

由 37 14.7 26.5 17.6 14.7 
音声・言

語・そし

ゃく機能

障害 30 18.5 22.2 18.5 11.1 
視覚障害 9 16.7 50.0 16.7 16.7 
聴覚・平

衡 

機能障害 14 0.0 15.4 7.7 7.7 
内部障害 28 8.0 8.0 0.0 4.0 
知的障害 167 26.7 29.1 24.8 9.1 
発達障害 285 30.7 13.6 12.9 6.4 
精神障害 17 47.1 17.6 17.6 5.9 
高次脳機

能 

障害 1 0.0 100.0 100.0 0.0 
難病 

（特定疾

病） 31 13.3 26.7 23.3 10.0 
その他 31 13.3 6.7 6.7 3.3 

11.7

30.9

7.6

16.6

18.4

5.4

12.1

14.3

26.2

0 10 20 30 40

不明

特にない

その他

習い事等に行かせたいが、安心して利用できる移動手段がない

通所している施設に送迎サービスがないため、負担を感じてい

る

長期休業中以外でも、通所している施設の営業終了時間が早い

ため、保護者の仕事やその他親族の介護等に支障が出ている

長期休業中は、通所している施設の営業終了時間が早いため、

保護者の仕事やその他親族の介護等に支障が出ている

長期休業中は、通所している施設の営業開始時間が遅いため、

保護者の仕事やその他親族の介護に支障が出ている

きょうだいや家族が仕事・用事で日中見守る人がいない

n=465

P.124
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  合計

（人） 

通所している施設に

送迎サービスがない

ため、負担を感じて

いる 

習い事等に行かせた

いが、安心して利用

できる移動手段がな

い 

特にない 

肢体不自

由 37 20.6 20.6 23.5 
音声・言

語・そし

ゃく機能

障害 30 25.9 18.5 25.9 
視覚障害 9 33.3 16.7 16.7 
聴覚・平

衡 

機能障害 14 0.0 7.7 46.2 
内部障害 28 16.0 24.0 36.0 
知的障害 167 18.2 17.6 21.2 
発達障害 285 21.1 17.1 28.9 
精神障害 17 29.4 23.5 29.4 
高次脳機

能 

障害 1 0.0 0.0 0.0 
難病 

（特定疾

病） 31 16.7 10.0 26.7 
その他 31 13.3 20.0 40.0 

 

 障害別の放課後や長期休業中の困りごとについては、複数の障害で「長期休業中は、通

所している施設の営業開始時間が遅いため、保護者の仕事やその他親族の介護等に支障が

出ている」との回答が多くなっています。また、「発達障害」、「精神障害」では、「きょう

だいや家族が仕事・用事で日中見守る人がいない」が最も多くなっています。 

 

（4-4）余暇の過ごし方（問 39） 

《全体》                                                                          (%)

  
 

余暇の過ごし方については、「家でくつろぐ」（74.2％）が最も多く、次いで「趣味や学

習活動」（44.9％）となっています。 

6.5

4.7

8.0

34.4

17.8

74.2

24.5

15.1

30.1

35.9

17.4

21.3

1.5

26.5

44.9

0 10 20 30 40 50 60 70 80

不明

特に決まった予定はない

その他

近所の散歩

地域の行事への参加や交流

家でくつろぐ

旅行

読書

飲食店に行く

買い物に行く

音楽、演劇、映画、スポーツなどの鑑賞

友人・知人と会う

ボランティア活動

スポーツ・運動

趣味や学習活動

n=465

P.125
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6 権利擁護・差別解消について 
（6-1）地域で障害者差別や合理的配慮の不提供を感じる場面（問 44） 

《全体》                                                                         (%) 

 
 

地域で障害者差別や合理的配慮の不提供を感じる場面については、「特に感じたことはな

い」が 48.2%と半数近くを占めています。次いで、「保育園、幼稚園、学校」(14.0%)、「お

店などの民間事業者」(4.9%)と続いています。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.6

48.2

3.7

14.0

8.0

2.2

1.3

2.4

3.9

4.9

0.4

1.5

1.1

0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0 60.0

不明

特に感じたことはない

その他

保育園、幼稚園、学校

交通機関

医療機関

役所などの行政機関

公共施設

住んでいる地域や住民

お店などの民間事業者

通所施設

職場

家

n=465

P.126



53 

 

５ 施設に入所している方を対象にした調査 
 

 

 

 

１ 対象者特性 
（1-1）回答者（問１） 

《全体》                                  (%)                  

 

回答者については、「施設の職員」が 46.3％、「ご家族の方」が 35.4％、「あて名ご本

人」、「成年後見人・保佐人・補助人」が 8.5%となっています。 
 

（1-2）年齢（問２） 

《全体》                                      (%)                    

 
 

年齢については、「40～65歳」53.7％と最も多く、次いで「75歳」以上が 17.1％となっ

ています。 
 

 

 

 

14.6

18歳以上40歳未満

53.7

４０歳以上６５歳

未満

11.0

６５歳以上７５歳

未満

17.1

7５歳以上

3.7

不明

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

n=82

8.5

あて名ご本人

35.4

ご家族の方

46.3

施設の職員の方

8.5

成年後見人・保佐

人・補助人

0

その他

1.2

不明

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

1

2

軸ラベル

n=82
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２ 障害の状況について 

（2-1）障害の種類（問５） 

《全体》                                                                          (%) 

 
 

障害の種類については、「知的障害」が 90.2％と 9割を超えて最も多く、次いで「肢体不

自由」が 20.7％、「発達障害」が 19.5％となっています。 
 

（2-2）日常生活で必要な特別な配慮（問 8） 

《全体》                                                                          (%) 

 
  

日常生活で必要な特別な配慮については、「こだわり」（42.7％）が最も多く、次いで「睡

眠の乱れ」（18.3％）、「他害」（17.1％）、「多動」（17.1％）と続いています。一方で、「特

になし」の回答も 29.3％ありました。 
  

1.2

1.2

1.2

1.2

7.3

19.5

90.2

3.7

1.2

3.7

7.3

20.7

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

不明

その他

難病（特定疾病）

高次脳機能障害

精神障害

発達障害

知的障害

内部障害

聴覚・平衡機能障害

視覚障害

音声・言語・そしゃく機能障害

肢体不自由

n=82

4.9

29.3

18.3

17.1

9.8

18.3

9.8

42.7

17.1

15.9

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45

不明

特になし

その他

多動

異食

睡眠の乱れ

もの壊し

こだわり

他害

自傷

n=82
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３ 施設入所について 

（3-1）入所した理由（問 11） 

《全体》                                                                           (%) 

 
 

施設に入所した理由については、「家族による介助が難しくなったため」（54.9％）が最

も多く、次いで「常時介助が必要なため」（28.0％）、「生活が保障され安心感があるため」

(24.4%)、「家族などに勧められたため」(24.4%)と続いています。 
  

8.5

9.8

6.1

9.8

17.1

11.0

24.4

1.2

3.7

8.5

11.0

28.0

54.9

24.4

15.9

15.9

0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0 60.0

不明

わからない

その他

刺激や変化が苦手なため、静かな環境で過ごすのを希望したため

日々の生活に見通しが立ち落ち着いて過ごせるため

他施設などに勧められたため

家族などに勧めらたため

収入が不十分だったため

在宅福祉サービスが不十分なため

住まいに支障があったため

医療的ケアが必要なため

常時介助が必要なため

家族による介助が難しくなったため

生活が保障され安心感があるため

リハビリや生活の訓練を受けるため

家族から自立するためn=82
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４ 施設での生活について 
（4-1）困っていることや不安なこと（問 14） 

《全体》                                     (%)                   

 
 

 困っていることや不安なことについては、「自分の思いや考えをうまく伝えられない」

（40.2％）が最も多く、次いで「身の回りのことが十分にできない」（36.6％）、「健康状態

に不安がある」（24.4％）となっています。 

 

（4-2）外出の頻度（日中活動先での外出も含む）（問 18） 

《全体》                                                                         (%) 

 
  

外出の頻度については、「月に 1～3回」（39.0％）が最も多く、次いで「あまり外出しな

い」(28.0%)と多くなっています。 

 

 

9.8

17.1

8.5

8.5

13.4

40.2

6.1

8.5

12.2

6.1

15.9

0.0

3.7

4.9

2.4

24.4

36.6

0.0 5.0 10.0 15.0 20.0 25.0 30.0 35.0 40.0 45.0

不明

特に困ることはない

その他

将来の生活に難なく不安を感じる

家族とあまり会えない

自分の思いや考えをうまく伝えられない

困ったとき相談する相手がいない

余暇活動をうまく過ごせない

人間関係がうまく築けない

施設の職員の対応に不満がある

外出の機会が少ない

仕事や訓練に不満がある

施設の設備に不満がある

1日の生活のリズムが自由にならない

プライバシーが十分に保たれない

健康状態に不安がある

身の回りのことが自分では十分にできない

n=82

7.3

28.0

39.0

12.2

6.1

7.3

0.0 5.0 10.0 15.0 20.0 25.0 30.0 35.0 40.0 45.0

不明

あまり外出しない

月に1～3回

週に1～2回

週に3～4回

ほぼ毎日

n=82
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５ 今後の暮らし方について 
（5-1）今後希望する生活（問 20） 
《全体》                                                                          (%) 

 
  

今後希望する生活については、「現在の施設で生活したい」（68.3％）が最も多くなって

いる一方、「わからない」(19.5%)が 2割近くとなっています。 
 

（5-2）地域で安心して暮らしていくために必要な施策（問 21） 

《全体》                                                                         (%) 

 
 

 地域で安心して暮らすために必要な施策については、「障害に対する理解の促進」

(59.8%)が最も高く、次いで「入所施設(障害者支援施設等)の整備」(40.2%)、「福祉・医

療・介護との連携の充実」(39.0%)と続いています。 

  

1.2
19.5

2.4
3.7

1.2
1.2
2.4

68.3

0 10 20 30 40 50 60 70 80

不明

わからない

その他

別の施設で暮らしたい

施設を退所して、グループホームなどで生活したい

施設を退所して、独立して生活したい

施設を退所して、家族や親族と生活したい

現在の施設で生活したい

n=82

8.5

4.9

7.3

6.1

39.0

6.1

11.0

14.6

11.0

7.3

1.2

2.4

9.8

2.4

12.2

40.2

7.3

6.1

1.2

13.4

18.3

12.2

6.1

2.4

8.5

6.1

28.0

59.8

0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0 60.0 70.0

不明

特にない

その他

福祉と教育の連携の充実

福祉・医療・介護との連携の充実

地域交流の場の充実

災害時支援の充実

経済的支援の充実

財産管理や見守り等の支援の充実

趣味やスポーツ活動の充実

文化芸術活動の充実

当事者同士で支援しあえる仕組みづくり

建物・道路等のバリアフリー化

居住支援の充実

障害者向けの住まいの確保

入所施設（障害者支援施設等）の整備

グループホームの整備

福祉機器・補装具などの充実

意思疎通支援（手話通訳等）の充実

短期入所（ショートステイ）の整備

日中活動系サービスの充実

訪問系サービスの充実

身近な地域で相談駅る場の充実

仕事を継続するための支援の充実

働くための訓練・就労に向けた支援の充実

幼少期・学齢期からの教育・育成の充実

医療やリハビリテーションの充実

障害に対する理解の促進

n=82
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６ 相談や福祉の情報について 
（6-1）困った時の相談相手（問 22） 

《全体》                                                                   (%)       

 
 困ったときの相談相手については、「施設の職員」（81.7％）が最も多く、次いで「家族

や親族」（52.4％）となっています。 

 また、「どこに相談すればいいかわからない」や「相談する相手はいない」の回答はあり

ませんでした。 

 

７ 権利擁護・差別解消について 
（7-1）地域で障害者差別や合理的配慮の不提供を感じる場面（問 26） 

《全体》                                                                        (%) 

 
 地域で障害者差別や合理的配慮の不提供を感じる場面については、「特に感じたことはな

い」が 37.8%と最も多くなっています。次いで「お店などの民間事業者」、「医療機関」、「交

通機関」が(7.3%)で並んでいます。 

3.7

0.0

3.7

0.0

0.0

0.0

1.2

2.4

3.7

2.4

12.2

13.4

11.0

4.9

1.2

1.2

4.9

14.6

81.7

52.4

0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0 60.0 70.0 80.0 90.0

不明

相談する相手はいない

その他

どこに相談すればいいかわからない

SNS

インターネット等の情報

社会福祉協議会

地域生活支援拠点（区の生活あんしん拠点）

障害者基幹相談支援センター

保健サービスセンター

官公庁の窓口（区の障害福祉課等）

医療関係者（医師・歯科医師・看護師・医療相談員）

相談支援事業所等の相談支援専門員

障害等の当事者会や家族の会

卒業した学校の教職員

ピアサポーター

友人・知人

施設の相談窓口（第三者委員会等）

施設の職員

家族や親族

n=82

11.0
37.8

11.0
1.2

7.3
7.3

2.4
3.7

6.1
7.3

2.4
1.2
1.2

0.0 10.0 20.0 30.0 40.0

不明
特に感じたことはない

その他
保育園、幼稚園、学校

交通機関
医療機関

区役所などの行政機関
公共施設

住んでいる地域や住民
お店などの民間事業者
通所施設・入所施設

職場
家

n=82
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６ サービス事業所を対象にした調査 
 

 

 

 

１ 事業運営について 
（1-1）経営主体（問１） 

《全体》                                  (%) 

 
 

 経営主体については、「株式・有限会社」（41.0％）が最も多く、次いで「社会福祉法

人」（37.3％）となっており、全体の 8割近くを占めています。 

 

（1-2）事業所の開業年（問３） 

《全体》                                                                          (%) 

               
 

 事業所の開業年については、「平成 25～30年」(34.6%)が最も多く、「令和元年(平成 31

年)以降(33.3%)、「平成 20～24年」(10.3%)、「平成 15～19年」（10.3％）と続いていま

す。 

 

37.3

社会福祉法人

8.4

社団・財団法人

41.0

株式・有限会社

7.2

NPO法人

3.6

合同・合資会社

2.4

その他

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

1

2

n=83

0

33.3

34.6

10.3

10.3

6.4

5.1

0 5 10 15 20 25 30 35 40

不明

令和元年（平成31年）以降

平成25～30年

平成20～24年

平成15～19年

平成10年～14年

平成9年以前

n=78

P.133
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（1-３）提供しているサービス（問４） 

《全体》                                     (%)                     

 
 

提供しているサービスについては、「居宅介護」が 25.3％と最も多く、次いで「放課後等

デイサービス」（21.7％）、「計画相談支援（サービス等利用計画・モニタリング）」

(16.9％)、「児童発達支援」(16.9%)と続いています。 

 

 

 
  

0.0

1.2

6.0

1.2

21.7

0.0

16.9

0.0

10.8

3.6

16.9

2.4

2.4

14.5

0.0

2.4

12.0

0.0

6.0

0.0

1.2

0.0

13.3

4.8

7.2

2.4

3.6

15.7

25.3

0.0 10.0 20.0 30.0

不明

その他

障害児相談支援

保育所等訪問支援

放課後等デイサービス

居宅訪問型児童発達支援

児童発達支援

日中一時支援

移動支援

地域活動支援センター

計画相談支援（サービス等利用計画・ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞ）

地域相談支援（地域移行支援・地域定着支援）

施設入所支援

共同生活援助（グループホーム）

就労選択支援

就労定着支援

就労継続支援B型

就労継続支援A型

就労移行支援

自立生活援助

自立訓練（機能訓練・生活訓練）

療養介護

生活介護

短期入所

同行援護

重度障害者等包括支援

行動援護

重度訪問介護

居宅介護

n=83

P.134
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（1-4）令和６年度の事業所の収入（問７） 

《全体》                                                                             (%) 

 
 

収入では「増加した」が 44.6％、「減少した」が 13.3％、「変わらない」が 36.1％となっ

ています。 
   

（1-5）増収または減収の理由（問７-1） 

《増収の理由》                                   (%)                    

 
  

増収の理由については、「利用者が増加した」（52.5％）が最も多くなっています。 
 

《減収の理由》                                                                       (%)

 
 

減収の理由については、「利用者が減少した」（62.5％）が最も多く、次いで「サービス

報酬の改定」(56.3%)となっています。 

44.6

増加した

13.3

減少した

36.1

変わらない

6

不明

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

n=83

2.5

20.0

12.5

7.5

2.5

0.0

0.0

52.5

32.5

0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0 60.0

不明

その他

平均工賃が上がった

補助金が増額された

事務経費等必要経費を削減した

利用者の負担が軽減された

ヘルパー等の人件費を下げた

利用者が増加した

サービス報酬の改定

n=40

0.0

25.0

0.0

6.3

18.8

0.0

12.5

62.5

56.3

0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0 60.0 70.0

不明

その他

平均工賃が下がった

補助金が減額された

事務経費等必要経費が増加した

職員を増員した

ヘルパーの人件費を上げた

利用者が減少した

サービス報酬の改定

n=16

P.135
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２ 職員について 

（2-1）職員の充足状況（問 12） 

≪全体≫                                         (%)                   

 
 

職員の充足状況については、「やや不足している」が 34.9％と最も多く、次いで「大変不

足している」(25.3％)、「不足している」(19.３%)となっています。 
 

（2-2）人材確保のための取り組み（問 14） 

≪全体≫                                      (%)                   

 
 

人材確保のための取り組みについては、「報酬改善」、「インターネット人材募集サービス

を通じた募集」と「健康診断、健康管理の充実」がいずれも 5割を超える回答になってい

ます。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2

1.2

18.1

34.9

19.3

25.3

0 5 10 15 20 25 30 35 40

不明

過剰である

適当である

やや不足している

不足している

大変不足している

n=83

0.0

2.4

3.6

34.9

30.1

53.0

27.7

42.2

21.7

47.0

51.8

41.0

59.0

39.8

0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0 60.0 70.0

不明

特に取り組んでいない

その他

知人経由・人づてで探した

高校・専門学校・大学等からの実習受け入れ

インターネット人材募集サービスを通じた募集

人材派遣会社を通じた募集

ハローワークを通じた募集

高校・専門学校・大学等を通じた募集

募集・採用方法の充実

健康診断、健康管理の充実

福利厚生（育休、介護休暇）の改善

報酬改善

勤務条件（夜勤回数、勤務時間など）の改善

n=83

P.136
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（2-2）人材育成のための取り組み（問 14） 

≪全体≫                                       (%)                      

 
 

人材育成のための取り組みについては、「事業所内での研修の実施」が 83.1％と８割を超

え最も多く、次いで「OJT の実施」(61.4％)と「教育・研修計画を立てる」(50.6%)が５割

を超えています。 

 

  

2.4

0.0

3.6

15.7

45.8

25.3

50.6

24.1

61.4

83.1

45.8

39.8

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90

不明

特に取り組んでいない

その他

他の事業者と協力して育成に取り組んでいる

法人全体で連携して育成に取り組んでいる

能力の向上が認められたものに対する報奨制度

教育・研修計画を立てる

自立支援協議会の専門部会等への参加

OJTの実施

事業所内で研修の実施

外部研修参加のための有給取得や金銭管理な支援

資格習得のための休暇取得の支援や金銭的な支援

n=83

P.137
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３ サービス提供について 
（3-1）区に不足しているサービス、今後参入を検討しているサービス（問 21、22） 

《全体》                                       (%)                    

 
 「区に不足しているサービス」については、「移動支援」(45.8%)が最も多く、次いで「共

同生活援助(グループホーム)」(41.0%)、「計画相談支援（サービス等利用計画・モニタリ

ング）」(36.1%)と続いています。 

 また、「今後参入を検討しているサービス」については、「参入は考えていない」が 62.

７%と最も高く、次いで、「共同生活援助(グループホーム)」(9.6%)、「放課後等デイサービ

ス」(6.0%)、「保育所等訪問支援」（6.0％）となっています。 

62.7

9.6

1.2

0.0

6.0

6.0

2.4

3.6

0.0

0.0

0.0

4.8

0.0

1.2

9.6

3.6

1.2

3.6

0.0

1.2

1.2

1.2

0.0

3.6

1.2

1.2

1.2

2.4

0.0

0.0

8.4

8.4

3.6

15.7

6.0

19.3

7.2

7.2

10.8

45.8

7.2

36.1

9.6

18.1

41.0

8.4

1.2

4.8

6.0

1.2

4.8

3.6

2.4

12.0

31.3

10.8

1.2

13.3

13.3

15.7

0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0 60.0 70.0

参入は考えていない

不明

特にない

その他

障害児相談支援

保育所等訪問支援

放課後デイサービス

居宅訪問型児童発達支援

児童発達支援

日中一次支援

移動支援

地域活動支援センター

計画相談支援（サービス等利用計画・ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞ）

地域相談支援（地域移行支援・地域定着支援）

施設入所支援

共同生活援助（グループホーム）

就労選択支援

就労定着支援

就労継続支援B型

就労継続支援A型

就労移行支援

自立生活援助

自立訓練（機能訓練・生活訓練）

療養介護

生活介護

短期入所

同行援護

重度障害者包括支援

行動援護

重度訪問看護

居宅介護

区に不足している障害福祉サービス等 今後、参入を考えているサービスｎ=83 

P.138
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（3-2）障害福祉施策の充実に必要なこと（問 27） 

《全体》                                    (%)                                                        

 
 

障害福祉施策の充実に必要なことについては、「福祉に携わる人材の育成・確保」が

34.9％と最も多く、次いで「障害者が地域で共同生活できる場の充実」(27.7%)、「移動・

外出支援の充実」（22.9％）となっています。 

  

2.4

1.2

1.2

9.6

21.7

4.8

7.2

9.6

34.9

2.4

3.6

6.0

3.6

3.6

4.8

1.2

22.9

1.2

8.4

9.6

7.2

9.6

8.4

13.3

1.2

14.5

13.3

27.7

15.7

20.5

0.0 5.0 10.0 15.0 20.0 25.0 30.0 35.0 40.0

不明

特にない

その他

利用者負担の軽減

事務手続きの簡素化

防犯・災害時の支援

障害者の仲間づくりの支援

多分野・多機関・多職種による連携の充実

福祉に携わる人材の育成・確保

医療やリハビリテーションの充実

仕事を継続するための相談や支援の充実

多様に働ける場所の確保

就労に向けた訓練・支援の充実

福祉的就労における工賃の向上

自立生活のための訓練・支援の充実

駅や道路などのバリアフリー化

移動・外出支援の充実

周囲の人の見守り支援の充実

区民への障害への理解促進

総合的な相談支援の充実

財産管理などの権利擁護の充実

福祉サービスの情報提供の充実

シェアハウスなどの多様な居住の場の提供

住まいに関する相談や入居支援の充実

住宅改造等（バリアフリー化）の補助

宿泊して一時的な支援を受けられる場の充実

日中一次的な支援を受けられる場の充実

障害者が地域で共同生活できる場の充実

障害者が入所して生活する場の充実

在宅での福祉サービスの充実

n=83

P.139
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４ 強度行動障害のある方について 
（4-1）強度行動障害のある方の受け入れの有無 （問 28） 

《全体》                                                                             (%) 

 
 

強度行動障害のある方の受け入れの有無については、「受け入れている」（36.1％）、「受

け入れていない」（61.4％）となっています。 

 

（4-2）強度行動障害のある方の受け入れがない理由 （問 28-1） 

《全体》                                      （％）                       

 
 

強度行動障害のある方の受け入れがない理由については、「利用希望がない」（47.1％）

が最も多く、次いで「事業所内の人材育成が困難である」（25.5％）「事業所として受入れ

体制を整える予定がない」（21.6％）と続いています。 

  

36.1

受け入れている

61.4

受け入れていない

12.4

不明

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

n=83

5.9

3.9

47.1

21.6

2.0

7.8

5.9

9.8

9.8

25.5

0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0

不明

その他

利用希望がない

事業所として受入れ体制を整える予定がない

受け入れ対象者に係る相談先がわからない

どのような支援を行ってよいかわからない

事業の採算がとれない

施設の改修や安全に関する課題がある

事業所として受け入れる予定であるが職員の採用ができない

事業所内の人材育成が困難である

n=51

P.140
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（4-3）強度行動障害のある方の利用を断ったことの有無 （問 29） 

《全体》                                      （％）                       

 
 

強度行動障害のある方の利用を断ったことの有無については、「断ったことがある」

（20.5％）、「断ったことがない（74.7％）になっております。 
 

（4-4）強度行動障害のある方の利用を断った理由 （問 29-1） 

《全体》                                      （％）                      

 
 

強度行動障害のある方の利用を断った理由については、「人材の確保不足」（64.7％）が

最も多く、次いで「手厚い支援の継続の確保が困難」（47.1％）、「ハード面の整備不足」

（41.2％）となっています。 
  

20.5

断ったことがある

74.7

断ったことがない

4.8

不明

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

1

2

n=83

5.9

5.9

5.9

17.6

5.9

47.1

29.4

0.0

64.7

11.8

41.2

0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0 60.0 70.0

不明

その他

関係機関との連携、バックアップ体制が不十分

医療との連携が困難

家族や支援者への対応が困難

手厚い支援の継続の確保が困難

実務経験不足

組織の理解を得られない

人材の確保不足

余暇活動の提供の難しさ

ハード面の整備不足

n=17

P.141
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（4-5）強度行動障害のある方への支援に関する課題 （問 30） 

《全体》                                      （％）                    

 
 

強度行動障害のある方への支援に関する課題については、「職員の専門的スキル不足」、

「人材・支援体制が不十分」、「問題行動発生時の対応の難しさ」の３つが最も多く、それ

ぞれ５割近くの回答となっています。 

 

（4-6） 強度行動障害のある方の支援において行政や地域社会に期待する役割（問 31） 

《全体》                                      （％）                       

 
強度行動障害のある方の支援において行政や地域社会に期待する役割については、「人材

育成と確保に関する支援」（65.1%）が最も多く６割を超える回答となっており、次いで

「医療・福祉機関との連携」（49.4％）、「家族への支援」（47.0%）が続いており、それぞれ

５割近くの回答となっています。 

27.7

3.6

7.2

48.2

13.3

13.3

39.8

48.2

48.2

0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0 60.0

不明

その他

他事業所や地域との連携不足

問題行動発生時の対応の難しさ

研修やスキルアップの機会不足

受け入れにあたり加算等によるメリットがない

支援にあたり施設や設備の整備が不十分

人材・支援体制が不十分

職員の専門的スキル不足

n=83

14.5

2.4

49.4

30.1

47.0

44.6

27.7

45.8

65.1

0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0 60.0 70.0

不明

その他

医療・福祉機関との連携支援

地域社会への働きかけ

家族への支援

緊急時対応の強化

研修や情報提供

財政支援

人材育成と確保に関する支援

n=83
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７ 長期入院施設を対象とした調査 
 

 

 

 

（1） 年代（問 2）    

《全体》                                     (%)                     

 
 

 年代については、「70歳以上」(49.1%)が全体の 5割近くを占めており、次いで「60代」

が 28.3％、「50代」が 17.0%となっています。 

 

（2） 病名（問３） 

《全体》                                  (%)                   

 
 

 病名については、「統合失調症」(66.0%)が最も多くなっており、全体の６割以上を占め

ています。 

  

 

 

 

49.1

28.3

17.0

3.8

1.9

0.0

0.0

0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0 60.0

70歳以上

60代

50代

40代

30代

20代

10代

n=53

1.9

1.9

1.9

1.9

3.8

3.8

18.9

66.0

0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0 60.0 70.0

精神症状を伴う重症うつ病エピソード

老年期精神障害

MDI

アルコール依存症

てんかん・てんかん性精神病

双極性感情障害

認知症（アルツハイマー型・アルコール型）

統合失調症

n=53
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（3） 在院期間（問 6） 

《全体》                                  (%)                   

 
 

 在院期間については、「１～５年以内」が 50.9%と全体の５割を占めています。 

また、「20年以上」については、全体の 9.4％となっています。 

 

（4） 入院状況（問７） 

《全体》                                  (%)                     

 
 

 入院状況については、「入院治療を要する」が 49.1％、「受け入れ条件が整えば退院可

能」が 49.1%となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.4

15.1

24.5

50.9

0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0 60.0

20年以上

10～20年以内

5～10年以上

1～5年以内

n=53

入院治療を要する, 

49.1受け入れ条件が

整えば退院可

能, 49.1

それ以外, 1.9

n=53
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（5） 病院から見た退院の見通し（問 8） 
《全体》                                                                            (%) 

 
 

「病院から見た退院の見通し」については、見通し無し 54.7％、見通し有りが 45.3％とな

っています。 
 

（6） 退院を想定した場合の帰宅先（問 9） 

《全体》                                                                        (%) 

 
 

 「退院を想定した場合の帰宅先」については、帰宅先無しが 83.0％と多く、帰宅先有り

が 15.1%となっています。 

 

 

 

 

 

有, 45.3

無, 54.7

n=53

有, 15.1

無, 83.0

その他, 1.9

n=53
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（7） 退院に向けた本人の意思（問 10） 

《全体》                                  (%)                    

 
 

「退院に向けた本人の意思」については、「希望有り」が 37.7%と最も高く、「希望無し」は

32.1%となっています。また、「不明」が 30.2%となっています。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

希望あり, 37.7

希望無し, 32.1

不明, 30.2

n=53

P.146



73 

 

８ 質的調査（インタビュー調査） 
 

 

 
 

１ 質的調査の概要 

量的調査（アンケート調査）だけでは汲み取りづらい障害者の思いやニーズを可視化

する試みとして、質的調査（インタビュー調査）は、区内通所施設やグループホームを

利用している知的障害者・精神障害者及び都外の入所施設の入所者を対象にインタビュ

ー調査を実施しました。また今回の調査より、区内の障害児が利用する施設についても

２施設、インタビュー調査を実施しました。 

インタビューについては、障害福祉を学ぶ東洋大学福祉社会デザイン学部社会福祉学

科の 3，4年生が、同学科の髙山直樹教授、志村健一教授の指導の下に調査を行い、障害

者の現状や実態を把握するとともに、対応策等を検討したものです。 

 

２ 調査対象 

(1)区内の通所施設を利用する 18歳以上の愛の手帳所持者 

(2)区内の通所施設を利用する 18歳以上の精神障害者保健福祉手帳所持者 

(3)区内の共同生活援助(グループホーム)を利用する 18歳以上の愛の手帳所持者 

(4)区内の共同生活援助(グループホーム)を利用する 18歳以上の精神障害者保健福祉手帳所持者  

(5)区内の放課後等デイサービスを利用する児童 

(6)都外の入所施設を利用する 18歳以上の愛の手帳所持者 

合計 73名 

 

対象施設 18か所 

【主に知的障害者が利用する施設 11か所】 

   施設名 サービス種別  施設名 サービス種類 

１ 
大塚福祉作業

所 

就労継続支援 B

型 
６ 陽だまりの郷 共同生活援助 

２ 

本郷福祉セン

ター 

（若駒の里） 

生活介護 ７ 
ワークショップ

やまどり 

就労継続支援 B

型 

３ 
エルムンド小

石川 
共同生活援助 ８ 工房わかぎり 

就労継続支援 B

型 

４ 
エルムンド千

石 
共同生活援助 ９ 

ドリームハウス

Ⅲ・Ⅳ 
共同生活援助 

５ は～と・ピア２ 生活介護 10 
ワークプレイス

ぶんぶん 

就労継続支援 B

型 

   11 こぱん 生活介護 

   

 

【主に精神障害者が利用する施設 5か所】 

   施設名 サービス種別  施設名 サービス種類 

１ 銀杏企画Ⅱ 就労継続支援 B型 ４ 
文京ホームアンダ

ンテ 
共同生活援助 

２ 
ホームいちょ

う 
共同生活援助 ５ abeam（アビーム） 

就労継続支援 B

型 

３ 
エナジーハウ

ス 

地域活動支援セ

ンター 
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【障害児が利用する施設 ２か所】 

   施設名 サービス種別 

１ 放課後等デイサービス JOY 放課後等デイサービス 

２ 放課後等デイサービスロード 放課後等デイサービス 

 

【主に知的障害者が入所する都外入所施設 ４か所】 

※施設名については、個人情報保護の観点から明らかにしていません。 

 

３ 調査方法 

   面接法（グループ・インタビュー） 

 

４ 調査内容 

  属性、日中及び施設での活動、余暇の過ごし方、相談相手、区サービスの利用状況、地

域との交流、将来の希望等 

 

５ 調査時期 

  令和７年８月～１２月 

 

６ 現状・課題と対応策（一部抜粋） 

（1）主に知的障害者が利用する就労継続支援 B 型事業所のインタビュー調査結果 

現状・課題 質的調査を行った学生による提言 

交友関係の範囲が狭く、社会的なつな

がりが限定されている 

・共通の趣味を介した施設同士の交流

を促進する 

・地域交流の活動で利用者が主体性を

高められる機会を増やす 

災害対策が不十分で不安を抱えてい

る 

・避難訓練の内容を充実させる 

・個別避難計画を拡充させる 

・地域との交流を促進し、助け合える

関係性を構築する 

金銭面における不安を抱えている 

・得意分野を踏まえた就労支援 

・スキルアップのための研修や資格取

得の機会を設ける 

・地域との協働によるイベントの実施 
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（2）主に精神障害者が利用する通所施設(就労継続支援 B型事業所及び地域活動支援セン

ター)のインタビュー調査結果 

現状・課題 質的調査を行った学生による提言 

新たな人間関係の構築の機会が少な

い 

・地域イベントへの伴走型の参加支援 

・大学のイベントへ学生と参加 

・地域内の交流の場を拡大 

・他施設との交流 

災害発生時の対応を自分事として考

えられていない 

・持ち運びに便利な防災パンフレット

の作成 

・各利用者用のサービス等利用計画に

災害時の対応について記載し、関係

者間で共有 

必要な支援を適切に受けるための環

境不足 

・既存の公共交通不便地域への対応策

の導入、実施 

・交通機関の職員への障害者理解の促

進 

・ヘルプマークの代替アイテム創出 

 

（３）主に知的障害者が利用する生活介護事業所のインタビュー調査結果 

現状・課題 質的調査を行った学生による提言 

（地域） 

・地域に活動の場が少ない 

・本人の持つ選択肢が限定的 

・生活が施設の中で完結している 

・施設を中心として地域に活動の場を

広げる（利用者の選択で参加の有無を

決める） 

・利用者のニーズで活動を組み、地域

の声も反映していく 

（家族） 

・家族が本人の生活や考えに与える影

響が大きい 

・家族のいない利用者が抱える孤独感 

・将来的な家族支援への懸念 

・家族との時間の代替となるような居

場所や思い出の提供 

・家族以外に頼ることのできる存在や

多様な考え方に触れられる環境整備 

・長期的な支援計画の実践 

（災害） 

・利用者と職員間における防災意識の

差 

・災害に対する関心が実際の防災へと

結びついていない 

・避難所での支援に対する不安 

・利用者も理解しやすい防災の実施 

・利用者の声を取り入れた防災計画の

実践 
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（４）主に知的障害者が入居する共同生活援助(グループホーム)事業所のインタビュー 

調査結果 

現状・課題 質的調査を行った学生による提言 

将来の夢と現状の大きなギャップ 

・将来まで満足できる支援の提供 

・非日常的な支援（バーチャル体験で

の夢の実現等）の提供 

災害避難時の居場所がない 

・福祉避難所の活用 

・職員と利用者の日ごろからの災害意

識の共有 

コミュニケーション不足により、情報

を得られる体制が整えられていない 

・施設内でのコミュニティの形成 

・地域との交流 

・障害福祉サービス間での情報共有 

 

（４）主に精神障害者が入居する共同生活援助(グループホーム)事業所のインタビュー 

調査結果 

現状・課題 質的調査を行った学生による提言 

人間関係の固定化 
グループホーム内でのイベントの増

加 

施設退所後の不安 退所後も切れ目ない支援を続ける 

災害時の薬関係の不安 
・薬剤師との連携 

・災害カードの作成 

 

（5）障害児が利用する放課後等デイサービス事業所のインタビュー調査結果 

現状・課題 質的調査を行った学生による提言 

バス停から施設までの距離が遠くて

不便 

・バス停から施設までのシャトルバス

をだす 

・誰か１人バス停から施設まで迎えに

行く職員をつける 

災害時の防災意識が低い 

・定期的に被災時のシュミレーション

をする機会を設ける 

・防災マップを自分たちで作る機会を

設ける 

・起震車など災害を体験できる機会を

設ける 

人との交流が家族や施設内の友人に

限定 

・学校で障害についての啓発活動 

・施設と学校の連携をより強いものと

する 
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（５）主に知的障害者が利用する都外入所施設のインタビュー調査結果 

現状・課題 質的調査を行った学生による提言 

文京区への思いに関するアセスメ

ントの必要性 

施設周辺の相談支援事業所や入所

施設のサービス管理責任者、支援者

では、難しいアセスメントになるた

め、文京区行政が支援チームの中に

入り、意思決定支援に主体的に関わ

っていく必要がある 

文京区への地域移行の意向を把握

する必要性 

地域移行の社会資源である、グルー

プホーム等の居住の確保が求めら

れる 

一時的な里帰りの体験の必要性 
文京区内で生活体験を行うことが

できる資源をつくる必要がある。 
 

P.151



 

 

若者計画（中間のまとめ）の 

パブリックコメント及び区民説明会の結果について 

 

若者計画「中間のまとめ」について、パブリックコメント及び区民説明会を実施

し、区民から意見を聴取しました。 

 

１ パブリックコメント 

 ⑴ 募集期間 

令和７年 12月５日（金）から令和８年１月５日（月）まで 

 ⑵ 募集結果 

15名の方から 34件の意見をいただきました。 

 

２ 区民説明会 

  令和７年 12月 10日（水）及び 12月 13日（土）に、若者計画に関する区民説

明会を実施し、合計２名の方にご参加いただきました。 

 

３ パブリックコメント及び区民説明会等で寄せられた意見等及び区の見解 

別紙のとおり 

なお、パブリックコメント及び区民説明会の意見等及び区の見解については、

今後、区ホームページへの掲載等により公表します。 

P.152
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番号 関連する項目 ご意見【原則原文のとおり】 区の見解

1 計画全体

初策定！中間のまとめについて
区報ぶんきょう（12/5）で『初策定！若者計画中間のまとめ』を読みました。「みなさんのご意見をお聞かせください」
とのことなので私の印象を書き連ねてみます。しばしお付き合いください。
「初策定！」での「中間のまとめ」だけに盛り沢山・・・思いつくまま策定委員？のみなさんの思いを全て『若者計画』
の袋の中に入れてガラガラポンと似たような対策をまとめ上げた感が感じられるのは気のせいでしょうか・・・。策定委
員？の構成はどんなですか？総勢何人ですか？男性女性の比率はどうですか？年齢構成は19歳～39歳の方の比率はどう
なっていますか？都庁関係職員や職員の関係者や職員の家族で『若者』には何かしらの「こうしてほしい」「あれをやり
たい」「ここはどうなっているの」などなど、主要項目１、２、３のそれぞれの『主な取組』の一つひとつがどれだけ
「充実した生活を送れる社会」の実現を我がことのように「刺さる」事業や取り組みと感じてくれることができたの
か・・・やはり区報に盛り沢山に書かれた若者計画一つひとつを読んでそれぞれを想像してみても「？？？？」が頭の中
でくるくる回ります。基本理念や基本目標では若者でなくても普通に生活している都民にも当てはまるように感じてし
まっています（若者を年寄りに変えてもいいと）。つらつらと印象を書き連ねましたが・・・調査で把握してそれを踏ま
えるための「若者のニーズ」の掘り起こし把握も大切と思いますが、若者に「そんなこともあったか」「こんなこともあ
るんじゃない」などなど彼ら彼女らが「気付き」新しい発想が生まれるような取り組みを期待しています。

　本計画の策定に当たっては、「若者の生活と意識に関する調査」の結果をもとに、庁内や文京
区地域福祉推進協議会等での議論を経ており、この過程には、学識経験者や公募区民委員のほ
か、若者支援に携わる団体の代表者にも参加いただき、様々な意見を集約しながら進めておりま
す。さらには、若者自身との直接的な意見交換を実施するなど、本区に住む若者の声を踏まえた
内容となっております。
　また、基本理念及び基本目標については、本区の福祉保健を推進するための基本となる総合計
画である「地域福祉保健計画」に基づいており、若者を含む地域住民全体を対象としている一方
で、本計画の主要項目及びその方向性は若者に特化したものとして定めています。
　今後も、様々な機会を確保し、多くの方から意見を伺いながら、全ての若者が充実した生活を
送ることができるよう、若者支援施策を推進してまいります。

2 計画全体
海外経験について
すべての施策が内向きで失望しました。どこかで聞いたことのあるものが多く、すべてやめた方が良いと思う。若者に
は、海外経験をつんで欲しく、支援したらと思う。

　本計画は、本区の保健福祉を推進するための基本となる総合計画である「地域福祉保健計画」
の分野別計画の一つである「子育て支援計画」に内包され、若者支援施策に係る主要項目や関連
する事業の概要を掲載しております。計画策定後は、本計画に基づき進行管理を行い、全ての若
者が充実した生活を送ることができる社会の実現に向け、若者支援施策を推進してまいります。
　なお、現時点では、若者向けの海外経験への支援等を行う予定はありませんが、いただいたご
意見は、関係部署とも共有し、今後の政策立案の参考とさせていただきます。

3
第１章

計画策定の考え方

①文京区が「一歩先行く自治体」を目指している以上、全国の自治体の若者計画を丁寧にくまなく調べあげ、後れを取る
ことのない計画内容にしていただきたい。また、どの項目・内容が「一歩先行く自治体」のものであるのかしっかり明示
し、区民において文京区が「一歩先行く自治体」であることがわかるようにしていただきたい。もし、そうした丁寧なリ
サーチをしない／できない／したくない、区民にわかりやすく丁寧な記載をしない／できない／したくないということで
あれば、その理由を区民に丁寧に説明し、区民の理解と納得を得る最大限の努力を尽くしていただきたい。

　本計画は、子ども・若者育成支援推進法等に基づき、若者支援施策の方向性と取組を整理し、
お示しするものです。
　本計画の策定に当たっては、国や都の動向を踏まえるとともに、必要に応じて他自治体の考え
方等も把握しながら、本区の課題や実情に即した内容となるよう検討しました。
　今後も、計画に基づく進行管理の中で必要な見直しを行い、施策の充実に努めてまいります。

4
第１章

計画策定の考え方

③若者の声の反映や参画を促す取組みが限定的で、若者調査を実施しているとは言え有効回収率は約20％と低く、エビデ
ンスとしての有効性や信頼性、根拠能力に欠けます。多様な形式の若者向けワークショップや定期的なフォーラムなど、
継続的かつ多様な若者の参画の仕組みを設け、「若者の声を反映」→ 「計画の再検証」→ 「見直し／改定」とサイクル
化の仕組みを整えていただきたい。もし、しない／できない／したくないということであれば、その理由を区民に丁寧に
説明し、区民の理解と納得を得る最大限の努力を尽くしていただきたい。

　本計画の策定に当たっては、14,064人にご回答いただいた「若者の生活と意識に関する調査」
や対面及びオンラインでの意見交換会等を通じて、若者への意見聴取を実施してまいりました。
　また、本計画では、基本的な視点の一つとして「若者の意見表明機会の確保」を掲げており、
この視点に基づき、若者の意見を聴き、施策に反映する取組を進めていくことで、若者の社会参
画を推進してまいります。

5
第１章

計画策定の考え方

④文京区の計画（中間のまとめ）は法令の横断性や制度の整合性の面で組み立てが弱く、「子育て支援計画の分野別」の
一部としているものの、例えば港区などは複数の法律（こども基本法、子育て支援法、次世代育成支援対策法、子ども・
若者育成支援推進法など）を横断する建て付けとしていることから文京区も関係法制度を横断的に紐づけた「子ども／若
者総合支援計画」 と位置づけ直していただきたい。特に「子どもの貧困対策」「子どもの権利」「若者の社会参加・就労
支援」「子育て支援」「次世代育成支援」などを統合するようにしていただきたい。もし、しない／できない／したくな
いということであれば、その理由を区民に丁寧に説明し、区民の理解と納得を得る最大限の努力を尽くしていただきた
い。

　本計画は、子ども・若者育成支援推進法等に基づく若者育成支援に係る計画であり、本区の福
祉保健を推進するための基本となる総合計画である「地域福祉保健計画」の分野別計画の一つで
ある「子育て支援計画」に内包されます。これにより、庁内の複数の部署や関係機関が連携し、
妊娠・出産から若年世代までの様々なライフステージに向けた切れ目ない総合的な支援を行って
まいります。
　なお、子育て支援計画は、「次世代育成支援行動計画」、「子ども・子育て支援事業計画」及
び「子どもの貧困対策計画」を内包しており、引き続き、各計画を一体的に推進してまいりま
す。

6
第１章

計画策定の考え方

⑤文京区の計画期間は４年間（令和８～１１年度）と短く、長期性や将来展望の面で課題があります。他区は１０年計画
など長期スパンとしているところもあり、文京区も将来の少子高齢化や若者人口の動向を見据え、子ども期～若者期～将
来の子育て期という世代連鎖も視野に入れた１０年以上の中長期ビジョンを策定していただきたい。もし、しない／でき
ない／したくないということであれば、その理由を区民に丁寧に説明し、区民の理解と納得を得る最大限の努力を尽くし
ていただきたい。

　本計画は、子ども・若者育成支援推進法等に基づく若者育成支援に係る計画であり、本区の福
祉保健を推進するための基本となる総合計画である「地域福祉保健計画」の分野別計画の一つで
ある「子育て支援計画」に内包されます。これにより、庁内の複数の部署や関係機関が連携し、
妊娠・出産から若年世代までの様々なライフステージに向けた切れ目ない総合的な支援を行って
まいります。
　計画期間については、子育て支援計画に内包される「次世代育成支援行動計画」及び「子ど
も・子育て支援事業計画」が５年を１期として策定することが義務付けられていることから、
「子育て支援計画」の計画期間の終期に合わせ４年間としております。

7
第１章

計画策定の考え方

⑧文京区の計画（中間のまとめ）は施策の実施管理・モニタリング・評価の仕組みが曖昧と言わざるを得ず、確かに「進
行管理」を福祉関係者などで構成する「文京区地域福祉推進協議会」に委ねるとしているものの、成果指標（ＫＰＩ）や
中間レビュー／見直し頻度がはっきり具体的に記載されていません。 特にＫＰＩといった数値目標や定期的な中間レ
ビュー、フォローアップ調査の実施、公開報告を義務付ける仕組みを盛り込み、透明性を向上し、説明責任を強化してい
ただきたい。もし、しない／できない／したくないということであれば、その理由を区民に丁寧に説明し、区民の理解と
納得を得る最大限の努力を尽くしていただきたい。

　本計画では、進行管理事業において４年間の計画事業量を設定しており、文京区地域福祉推進
協議会等において各事業の成果及び評価並びに次年度の取組内容を毎年度報告するとともに、そ
の結果を区ホームページで公表いたします。
　今後も、社会情勢の変化や国・都の動向も踏まえ、必要に応じて計画内容の見直しを行いなが
ら、本計画を着実かつ効果的に推進できるよう、適切な検証に努めてまいります。

若者計画（令和８～令和11年度）に関するパブリックコメントで寄せられたご意見及び区の見解（34件）

1 
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8
第１章

計画策定の考え方

（１）「子育て支援計画」の分野別計画としてではなく、子ども期から若者期を一体的に支援する総合計画として再構成
すべきであり、そのようにしていただきたい。それに伴い、名称も「『文の京』子ども・若者総合計画（副題として「子
ども期から若者期をつなぐ『共育と共生のまち』を目指して）などとし、特に人口減少傾向を踏まえ、妊娠期から39歳ま
でについては包括的な計画へと修正していただきたい。計画期間も将来の人口動向や少子化の影響を踏まえ、１０年単位
（令和８～１７年度）を基本とし、４年目に中間見直しを行うようにしていただきたい。（※根拠法令としては「子ども
基本法」「子ども・若者育成支援推進法」「次世代育成支援対策推進法」等を横断的に整理するものとします）

　本計画は、子ども・若者育成支援推進法等に基づく若者育成支援に係る計画であり、本区の福
祉保健を推進するための基本となる総合計画である「地域福祉保健計画」の分野別計画の一つで
ある「子育て支援計画」に内包されます。これにより、庁内の複数の部署や関係機関が連携し、
妊娠・出産から若年世代までの様々なライフステージに向けた切れ目ない総合的な支援を行って
まいります。
　計画期間については、子育て支援計画に内包される「次世代育成支援行動計画」及び「子ど
も・子育て支援事業計画」が５年を１期として策定することが義務付けられていることから、
「子育て支援計画」の計画期間の終期に合わせ４年間としております。
　進行管理事業については、４年間の計画事業量を設定しており、文京区地域福祉推進協議会等
において各事業の成果及び評価並びに次年度の取組内容を毎年度報告するとともに、その結果を
区ホームページで公表いたします。
　計画の名称については、今後検討してまいります。
　今後も、社会情勢の変化や国・都の動向も踏まえ、必要に応じて計画内容の見直しを行いなが
ら、本計画を着実かつ効果的に推進できるよう、適切な検証に努めてまいります。

9
第１章

計画策定の考え方

（５）推進体制についても具体化・見える化をもっと推し進めていただきたい。例えば「文京区若者支援推進本部（仮
称）」の設置（※区長を本部長とし、関係部署横断の統括組織を設置）、若者地域ネットワーク会議」の設置（※学校、
大学、NPO、企業、医療機関、地域団体等が参画）、「若者区政検討会議あるいは協議会（※若者を政策提案や評価に参
加・参画してもらう）といったものを具体的に盛り込んでいただきたい。

　本計画の推進体制については、区長を本部長とする地域福祉推進本部のほか、地域福祉推進協
議会等の会議体で議論を経て進めております。これらの会議体は、学識経験者や公募区民委員に
加え、地域福祉に携わる様々な団体の代表者にもご出席いただき、意見を集約しながら進めてい
るところです。
　今後も、様々な機会を確保し、多くの方から意見を伺いながら、本計画を推進してまいりま
す。

10
第２章

計画の基本理念・基本目標

若者の生活基盤として「安全な移動環境」の確保を計画に明記していただきたい。
文京区は高齢者と子育て世帯が多く、歩道における自転車の高速走行は、若者（とりわけ未就学児を中心とする子供）を
含む区民の重大事故リスクとなっている。
若者が歩行者の安全を守りつつ、自身も安全に、加害者になることなく移動できる地域共生社会の形成のため、
①「歩道では歩く」ルール徹底の啓発、②「歩道での車両走行」の悪質性・違法性を周知する啓発看板の設置、③警察署
との連携による取締り強化重点エリア選定（後楽園駅周辺の坂道等）、を、子育て世帯を中心とする若者支援の一環とし
て位置付けていただきたい。（2.基本目標の２項に記載の「誰もが住み慣れた地域で安心して暮らせる」に、福祉だけで
なく、交通安全も含める趣旨）

　本計画は、本区の福祉保健を推進するための基本となる総合計画である「地域福祉保健計画」
の分野別計画の一つである「子育て支援計画」に内包され、若者支援施策に係る主要項目や関連
する事業の概要を掲載しております。
　また、「文京区交通安全計画」を策定し、当該計画に基づき自転車対策に関する施策や安全な
移動環境の確保等を進めているところです。
　加えて、これまでも警察等の関係機関と連携し、春・秋の交通安全運動や区内小中学校への交
通安全教育など、様々な機会を通じて交通ルールやマナーの周知・啓発等に取り組むとともに、
区民からの通報等を基に警察への取締り強化の依頼や対応策等について協議を行っております。
　区道においても、自転車の車道通行を促す注意喚起看板の設置や自転車通行空間の整備も進め
ているところです。
　いただいたご意見を参考に、今後も安全・安心に通行できる道路環境の確保に努めてまいりま
す。

11
第２章

計画の基本理念・基本目標

①「中間のまとめ」において「若者の自立支援と社会参加促進を図る」とあるところ、世田谷区や神奈川県藤沢市の先進
事例を参考に、「若者の自立支援と社会参加促進に加え、ジェンダー平等・多文化共生の視点を取り入れる」と修正して
いただきたい。もし、しない／できない／したくないということであれば、その理由を区民に丁寧に説明し、区民の理解
と納得を得る最大限の努力を尽くしていただきたい。

　本計画では、基本理念として「支え合い認め合う地域社会の実現」及び「男女平等参画の推
進」を掲げており、ご提案の趣旨は、これらの基本理念の考え方に含まれているものと認識して
おります。
　今後も、若者支援施策の推進に当たり、ジェンダー平等や多文化共生の視点を踏まえて取り組
んでまいります。

12

第２章
計画の基本理念・基本目標

第４章
主要項目及びその方向性

（２）本「計画」の理念と目標については、「すべての子どもと若者が、自分らしく生き、共に育ち、未来をつくるま
ち」と設定し、理念の柱として次の５つを打ち立てていただきたい。
１．子ども・若者の権利の尊重
２．自立と社会参加・参画の促進
３．共に支え合う多文化共生の地域社会の実現
４．こころとからだの健康・安全・安心の保障
５．多様性の確保とジェンダー平等の尊重

　本計画は、本区の福祉保健を推進するための基本となる総合計画である「地域福祉保健計画」
の分野別計画の一つである「子育て支援計画」に内包され、「地域福祉保健計画」の総論で掲げ
た基本理念及び基本目標を、本計画の基本理念・基本目標として掲載しております。
　本計画の策定に当たっては、「若者の生活と意識に関する調査」の結果をもとに、庁内や文京
区地域福祉推進協議会等での議論を経ており、この過程には、学識経験者や公募区民委員のほ
か、若者支援に携わる団体の代表者にも参加いただき、様々な意見を集約しながら進めておりま
す。また、若者自身との直接的な意見交換を実施するなど、本区に住む若者の声を踏まえた内容
となっております。

2 
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13

第２章
計画の基本理念・基本目標

第４章
主要項目及びその方向性

（３）重点分野・施策構成として次の６つの柱を打ち立てていただきたい。
▶１番目の柱：切れ目のない成長支援の確立＝「１９～３９歳」を対象とした計画となっていることから、子ども期・思春
期からの連続性が弱く、妊娠期～若者期までを一体的に支援する「成長ライフステージ別支援体系」を確立していただき
たい。また、幼少期→学齢期→思春期→若者期の課題ごとに、教育・相談・就労支援・居場所支援を連動させていただき
たい。学校・家庭・地域・行政の連携ネットワークを強化（スクールソーシャルワーカー、ユース支援員配置等）してい
ただきたい。
▶２番目の柱：若者の社会的自立とキャリア支援＝本「計画」はライフデザイン支援が抽象的かつ曖昧であり、「若者キャ
リアセンター（仮称）の設置検討」や「就労・職業体験・インターン支援の産学連携の拡充」「非正規・フリーランス・
起業志向者への支援策整備」「生活困窮若者への伴走支援（住まい・相談・金銭管理サポート）の拡充」をはっきりわか
る形で盛り込んでいただきたい。
▶３番目の柱：メンタルヘルスとこころのケア＝本「計画」においては、健康保持・増進が理念レベルに留まっており、区
内の精神保健センターと学校、ＮＰＯ連携による「若者メンタル支援ネットワーク」を構築したり、ＳＮＳ相談、夜間Ｌ
ＩＮＥ相談などデジタルアクセスの強化や、ひきこもり・孤立・依存・性被害・暴力被害などへの専門支援体制を明記し
たりしていただきたい。
▶４番目の柱：地域の多文化共生や多世代のつながりづくり＝本「計画」では理念として盛り込まれているものの、実践面
の仕組みが脆弱であり、若者・子育て世代・高齢者の交流拠点（地域カフェ・こども食堂・多世代サロン）の育成支援
や、学生ボランティアの地域活動への参加促進（活動証明制度・ポイント制度導入）、区内の学校・地域団体・大学が協
働するモデル事業「地域共育プロジェクト」を創設することなどを盛り込でいただきたい。
▶５番目の柱：若者の積極的な参画と若者の意見・要望・アイデアを施策に反映させる仕組み＝従来の延長線上にある調査
やパブコメが中心で、若者が実際に関与する仕組みが不十分であることから、「文京区若者会議（仮称）」を立ち上げ、
企画・計画策定から実施・評価に至る全てのプロセスに若者自身が参画できるようにしていただきたい。また、区政モニ
ター制度を拡充し、オンライン投票や意見募集を常設化していただきたい。若者フォーラムや多様なＳＮＳを通じて発信
したり、動画広報などで政策への関心を高めたりするようにしていただきたい。
▶６番目の柱：計画推進に伴う評価と検証のあり方＝進行管理主体が曖昧で、ＫＰＩが不明確であり、年次実績報告と中間
レビューを義務化（４年目に評価報告書を公開）を盛り込んでいただきたい。なお、ＫＰＩについては指標を明確化し、
例えば相談支援利用者数、若者就労率、孤立者減少率（※オープンデータ化により区民参画と透明性を確保）などを検討
していただきたい。さらに区民・関係機関・若者会議による「相互評価」方式なども採用していただきたい。

　本計画は、本区の福祉保健を推進するための基本となる総合計画である「地域福祉保健計画」
の分野別計画の一つである「子育て支援計画」に内包され、「地域福祉保健計画」の総論で掲げ
た基本理念及び基本目標を、本計画の基本理念・基本目標として掲載しております。
　本計画の策定に当たっては、「若者の生活と意識に関する調査」の結果をもとに、庁内や文京
区地域福祉推進協議会等での議論を経ており、この過程には、学識経験者や公募区民委員のほ
か、若者支援に携わる団体の代表者にも参加いただき、様々な意見を集約しながら進めておりま
す。また、若者自身との直接的な意見交換を実施するなど、本区に住む若者の声を踏まえた内容
となっております。
　いただいたご提案も参考に、全ての若者が充実した生活を送ることができるよう、若者支援施
策を推進してまいります。

14

第２章
計画の基本理念・基本目標

第４章
主要項目及びその方向性

（４）本「計画」において、下記Ａ～Ｄの横断的な重点テーマを設けていただきたい。
Ａ子どもや若者の権利と貧困対策（教育・医療・生活支援を一体化し、世代を超えて再貧困を防止）
Ｂジェンダー平等と多様性（ＬＧＢＴＱ＋支援、若い女性のキャリア・安全・健康支援を拡充等）
Ｃデジタルと若者支援（ＳＮＳ相談・メタバース交流・デジタル就労支援の活用等）
Ｄ災害・防災・レジリエンス教育（地域の若者ボランティア育成と災害時支援人材の確保等）

　本計画は、本区の福祉保健を推進するための基本となる総合計画である「地域福祉保健計画」
の分野別計画の一つである「子育て支援計画」に内包され、「地域福祉保健計画」の総論で掲げ
た基本理念及び基本目標を、本計画の基本理念・基本目標として掲載しております。
　本計画の策定に当たっては、「若者の生活と意識に関する調査」の結果をもとに、庁内や文京
区地域福祉推進協議会等での議論を経ており、この過程には、学識経験者や公募区民委員のほ
か、若者支援に携わる団体の代表者にも参加いただき、様々な意見を集約しながら進めておりま
す。また、若者自身との直接的な意見交換を実施するなど、本区に住む若者の声を踏まえた内容
となっております。
　いただいたご提案も参考に、全ての若者が充実した生活を送ることができるよう、若者支援施
策を推進してまいります。

15

第４章
主要項目及びその方向性

第５章
計画の体系・計画事業

（主要項目３-方向性２ 社会参画
と居場所づくり）

基本的な視点として「若者の意見表明機会の確保」を挙げているが、具体的にどのような手法を考えていますか。主要項
目３の「社会参画と居場所づくり」がこの視点の反映先になるのかなと思いますが、意見表明機会につながる事業がな
かったように思えます。
若者が意見表明をしやすいような情報提供と、表明できる場所の確保に関する具体的な施策を取り入れて欲しいです。少
なくとも若者計画については、若者向けに読みやすいUIで情報をまとめたページを作成し、具体的な意見募集をオンライ
ン上で行うなどして欲しいと感じています。

　「若者の意見表明機会の確保」は、若者支援施策全体に共通する考え方として基本的な視点の
一つに位置付けており、若者自らが声を発し社会に関わる機会を広げられるよう、多様な意見表
明の場の確保やアンケートの活用等により、意見を伝えやすい仕組みの整備を進めてまいりま
す。
　また、意見表明機会につながる取組については、庁内で新たな施策の検討を進めており、取り
まとめ後に公表いたします。
　本計画の策定に当たっては、「若者の生活と意識に関する調査」に加え、対面及びオンライン
による意見交換会等を通じて若者への意見聴取を実施したほか、その周知についても、ＳＮＳ広
告を活用してきたところです。
　今後も、若者に分かりやすい情報提供の方法や、意見を表明しやすい環境づくりについて検討
を重ね、若者の声を施策に反映できるよう取り組んでまいります。

3 
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番号 関連する項目 ご意見【原則原文のとおり】 区の見解

16
第４章

主要項目及びその方向性

②文京区の計画（中間のまとめ）は「若者（１９～３９歳）」に焦点を絞ったものであるとは言え、「子ども期」～「若
者期」を通じた一貫支援という点で見ると他の自治体に後れを取っているように思われます。
■比較１＝江戸川区の「未来を支える江戸川こどもプラン」は、子ども期から若者期までを通じた支援を「総合的に」進
める計画であり、「子どもと若者、関係者の声を聴く取り組み」を策定過程で重視しています。
■比較２＝港区 の「港区子ども・若者・子育て総合支援計画」は、幼児期から子育て期、そして若者期までをつなぐ「切
れ目のない支援」を目指し、複数の法律（子ども基本法、子ども・子育て支援法、次世代育成支援対策推進法、子ども・
若者育成支援推進法等）を横断的に織り込んでいます。
■比較３＝世田谷区 の「世田谷区子ども・若者総合計画（第3期）」は、妊娠期～乳幼児期～学童期～思春期～若者期ま
で、人生の各段階に応じた支援を“切れ目なく”展開する１０年計画で、「子どもの権利条例」にも裏付けられた総合性
を特徴としています。
　現状の文京区の計画（中間のまとめ）は、子ども期～若者期を通じた支援の「切れ目のなさ」の面で他区に後れを取
り、「子育て支援計画に内包」という形で若者計画を位置づけているものの、幼児～児童～思春期～若者期までの包括的
な人生段階プランとしては手薄と言わざるを得ません。
　そこで 「子育て支援計画」＋「若者計画」だけでなく、「子ども・若者総合計画」として、 妊娠期・乳幼児期・学童
期・思春期 からつなぐ包括的な枠組みを明確に示し、将来的には子ども期支援も連動する長期的な総合プランを策定する
ようにしていただきたい。
　もし、しない／できない／したくないということであれば、その理由を区民に丁寧に説明し、区民の理解と納得を得る
最大限の努力を尽くしていただきたい。

　本計画は、子ども・若者育成支援推進法等に基づく若者育成支援に係る計画であり、本区の福
祉保健を推進するための基本となる総合計画である「地域福祉保健計画」の分野別計画の一つで
ある「子育て支援計画」に内包されます。これにより、庁内の複数の部署や関係機関が連携し、
妊娠・出産から若年世代までの様々なライフステージに向けた切れ目ない総合的な支援を行って
まいります。
　なお、計画の名称については、今後検討してまいります。

17
第４章

主要項目及びその方向性

⑥文京区の計画（中間のまとめ）は支援内容の面で限定的であり、抽象レベルに留まっていると言わざるを得ません。
「中間のまとめ」を読む限り、「ライフデザイン支援」「自立支援」「自己実現の機会づくり」を柱とし、具体的な施策
内容（教育、労働、住まい、メンタルヘルス、子育て、貧困対策など）の言及があるものの、最大限の幅で捉えて網羅的
にしているかと言えば、必ずしもそうはなっておらず、他区のような「子ども」～「若者」向けの多層支援メニューほど
は充実していません。文京区においても「就労支援・相談」「キャリア支援・相談」「住まい支援・相談」「メンタル支
援・相談」「子育て支援・・相談」「子育て予備層支援・相談」など、 ライフステージと多様なニーズ別に支援メニュー
を細分してキメ細く丁寧に対応し、さらには子ども・若者の権利保障、貧困対策、社会参加支援を充実・強化して明確に
打ち出していただきたい。もし、しない／できない／したくないということであれば、その理由を区民に丁寧に説明し、
区民の理解と納得を得る最大限の努力を尽くしていただきたい。

　本計画では、若者支援の主要項目を「充実したライフデザインの支援」、「社会的自立への援
助」、「自己実現の機会づくり」と位置づけており、あらゆる立場の若者がいずれかの主要項目
に該当するよう整理しております。
　また、本計画を内包する子育て支援計画と整合を図ることで、ライフステージごとに切れ目の
ない支援を提供するとともに、主要項目ごとに定めた方向性に基づき、全ての若者が充実した生
活を送ることができるよう、若者支援施策を推進してまいります。

18
第４章

主要項目及びその方向性

⑦家族支援を巡り、葛飾区の事例を参考に「若者を支える家族への相談・支援体制の整備」を盛り込んでいただきたい。
もし、しない／できない／したくないということであれば、その理由を区民に丁寧に説明し、区民の理解と納得を得る最
大限の努力を尽くしていただきたい。

　本計画では、基本的な視点の一つとして「包括的な支援体制の強化（重層的支援体制整備の推
進）」を掲げております。
　この視点に基づき、各事業を通じて、若者本人だけでなく、その家族を含めた包括的な支援を
推進してまいります。

19
第４章

主要項目及びその方向性

⑧デジタル活用やＩＣＴ支援を巡り、港区の事例を参考に「若者支援施策のデジタル化・ＩＣＴ活用による効率化と情報
発信強化」を盛り込んでいただきたい。もし、しない／できない／したくないということであれば、その理由を区民に丁
寧に説明し、区民の理解と納得を得る最大限の努力を尽くしていただきたい。

　本計画では、基本的な視点の一つとして「行政手続のデジタル化とＤＸの推進」を掲げており
ます。
　この視点に基づき、全ての若者が充実した生活を送ることができるよう、若者支援施策を推進
してまいります。

20

第５章
計画の体系・計画事業

（主要項目１-方向性１　理想の
ライフプランとワーク・ライフ・

バランスの実現）

②「中間のまとめ」において、単に「相談体制の整備」としているところは、港区・品川区の事例を参考に、「相談体制
の整備に加え、オンライン相談窓口や多言語対応を導入」と修正していただきたい。もし、しない／できない／したくな
いということであれば、その理由を区民に丁寧に説明し、区民の理解と納得を得る最大限の努力を尽くしていただきた
い。

　本計画では、基本的な視点の一つとして「行政手続のデジタル化とＤＸの推進」を掲げており
ます。また、各事業においても、多言語対応をするなど、具体的施策を実施しております。
　今後も、全ての若者が充実した生活を送ることができるよう、若者支援施策を推進してまいり
ます。

4 
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22

第５章
計画の体系・計画事業

（主要項目２-方向性１　社会的
孤立の予防と心理的支援）

グループホームの増設について
相談センターや就労支援はあるが、グループホームについては、記述が無い。知的障害者が、死ぬまで文京区で安心して
暮らせるように、グループホームを増設すべきである。湯島センターの建替え時には、グループホームを合築する事。
又、遊休区有地にも、小規模なグループホームを建てる事。運営は、部外委託で、構わない。

　区としては、誰もが住み慣れた地域で安心して暮らせる地域社会の実現に向けた取組を進めて
いくことが重要であると考えております。「障害者・児計画」におきましても、障害者が自らの
望む地域で自立した生活を営むための基盤整備として、「グループホームの拡充」を計画事業と
して掲げております。当該計画に基づき、拡充した施設整備費補助制度の周知を図っていくこと
により、社会福祉法人等民間事業者による施設整備を促進してまいります。
　また、湯島総合センターの建替えについては、現行の機能を基本としつつ、新たな機能を整備
する方向で、多様なご意見を伺いながら、区として全庁的な検討を行い、「湯島総合センターの
整備方針」を策定しました。この方針において、新規機能の整備の一つとして、「障害者ショー
トステイ（短期入所）」を計画しております。

23

第５章
計画の体系・計画事業

（主要項目２-方向性１　社会的
孤立の予防と心理的支援）

⑥ひきこもり・不登校支援を巡り、葛飾区の事例を参考に「ひきこもり・不登校の若者への個別支援プログラムの導入」
を盛り込んでいただきたい。もし、しない／できない／したくないということであれば、その理由を区民に丁寧に説明
し、区民の理解と納得を得る最大限の努力を尽くしていただきたい。

　本計画では、ひきこもりを含む多様な背景をもつ若者への支援について、主要項目２の方向性
１「社会的孤立の予防と心理的支援」にて掲げております。
　この方向性に基づき、全ての若者が充実した生活を送ることができるよう、若者支援施策を推
進してまいります。
　なお、本計画にも記載のとおり、本区では、ひきこもり当事者やそのご家族を対象に、「ひき
こもり等自立支援事業（STEP事業）」を実施しております。本事業では、ひきこもりに関するご
相談から、居場所の提供、社会参加に向けたプログラムまでを段階的に実施し、一人ひとりの状
況に応じたきめ細やかな相談支援を行っております。

21

第５章
計画の体系・計画事業

（主要項目１-方向性２　健康と
スポーツによる生活の質の向上）

１．意見提出の趣旨
文京区が策定を進めている「（仮称）文京区若者計画」は、19歳から39歳までの若者を対象に、若者を取り巻く環境や多
様化するニーズを踏まえ、今後4年間における若者支援施策の方向性を示す重要な計画であり、その意義は大きいと考えま
す。
一方で、「中間のまとめ」においては、香害や化学物質過敏症のある子ども・若者への配慮に関する記載が見当たらず、
現実に存在する深刻な困難が十分に反映されていないのではないかと懸念します。
香害や化学物質過敏症は、学び、就労、社会参加といった若者期の重要な機会を奪いかねない問題であり、若者支援施策
の中で正面から位置づける必要があると考え、以下の意見を提出します。
２．香害・化学物質過敏症が若者に与える影響について
近年、市販の合成洗剤や柔軟剤等日用品に、香料などの成分をマイクロカプセル等に封入して徐放する技術が広く用いら
れるようになりました。その結果、香料が長時間・広範囲に拡散し、微量でも体調不良を引き起こす人が増えています。
特に子どもや若者においては、
・学校に通うことができない
・教室や公共施設に近づけず、必要な支援を受けることもできない
・アルバイトや就職、職場定着が困難になる
といった形で、学習機会や就業機会そのものを失う事例が生じています。
日本臨床環境医学会および室内環境学会が2024年度に実施した全国調査では、小中学生の8.3％が柔軟剤等の香料を原因と
して体調不良を経験し、そのうち約4人に1人が登園・登校を嫌がっていたこと、学年が上がるほど体調不良経験者の割合
が増加し、小中学生全体では1割を超えることが報告されています。
これらの状況は、若者の自己肯定感の低下や孤立、進学・就労の断念にもつながりかねず、若者支援の観点から看過でき
ない課題であると考えます。
３．若者計画との関係性について
本計画は、「地域福祉保健計画」の分野別計画である「子育て支援計画」に内包され、若者の健やかな成長や自立、社会
参加を支えることを目的としています。
しかし、香害や化学物質過敏症への配慮が欠けた環境では、居場所づくり事業に参加できない、相談窓口や支援機関を利
用できない、就労支援や社会参加の機会にアクセスできない、といった状況が生じ、「支援があっても利用できない」若
者が取り残されるおそれがあります。
これは、若者計画が掲げる「誰一人取り残さない支援」の理念とも整合しないものと考えます。
４．計画への具体的な意見・要望
以上を踏まえ、「（仮称）文京区若者計画（令和8年度～11年度）中間のまとめ」に、以下の視点を反映することを要望し
ます。
・香害・化学物質過敏症を、若者の学び・就労・社会参加を妨げる要因の一つとして明記すること
・若者支援施策の検討にあたり、環境要因による健康被害や困難を抱える若者の存在を前提とすること
・若者向け施設、居場所、相談支援の場において、香料や化学物質への配慮、無香料・低化学物質環境の検討、利用に当
たっての合理的配慮を検討すること、学校・就労・地域生活の各段階において、香害や化学物質過敏症に関する理解促進
や情報提供を進めること
５．おわりに
香害や化学物質過敏症への配慮は、特定の若者だけの問題ではなく、誰もが当事者になり得る健康・環境問題であり、若
者の可能性を守るための基盤的な課題です。
文京区が進める若者計画が、多様な困難を抱える若者一人ひとりに寄り添い、真に「生きづらさを抱えた若者を支える計
画」となるよう、本計画において香害・化学物質過敏症への視点を位置づけることを強く要望します。

　本計画は、子ども・若者育成支援推進法等に基づき、若者支援施策の方向性や取組を整理し、
お示しするものです。そのため、若者に限らず全ての年代における共通の課題については、本計
画に掲載しないものとしております。
　化学物質過敏症については、化学物質との因果関係や発生のメカニズムがいまだ解明されてい
ない点も多いため、国や都の動向を注視し情報収集に努めるとともに、今後の研究課題とさせて
いただきます。
　なお、香りへの配慮については、区ホームページに掲載し、周知・啓発に努めているところで
す。
　今後も、多様な課題を抱える若者が充実した生活を送ることができる社会の実現に向け、若者
支援施策を推進してまいります。

5 
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第５章
計画の体系・計画事業

（主要項目２-方向性１　社会的
孤立の予防と心理的支援）

（主要項目３-方向性２　社会参
画と居場所づくり）

③「中間のまとめ」において「居場所づくりの推進」としているところは、品川区の事例を参考に「居場所づくりの推進
とともに、メンタルヘルス支援、交流拠点の充実を図る」と修正していただきたい。もし、しない／できない／したくな
いということであれば、その理由を区民に丁寧に説明し、区民の理解と納得を得る最大限の努力を尽くしていただきた
い。

　本計画では、若者の居場所づくりや心理的支援について、主要項目２の方向性１「社会的孤立
の予防と心理的支援」及び主要項目３の方向性２「社会参画と居場所づくり」にて掲げておりま
す。
　これらの方向性に基づき、全ての若者が充実した生活を送ることができるよう、若者支援施策
を推進してまいります。

25

第５章
計画の体系・計画事業

（主要項目２-方向性２　経済的

自立の支援）

経済的自立の支援について
高校・大学のみならず専門学校など各種学校等にも門戸を最大限広げて奨学金制度を創設する。一部給付型として文京区
へのイメージを良くする。また、短期、簡易なアルバイトの紹介を行い、地元で働ける場所をすぐに見つけられるように
してあげる。

　現時点では専門学校向けに区独自の奨学金制度等を創設する予定はありませんが、いただいた
ご意見は、関係部署とも共有し、今後の政策立案の参考とさせていただきます。
　また、区内におけるアルバイト等の求人情報については、ハローワーク飯田橋の相談窓口や
ホームページにおいて紹介をしております。引き続き、ハローワーク飯田橋と連携し、求人情報
の紹介や職業相談を行ってまいります。

26

第５章
計画の体系・計画事業

（主要項目２-方向性２　経済的
自立の支援）

　区政をいつもありがとうございます。若者計画に際し、投書させていただきます。近年発達障害の子どもは増加の一途
を辿っております。18歳までは公共のサポートが色々と充実するようになって参りましたが、社会人として自立を促す19
歳以降のサポートが手薄く、親がなきあとが心配です。発達障害の人は、配慮があれば出来る仕事はたくさんあります。
ですが配慮が無いと挫折や孤立してしまい、引きこもりになりがちです。文京区として障害者就労支援の充実の項目に発
達障害者への支援の充実を加えていただくことを切に望みます。どうぞよろしくお願いいたします。

　文京区障害者就労支援センターでは、障害のある方の一般就労の機会拡大を図り、安心して働
き続けられるよう、福祉施設・ハローワーク等関係機関と連携しながら、就労面と生活面の支援
を行っており、発達障害のある方の支援も行っております。
　手帳所持の有無や年齢、環境など、その方の置かれている状況により支援内容も様々ですの
で、引き続き、障害者就労に関する情報を収集し発信する地域の障害者就労の拠点としての役割
を踏まえ、対象の方に寄り添った丁寧な支援を行ってまいります。

27

第５章
計画の体系・計画事業

（主要項目２-方向性２　経済的
自立の支援）

（主要項目３-方向性１　学び直
しとキャリア設計）

社会的自立/自己実現について
それぞれの主な取組として書かれていることは、どれも必要なことですが、それらに通底する考えの基本を学ぶ出発点み
たいなものが、まずは必要なのではないかと強く思った次第です。楽しく楽に安くではなく、人の困っていることを解決
するために見合った収入で社会を改善するという焦点のあて方を考えさせること。

　本計画では、第２章で計画の基本理念・基本目標を示しており、また、第４章では計画全体に
関わる基本的な視点や主要項目及びその方向性を示しております。
　これらに基づき、全ての若者が充実した生活を送ることができる社会の実現に向け、若者支援
施策を推進してまいります。

28

第５章
計画の体系・計画事業

（主要項目３-方向性１　学び直
しとキャリア設計）

リカレント教育課程等受講料助成金について
金銭の差で良いクオリティの教育を受けられない家庭に対しての助成金を出せば、メリットは大きいモノだと思う。

　区では、リカレント教育課程等受講料助成金において、65歳未満の区民のうち、就労経験のあ
る離職者、非正規雇用者及び個人事業者を対象に、人材の育成や職業能力の習得等につながる教
育課程・講座等を受講する際の受講料の一部を助成しております。
　なお、現時点では所得に応じた区独自の助成金等を行う予定はありませんが、いただいたご意
見は、関係部署とも共有し、今後の政策立案の参考とさせていただきます。

29

第５章
計画の体系・計画事業

（主要項目３-方向性１　学び直
しとキャリア設計）

文京区が取りまとめた「若者計画・中間のまとめ」を拝見しました。
行政による多様な支援策が丁寧に整理されており、若者の生活を支えるための真摯な姿勢を感じました。これらの施策の
多くは継続すべき価値があります。
しかし、現状の少子化の深刻さを踏まえると、従来型の支援だけでは若者の行動決定に十分な影響を与えられない可能性
があります。中央政府・地方自治体が長年取り組んできた施策と重なる部分も多く、殆どの施策は失敗だった困難な領域
でもあります。
少子化の本質的な要因は、若者が「自分の将来に確信を持てないこと」です。
結婚・出産・子育ては大きな決断が必要であり、その決断を支えるのは「安定した収入」と「将来の見通し」です。
ここにこそ、文京区が新しい突破口を開く余地があります。
そこで、戦国武将が命がけで到達した成功の条件「時の運・地の利・人の和」を手がかりに、文京区ならではの新しい方
向性・具体的取組を提案いたします。
■ 1. 時の運（天の時）
近年、一般の人々が日常的に利用できるレベルのAI技術が急速に普及しました。
これはまさに「天の時」であり、今後も長期的に発展し続けることが確実視されています。
AIは特定の職種に限らず、あらゆる分野に応用できる“汎用スキル”です。
若者がAIを使いこなせるようになれば、収入の安定性は大きく高まります。
文京区の若者計画に、このAI技術を積極的に組み込むことを強く提案します。
■ 2. 地の利
文京区には、東京大学松尾研究室が提唱する「本郷バレー」構想があります。
最先端のAI研究とスタートアップが集積しつつあるこの地域は、全国でも唯一無二の圧倒的な強みです。
文京区がAI人材育成に取り組むことは、地域の特性と完全に一致します。
他自治体には真似できない独自性を持つ施策となり、若者計画の核となり得ます。
■ 3. 人の和
現時点では、文京区の若者と本郷バレーのAI人材との接点は十分ではありません。
若者と研究者・スタートアップ人材等との交流は、信頼性の高い文京区が積極的に動けば「人の和」形成に多少の時間が
かかるかも知れませんが成功するでしょう。
これは、文京区が持つ知的資源を若者の未来に直結させるための重要な基盤です。
■ 4. 若者が本当に求めているもの：
「将来にわたって食いっぱぐれないスキル」
若者が結婚・出産をためらう最大の理由は、
「収入の不安定さ」と「将来の見通しの欠如」です。
AIスキルは、これらの不安を最も効率的に解消できるスキルです。
しかし、ここで重要な原則があります。
● 身銭を切らない学びは、身につかない
無料の講座は途中でやめても痛みがありません。
自分の意思で投資した学びこそ、人生を変える力を持ちます。
● 親の金は身銭ではない
真にスキルを身に付けるためには、自分で自分自身に投資する決断が不可欠です。
● しかし、お金がない若者もいる
そのために、文京区は「未来の稼ぐ力」を担保にした
ローン型奨学金を惜しみなく提供すべきです。
AIスキルを身につけた後に返済すればよい。
これは若者の自立と公平性を両立する仕組みです。
■ 5. 文京区AI学習塾とAIスキル検定制度の創設
文京区の若者が体系的にAIを学び、実力を客観的に証明できる仕組みを提案します。
●（1）文京区AI学習塾
既存の（図書館・区民センター等）の集会施設をフル活用し、
若者が段階的にAIスキルを習得できる常設講座を設置します。
・ AIリテラシー基礎
・ 職種別AI活用
・ データサイエンス・AI応用
・ 本郷バレー企業によるケーススタディ
・ 講師は松尾研究室や本郷バレーの若手研究者の協力をお願いし、
ほぼ毎日、高品質な講座を提供する。
●（2）（英語検定に似た）AIスキル検定制度
若者が努力して身につけたAIスキルを客観的に証明するため、
文京区主導で検定・資格制度を創設します。
・ 基礎：AIリテラシー
・ 応用：AI活用スキル
・ 専門：データサイエンス・AI応用
松尾研究室の監修により東大ブランドの権威と信頼性を確保し、
企業の採用にも活用できる資格になります。
■ 6. この施策は「本物の少子化対策」になる
AIスキルを身につけた若者は、収入が安定し、将来への見通しを持てます。
これは結婚・出産の意思決定に直接影響します。
つまり、
AI人材育成は、若者の経済的自立を支え、結果として少子化対策にもなる。
「若者計画」中間まとめの6の「方向性」と親和性もあり、
文京区子供家庭部子育て支援課が本来目指していた目的を、
より強力に達成する施策となり得ます。
■ 7. 文京区の未来像
この取り組みが進めば、文京区は次のように変わります。
• 若者がAIを日常的に使いこなす
• 区役所職員もAIを使いこなし、行政サービスが向上
•「文京区に行けばAIを学べる」という評価が全国に広がる
• AI検定が若者の就職・転職を後押し
•　若者の収入が上がり、結婚・出産のハードルが下がる
• 「AI王国」として文京区に、全国から視察が来る
これは、文京区が設定した令和8～11年の4年間で十分に実現可能です。
■ 結語
文京区の若者計画は、若者の生活を支える重要な取り組みです。
しかし、少子化という国家的課題に対しては、
従来型の施策だけでは限界があります。
文京区には、
AIという「天の時」、
本郷バレーという「地の利」、
そして若者と研究者をつなぐ「人の和」を育てる力があります。
これらを結びつけることで、
文京区は若者の未来を切り開く“先進自治体”になれます。
本提案が、文京区の若者計画を
若者の人生を本当に変える施策へと進化させる一助となれば幸いです。

　若者が将来の見通しを持てるよう、学び直しや就労につながる力を高めることは重要であると
認識しており、区ではこれまで、主要項目３の方向性１「学び直しとキャリア設計」で掲げるＡ
Ｉに関する取組等を実施してまいりました。
　現時点では、ＡＩ学習の場の整備や検定制度の導入等を行う予定はありませんが、ＡＩをはじ
めとするＩＣＴ技術の動向を注視するとともに、いただいたご意見は、関係部署とも共有し、今
後の政策立案の参考とさせていただきます。

6 
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第５章
計画の体系・計画事業

（主要項目３-方向性１　学び直
しとキャリア設計）

文京区が取りまとめた「若者計画・中間のまとめ」を拝見しました。
行政による多様な支援策が丁寧に整理されており、若者の生活を支えるための真摯な姿勢を感じました。これらの施策の
多くは継続すべき価値があります。
しかし、現状の少子化の深刻さを踏まえると、従来型の支援だけでは若者の行動決定に十分な影響を与えられない可能性
があります。中央政府・地方自治体が長年取り組んできた施策と重なる部分も多く、殆どの施策は失敗だった困難な領域
でもあります。
少子化の本質的な要因は、若者が「自分の将来に確信を持てないこと」です。
結婚・出産・子育ては大きな決断が必要であり、その決断を支えるのは「安定した収入」と「将来の見通し」です。
ここにこそ、文京区が新しい突破口を開く余地があります。
そこで、戦国武将が命がけで到達した成功の条件「時の運・地の利・人の和」を手がかりに、文京区ならではの新しい方
向性・具体的取組を提案いたします。
■ 1. 時の運（天の時）
近年、一般の人々が日常的に利用できるレベルのAI技術が急速に普及しました。
これはまさに「天の時」であり、今後も長期的に発展し続けることが確実視されています。
AIは特定の職種に限らず、あらゆる分野に応用できる“汎用スキル”です。
若者がAIを使いこなせるようになれば、収入の安定性は大きく高まります。
文京区の若者計画に、このAI技術を積極的に組み込むことを強く提案します。
■ 2. 地の利
文京区には、東京大学松尾研究室が提唱する「本郷バレー」構想があります。
最先端のAI研究とスタートアップが集積しつつあるこの地域は、全国でも唯一無二の圧倒的な強みです。
文京区がAI人材育成に取り組むことは、地域の特性と完全に一致します。
他自治体には真似できない独自性を持つ施策となり、若者計画の核となり得ます。
■ 3. 人の和
現時点では、文京区の若者と本郷バレーのAI人材との接点は十分ではありません。
若者と研究者・スタートアップ人材等との交流は、信頼性の高い文京区が積極的に動けば「人の和」形成に多少の時間が
かかるかも知れませんが成功するでしょう。
これは、文京区が持つ知的資源を若者の未来に直結させるための重要な基盤です。
■ 4. 若者が本当に求めているもの：
「将来にわたって食いっぱぐれないスキル」
若者が結婚・出産をためらう最大の理由は、
「収入の不安定さ」と「将来の見通しの欠如」です。
AIスキルは、これらの不安を最も効率的に解消できるスキルです。
しかし、ここで重要な原則があります。
● 身銭を切らない学びは、身につかない
無料の講座は途中でやめても痛みがありません。
自分の意思で投資した学びこそ、人生を変える力を持ちます。
● 親の金は身銭ではない
真にスキルを身に付けるためには、自分で自分自身に投資する決断が不可欠です。
● しかし、お金がない若者もいる
そのために、文京区は「未来の稼ぐ力」を担保にした
ローン型奨学金を惜しみなく提供すべきです。
AIスキルを身につけた後に返済すればよい。
これは若者の自立と公平性を両立する仕組みです。
■ 5. 文京区AI学習塾とAIスキル検定制度の創設
文京区の若者が体系的にAIを学び、実力を客観的に証明できる仕組みを提案します。
●（1）文京区AI学習塾
既存の（図書館・区民センター等）の集会施設をフル活用し、
若者が段階的にAIスキルを習得できる常設講座を設置します。
・ AIリテラシー基礎
・ 職種別AI活用
・ データサイエンス・AI応用
・ 本郷バレー企業によるケーススタディ
・ 講師は松尾研究室や本郷バレーの若手研究者の協力をお願いし、
ほぼ毎日、高品質な講座を提供する。
●（2）（英語検定に似た）AIスキル検定制度
若者が努力して身につけたAIスキルを客観的に証明するため、
文京区主導で検定・資格制度を創設します。
・ 基礎：AIリテラシー
・ 応用：AI活用スキル
・ 専門：データサイエンス・AI応用
松尾研究室の監修により東大ブランドの権威と信頼性を確保し、
企業の採用にも活用できる資格になります。
■ 6. この施策は「本物の少子化対策」になる
AIスキルを身につけた若者は、収入が安定し、将来への見通しを持てます。
これは結婚・出産の意思決定に直接影響します。
つまり、
AI人材育成は、若者の経済的自立を支え、結果として少子化対策にもなる。
「若者計画」中間まとめの6の「方向性」と親和性もあり、
文京区子供家庭部子育て支援課が本来目指していた目的を、
より強力に達成する施策となり得ます。
■ 7. 文京区の未来像
この取り組みが進めば、文京区は次のように変わります。
• 若者がAIを日常的に使いこなす
• 区役所職員もAIを使いこなし、行政サービスが向上
•「文京区に行けばAIを学べる」という評価が全国に広がる
• AI検定が若者の就職・転職を後押し
•　若者の収入が上がり、結婚・出産のハードルが下がる
• 「AI王国」として文京区に、全国から視察が来る
これは、文京区が設定した令和8～11年の4年間で十分に実現可能です。
■ 結語
文京区の若者計画は、若者の生活を支える重要な取り組みです。
しかし、少子化という国家的課題に対しては、
従来型の施策だけでは限界があります。
文京区には、
AIという「天の時」、
本郷バレーという「地の利」、
そして若者と研究者をつなぐ「人の和」を育てる力があります。
これらを結びつけることで、
文京区は若者の未来を切り開く“先進自治体”になれます。
本提案が、文京区の若者計画を
若者の人生を本当に変える施策へと進化させる一助となれば幸いです。

　若者が将来の見通しを持てるよう、学び直しや就労につながる力を高めることは重要であると
認識しており、区ではこれまで、主要項目３の方向性１「学び直しとキャリア設計」で掲げるＡ
Ｉに関する取組等を実施してまいりました。
　現時点では、ＡＩ学習の場の整備や検定制度の導入等を行う予定はありませんが、ＡＩをはじ
めとするＩＣＴ技術の動向を注視するとともに、いただいたご意見は、関係部署とも共有し、今
後の政策立案の参考とさせていただきます。

7 
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番号 関連する項目 ご意見【原則原文のとおり】 区の見解

30

第５章
計画の体系・計画事業

（主要項目３-方向性１　学び直
しとキャリア設計）

④「中間のまとめ」において、「教育・就労支援」としているところは、杉並区や港区の事例を参考に、「教育・就労支
援に、キャリア教育・グローバル人材育成プログラムを追加」と修正していただきたい。もし、しない／できない／した
くないということであれば、その理由を区民に丁寧に説明し、区民の理解と納得を得る最大限の努力を尽くしていただき
たい。

　本計画では、キャリア教育について、主要項目３の方向性１「学び直しとキャリア設計」にて
掲げております。
　この方向性に基づき、全ての若者が充実した生活を送ることができるよう、若者支援施策を推
進してまいります。

31

第５章
計画の体系・計画事業

（主要項目３-方向性２　社会参
画と居場所づくり）

地域の支え合い体制づくりについて
文京区には、近頃、かなり高層の個別（ワンルーム）らしいマンションの建設が後をたちません。マンションでは自治会
は全てで機能すべきでしょう。隣人でも顔も名前も知らないまま何年も過ごすということのないよう、又、住居人の困り
事や相談が気楽に話し合える空間が必要だと思います。人柄を分かり合い、話ができるということは、相手のことを理解
して、気持ちよく生活する上で大切。生活の質を向上させ、人間関係や世の中を見る目の変化や拡大につながります。若
者の流入は、よい面もありますが、区独自の大切にしたいこと、困りごとへの規制、ルール作りも大切だと思いますの
で、その辺をしっかり対応できる政策をお願いしたい。区の将来に責任をもった対応を！

　区では、中高層新築マンションの建設事業者との協議において、町会・自治会との窓口となる
事業者側の担当者の連絡先を提供してもらい、その情報を地域活動センターから該当町会等に情
報提供する取組を実施しております。
　また、地域コミュニティの核となる町会・自治会に対して、様々な支援を行い、地域活動の活
性化を図っているところです。
　引き続き、中高層マンション住民を含む町会未加入の地域の住民が、町会活動への参加に繋が
るよう、地域コミュニティ活性化の支援を行ってまいります。

32

第５章
計画の体系・計画事業

（主要項目３-方向性２　社会参
画と居場所づくり）

⑦文京区の計画（中間のまとめ）は若年層以外の世代との連携・地域共生の視点で弱い面が否めず、理念として「協働」
「地域共生」を掲げてはいるものの、若者だけでなく高齢者、子育て世代、地域住民を含めた「世代間連携」「地域間連
携」の中長期構造をもっとわかりやすく打ち出していただきたい。
　例えば地域住民＋高齢者＋子育て世代＋若者＋子どもなど、複数世代による「地域共生ビジョン」を盛り込んだり、多
世代交流や世代間支援ネットワークなどの多種多様な枠組みをもっと計画に入れたりしていただきたい。もし、しない／
できない／したくないということであれば、その理由を区民に丁寧に説明し、区民の理解と納得を得る最大限の努力を尽
くしていただきたい。

　本計画では、多世代交流や地域活動を通じたつながりの形成について、主要項目３の方向性２
「社会参画と居場所づくり」に位置付けております。
　また、地域共生や世代間連携の基本的な考え方は、本区の福祉保健を推進するための基本とな
る総合計画である「地域福祉保健計画」において基本理念及び基本目標として示しており、その
基本理念等を踏まえ、全ての若者が充実した生活を送ることができるよう、若者支援施策を推進
してまいります。

33

第５章
計画の体系・計画事業

（主要項目３-方向性２　社会参
画と居場所づくり）

⑤「中間のまとめ」において、「地域との連携」とあるところは、東京都小平市や世田谷区の事例を参考に、「地域との
連携に加え、若者参画促進のための意見聴取・参加型ワークショップを開催」と修正していただきたい。もし、しない／
できない／したくないということであれば、その理由を区民に丁寧に説明し、区民の理解と納得を得る最大限の努力を尽
くしていただきたい。

　本計画では、意見表明及び社会参画の機会の提供について、基本的な視点の一つとして「若者
の意見表明機会の確保」や主要項目３の方向性２「社会参画と居場所づくり」にて掲げておりま
す。
　この視点や方向性に基づき、全ての若者が充実した生活を送ることができるよう、若者支援施
策を推進してまいります。

34 その他

・1人目を出産し、去年は1年間育休を取らせていただきました。
その間は家の近くの子育て広場「まちぷら」に通い、そこの職員の方にとてもお世話になりました。
1人目で育児が思うようにいかないときは相談に乗っていただいたり、ただ日々の何気ない話を聞いていただいたりと、い
つでもとても親身になって接してくださり、とても楽しく育児ができたと思います。
自分も生まれた時から文京区で過ごしてきましたが、この「まちぷら」があることで自分の子どもこの場所で育てたい
と、心から思いました。
文京区内や区外の他の子育て広場も多く行きました。多くの子育て広場は子どもを主体としたものが多いと思いますが
「まちぷら」では親のことまで考えて、心地よく過ごさせてくれる雰囲気を感じました。今までにない素敵な子育て広場
だと思います。
ここで子育てができることに感謝したいと思います。
・私立保育園に勤めていますが、良くも悪くも保護者の意見をなんでも取り入れるのに疑問を感じています。
多様性を求められている時代なのである程度の受け入れは必要だと感じていますし、私立の園は園長判断のものが多いと
も思います。しかし前提として現場の保育者の人数は足りなくかなり厳しい環境です。
その環境の中で保護者の意見を受け入れすぎるのは現場で働いている保育者にとって、かなりの負担となっています。
現場で働いている人は保育の仕事は好き、子どもは好きと言う人が多いと思いますが、その気持ちだけでは今の保育は現
場の状況では続けていけないと思います。

　地域子育て支援拠点「こそだて応援まちぷら」をご利用いただき、誠にありがとうございま
す。今後とも、よりよい施設運営に努めてまいります。
　私立園の運営方針については、各保育運営事業者が最終的には決定するところであり、区で運
営方針を決定することはできませんが、区の指導や検査の際に、いただいたご意見を踏まえて、
保育運営事業者に助言等することで対応してまいります。

8 
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（仮称）文京若者計画（中間のまとめ）区民説明会でのご意見について 

 

１ 区民説明会の概要 

 

件 名 （仮称）文京区若者計画（中間のまとめ）区民説明会 

日 時 

第１回 令和７年 12月 10日（水）18：30～20：00 

第２回 令和７年 12月 13日（土）10：00～11：30 

会 場 文京シビックセンター 

参 加 者 計２名 
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２ 区民説明会で寄せられたご意見及び区の見解（４件） 

番号 計画の該当箇所 ご意見 区の見解 

１ 計画全体 

若者を 19～39 歳と定義していま

すが、その中でも学生や働いている

単身世帯、子育て世帯など、多様な

立場があり、それぞれに異なるニー

ズがあると考えます。計画では、特

にどの層を対象としていますか。 

本計画は、すべての若者を対象としています。計画の三つの

主要項目を⑴充実したライフデザインの支援、⑵社会的自立へ

の援助、⑶自己実現の機会づくりと位置づけており、あらゆる

立場の若者がいずれかの主要項目に該当するよう整理しており

ます。若者全員がより充実した生活を送れるよう、対象を限定

せずに計画を進めてまいります。 

２ 計画全体 

18～19歳の時期は、高校卒業等を

きっかけに各種手当が終了し、支援

が途切れやすいといった問題があ

ります。子育て支援計画等を含め

て、他の計画との連携についてはど

のように考えているのでしょうか。 

手当については、一つの例として、住宅費の負担に関して多

くのご意見をいただいており、若者調査の結果からも都心部に

おける住宅費高騰が大きな課題であることが明らかになりまし

た。一方で、支援の対象者や、限られた予算の中でどのように

事業を実施するかについては、区全体として慎重に判断する必

要があり、現時点では住宅など、新たな給付を行う予定はござ

いません。 

なお、若者調査等を通じて多くの声が寄せられたことにより

課題が明確となり、その結果は庁内のすべての部署と共有して

おります。今後は各種計画を所管している関係部署と連携し、

事業をさらに充実させることで、若者支援に取り組んでまいり

ます。 
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番号 計画の該当箇所 ご意見 区の見解 

３ 
第１章 

１ 計画の目的 

計画の目的に「若者が抱える多様

な課題や本区特有の傾向を踏まえ」

とありますが、文京区特有の傾向と

は具体的にどのようなものを指し

ているのでしょうか。 

区特有の傾向として、世帯収入 1,000万円以上の高所得層の

割合が東京都全体よりも高いことが挙げられます。一方で、世

帯収入 300万円未満の低所得層の割合は東京都よりも低く、区

内在住世帯は相対的に経済的な基盤が安定している傾向にあり

ます。 

また、自己肯定感に関する質問では、「自分には自分らしさと

いうものがあると思う」や「今の自分が好きだ」と回答する割

合が国の調査結果よりも高くなっています。 

そのほか、現在の不安や悩みごととして、区では「仕事」が

２番目に多く挙げられていますが、国の調査では仕事に関連す

る内容は上位に挙げられていないという特徴があります。 

４ 

第４章 

主要項目２ 

社会的自立への援助 

文京区は経済的に困難な状況に

ある人が少なく、子どもの貧困や若

者の経済的自立に関連する事業を

推進するのが難しいイメージがあ

ります。経済的な困難を抱える子ど

もや若者に対して、どのような支援

を進めていくのでしょうか。 

子どもの貧困については、子育て支援計画に「子どもの貧困

対策計画」を内包しており、当該計画に基づき各計画事業を推

進してまいります。 

また、若者の貧困や自立支援については、若者計画の主要項

目の一つである「社会的自立への援助」が該当します。具体的

には、ヤングケアラー支援やひきこもり支援等の事業を実施し

ており、これらを第４章の方向性に基づき必要に応じて拡充し

ていくことで、困難を抱える若者に対する支援を進めてまいり

ます。 
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若者計画の最終案について 
 

 

１ 子ども・子育て会議及び地域福祉推進協議会子ども・若者部会の開催状況 

⑴ 第１回（令和７年５月８日開催） 

若者計画について、概要や位置付けを検討するとともに、若者の生活と

意識に関する調査結果について報告を行った。 

 

⑵ 第２回（令和７年７月９日開催） 

若者計画について、以下の事項を検討した。 

ア 計画策定の考え方 

 イ 計画の基本理念・基本目標 

 ウ 若者の現状 

エ 主要項目及びその方向性 

 

⑶ 第３回（令和７年８月７日開催） 

若者計画について、主要項目及びその方向性を検討した。 

 

⑷ 第４回（令和７年 10月 17日開催） 

若者計画について、中間のまとめを検討した。 

 

⑸ 第５回（令和８年１月 22日開催） 

若者計画について、最終案を検討した。 

 

２ 「中間のまとめ」からの主な変更点 

  別紙１のとおり 

 

３ 最終案 

  別紙２のとおり 

 

４ 今後の検討予定 

令和８年 ２月 地域福祉推進協議会 

  ２月定例議会（最終案について） 

 ３月  若者計画策定 
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前回の会議からの主な変更点は、以下のとおりです。

No ページ 章 変更項目

1 P.172 第1章 1　計画の目的

2 Ｐ.184 1－⑴－イ　世帯類型の推移（図表3－4）

3 Ｐ.185 1－⑴－ウ　人口推計（図表3－5）

4 P.186
2－⑴－ア　合計特殊出生率及び出生数等
の推移（図表3－6及び図表3－7）

5 P.188
2－⑴－イ　年齢層別未婚率の推移及び婚
姻数の推移（図表3－10）

6 P.210
基本的な視点
3　持続可能で豊かな地域社会の構築

7 P.211
主要項目１－方向性１　理想のライフプラン
とワーク・ライフ・バランスの実現

8 P.221
1－1－6　ダイバーシティ推進事業（2－1－
14再掲）

9 P.222
1－1－10　乳児等通園支援事業（こども誰
でも通園制度）

10 Ｐ.224 1－1－16　障害者・児の介護支援の推進

11 P.225 1－1－18　放課後の児童の居場所

12 P.225
1－1－20　若者の居場所事業「Bunkyo
Night Youth Lounge」

13 P.227 1－2－6　若年層向け健康事業

14 P.229 1－2－11　スポーツ交流ひろばの充実

15 P.230
2－1－1　重層的支援体制整備事業（ぶん
きょうチームでまるごと支援）

16 P.238 3－1－3　文化芸術活動の推進

17 P.243 3－2－12　ボランティア活動への支援

第４章

ウェルビーイングの定義について、文言を一部修正しました。

文言を一部変更しました。
（共働き世帯→就業世帯）

SOGIの訳を修正しました。

事業概要を一部修正しました。
（区民→全ての区民）

事業概要を一部変更しました。

事業名、事業概要及び担当を修正しました。

事業名を子育て支援事業計画名の記載に併せて変更しました。

新たに事業を追加しました。

事業概要を一部変更しました。

事業概要を一部変更しました。

事業概要を一部変更しました。

第５章

若者計画（令和８～令和11年度） 主な変更点一覧

変更内容

一部文言及び資料名を修正しました。

若者の定義について、文言を一部変更しました。

図表を一部修正しました（積み上げ棒グラフの合計値を追記）。

第3章
図表を最新版へ変更しました（令和６年の数値を追記）。

図表を最新版へ変更しました（令和６年の数値を追記）。

新たに事業を追加しました。

別紙１
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第１章 

計画策定の考え方 
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第１章  計画策定の考え方 
 

 

１ 計画の目的 
 

我が国では、人口減少や少子高齢化、情報化、国際化が急激に進行するなど、若

者を取り巻く状況は大きく変化しています。 

「子ども・若者育成支援推進法」の施行から 15年が経過し、教育、福祉、医療、

雇用等の関係分野間の連携が進むなど一定の成果を上げてきました。令和３年４月

には、第３次「子供・若者育成支援推進大綱」が策定され、政府は、全ての子ども・

若者が自らの居場所を得て、成長・活躍できる社会を目指すとともに、子ども・若

者の意見表明や社会参画を促進し、社会全体で子ども・若者の健全育成に取り組む

としています。 

一方、生きづらさを抱える若者の課題は、ひきこもりや若年無業者（ニート）、

ヤングケアラーなど、複雑化・多様化しており、加えて、新型コロナウイルス感染

症の流行等が若者の生活、学び、働き方、人とのつながりに大きな影響を及ぼした

ことで、不安や困難を抱える若者の状況は深刻な状態にあります。そのため、これ

らの課題に対するより包括的な支援が求められています。 

 

文京区では、重層的支援体制整備事業を活用し、既存の相談支援や地域づくり支

援の取組を活かしつつ、複合化した課題や制度の狭間にあるニーズに対応する包括

的な支援体制を強化しているところです。 

また、令和７年１月、初の試みとして区内在住の 19～39歳の若者全員を対象に、

「若者の生活と意識に関する調査」を実施しました。これにより、若者の意見を把

握するとともに、若者が抱える多様な課題や本区特有の傾向を明らかにしました。 

 

このような状況を踏まえ、文京区は「若者計画」（令和８年度～11年度）を策定

します。 

若者の意見表明機会を確保する視点や包括的な支援体制を強化する視点、持続可

能で豊かな地域社会を構築する視点、行政手続きのデジタル化とＤＸを推進する視

点を踏まえ、多角的に若者支援を推進します。これにより、おおむね 19～39 歳の

全ての若者が充実した生活を送ることができる社会を目指します。  

P.172
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２ 計画の性格・構成 
 

本計画は、子ども・若者育成支援推進法第９条第２項に基づく、若者育成支援に

係る計画であり、本区の福祉保健を推進するための基本となる総合計画である「文

京区地域福祉保健計画」の分野別計画の１つである「子育て支援計画」に内包され

ます。 

計画の策定に当たっては、「子育て支援計画」との整合を図るとともに、「こども

大綱」の理念を十分に勘案した上で実施しています。 
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３ 計画の期間 
 

計画期間は、「子育て支援計画」の終期と合わせ、令和８年度から 11年度までの

４年間とします。 

なお、社会情勢の変化、国や都の動向を踏まえ、必要に応じて計画の見直しを行

います。 

 

令和５年度 令和６年度 令和７年度 令和８年度 令和９年度 令和 10年度 令和 11年度 

       

       

 

 

４ 計画の進行管理 
 

本計画を着実かつ効果的に推進するため、公募区民、福祉保健関係団体の代表者、

学識経験者で構成する「文京区地域福祉推進協議会」において、進行管理を行って

いきます。  

「文の京」総合戦略 
（令和６年度～９年度） 

文京区地域福祉保健計画 
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合 
地域福祉保健の推進計画 

高齢者・介護保険事業計画 

障害者・児計画 

保健医療計画 

前回計画 
（令和２年度～６年度） 

子育て支援計画 
（令和７年度～11年度） 
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第２章  計画の基本理念・基本目標 
 

 

本計画では、文京区地域福祉保健計画の総論で掲げた次の基本理念及び基本目標

に基づき、若者支援施策を推進していきます。 

 

１ 基本理念 

○人間性の尊重 

だれもが、個人として尊ばれ、人間性が生かされるとともに、人権が尊重される

地域社会を目指します。 

○自立の支援 

だれもが、自分の意思に基づき、自らの選択のもとに自立した生活を営み、自己

実現できるよう支援します。 

○支え合い認め合う地域社会の実現 

ノーマライゼーション1やソーシャルインクルージョン2の理念に基づき、だれも

が、主体的に社会参加でき、相互に人格と個性を尊重し、支え合い、ダイバーシテ

ィ3を推進する地域社会の実現を目指します。 

○健康の保持・増進 

だれもが、健康で安全な生活を享受でき、生涯を通じて健康を保持・増進するこ

とができる地域社会を目指します。 

〇協働による地域共生社会の実現 

だれもが、地域の課題を把握し、解決するための活動に、当事者意識を持って、

主体的に参画・協働し、分野を超えてつながる地域づくりを推進します。 

〇男女平等参画の推進 

一人ひとりが互いに人権を尊重し、喜びも責任も分かち合いつつ、性別に関わり

なく、その個性と能力を十分に発揮していきいきと暮らせる地域社会を目指します。  

 
1 ノーマライゼーション(normalization) 障害のある人もない人も、子どもも高齢者も、だれもが地域で普通（ノーマ

ル）の生活を送ることを当然とし、ともに支え合って普通の生活ができる社会を創造すること。また、その考え方をい

う。 
2 ソーシャルインクルージョン(social inclusion) 全ての人々を孤独や孤立、排除や摩擦から援護し、健康で文化的な

生活の実現につなげるよう、社会の構成員として包み支え合う理念をいう。 
3 ダイバーシティ(diversity) 性別（性的指向及び性自認を含む。）、人種、国籍、宗教、経歴、障害の有無など人それ

ぞれの「違い」を「多様性」として認め合い、互いを尊重し、だれもが暮らしやすい社会の実現を目指す考え方をいう。 
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２ 基本目標 
 

 

 

 

○ だれもが、いきいきと自分らしく、健康で自立した 

生活を営める地域社会を目指します。 

 

○ だれもが、住み慣れた地域で安心して暮らせるよう、 

必要な福祉保健サービスを自らの選択により利用で 

き、互いに支え合う地域社会を目指します。 

 

○ だれもが、地域、暮らし、生きがいをともに創り、 

互いに高め合い、役割を持つことができる地域社会を

目指します。 
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【第３章 若者の現状の見方】 

本章では、文京区における若者の現状について、各種資料や令和７年１月に実施した「若者の生活と意識に関する調査」

から得られたデータをグラフにまとめ、掲載しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
【若者の生活と意識に関する調査結果を見る上での注意事項】 

本区では、若者の生活や意識に係る現状を把握し、若者計画の基礎資料を得ることを目的に調査を実施しました 

（令和７年１月実施。区内在住の 19～39 歳に全数調査。有効回収率 20.1％）。 

その中で、自身・家庭の状況、普段の生活、家族の世話、仕事、社会とのつながりや区に関すること、将来への希望 

感、結婚・子育て・少子化対策、若者施策等に関する意見について実態を把握しました。 

 

（１）本文、表、グラフなどに使われる「ｎ」は、各設問に対する回答者数です。 

（２）年齢層別などのクロス集計は、無回答があるため合計が全体と一致しないことがあります。 

（３）百分率（％）の計算は、小数第２位を四捨五入し、小数第１位まで表示しました。したがって、単数回答（１つ

だけ選ぶ設問）においても、四捨五入の影響で、％の合計が 100％にならない場合があります。 

（４）複数回答（２つ以上選んでよい設問）においては、％の合計が 100％を超える場合があります。 

（５）表中の「－」は該当する回答がなかったことを示し、「0.0」は集計結果が四捨五入により小数第２位で 0.1 未満

となったことを示しています。 

グラフの主な特徴を簡潔に示しています。 
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第３章  若者の現状 
 

 

１ 人口等の推移・推計 

（１）国・都・文京区の統計 

ア 若者世代の人口の推移及び総人口との比率推移  

文京区の令和７年４月１日現在の若者世代（19～39 歳）の人口は 70,783 人で、

総人口に占める割合は 30.1％となっています。20～34 歳は、ここ数年で緩やかに

増加しています。一方で、35〜39歳は減少傾向にあります。 

 

 

【図表】３－１ 若者世代の人口の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【図表】３－２ 若者世代の人口が総人口に占める割合の推移（年齢層別） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：住民基本台帳（各年４月１日現在）  

1,682 1,751 1,779 1,903 1,936 1,740 1,751 1,948 2,045 2,002
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18,533 18,484 18,255 18,516 18,683 18,348 18,157 17,870 17,546 17,255
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文京区の若者世代の比率は、全国や東京都より高いものの、令和３年以降はほぼ

横ばいとなっています。 

 

【図表】３－３ 若者世代の人口が総人口に占める割合の推移（国・都・文京区） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
資料：人口動態統計（各年 10月１日現在）（全国） 

住民基本台帳（各年１月１日現在）（東京都） 

住民基本台帳（各年４月１日現在）（文京区） 

 
※ 令和７年の全国の比率については、作成時点において公表資料が未発表であることから、本計

画では掲載しておりません。 
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イ 世帯類型の推移 

文京区の単独世帯数は、平成 12 年には約 41,000 世帯でしたが、令和２年には

77,000 世帯を超え、一般世帯4全体の半数以上を占めています。また、核家族世帯

及び 18歳未満世帯員のいる一般世帯も平成 12年以降増加傾向にあります。 

 

【図表】３－４ 世帯類型の推移 

 
※ 

単独世帯5 

核家族世帯6 

親族世帯7 

非親族世帯8 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：国勢調査 

 

 

  

 
4 一般世帯 

(1) 住居と生計を共にしている人々の集まり又は一戸を構えて住んでいる単身者 

(2) 上記の世帯と住居を共にし、別に生計を維持している間借りの単身者又は下宿屋などに下宿している単身者 

(3) 会社・団体・商店・官公庁などの寄宿舎、独身寮などに居住している単身者 
5 単独世帯 世帯人員が一人の世帯 
6 核家族世帯 

(1) 夫婦のみの世帯 

(2) 夫婦と子どもから成る世帯 

(3) 男親と子どもから成る世帯 

(4) 女親と子どもから成る世帯 
7 親族世帯 二人以上の世帯員から成る世帯のうち、世帯主と親族関係にある世帯員のいる世帯 
8 非親族世帯 二人以上の世帯員から成る世帯のうち、世帯主と親族関係にある者がいない世帯 

単独世帯と核家族世帯の増加 
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ウ 人口推計 

「文の京」総合戦略における将来人口推計（区独自推計）によると、15～39歳の

令和 30年までの人口推計は、令和 15年のピークとなるまで増加し、その後減少し

ていくことが見込まれています。 

 

【図表】３－５ 人口推計 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：「文の京」総合戦略（令和６年３月）の推計方法に基づき算出 

 

  

令和 15 年がピークの見込み 
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２ 若者の生活基盤を取り巻く状況 

（１）国・都・文京区の統計 

ア 合計特殊出生率及び出生数等の推移 

全国の合計特殊出生率9は、平成 24 年以降は 1.40 を超えほぼ横ばいに推移して

いましたが、近年は減少傾向にあり、令和６年は 1.15 となりました。文京区の合

計特殊出生率は、全国と比較して低い数値で推移していますが、平成 30 年には東

京都を上回り、令和６年は 1.07となっています。 

一方、文京区の出生数は、平成 28 年の 2,167 人をピークに増減を繰り返しなが

ら推移していましたが、新型コロナウイルス感染症等の影響を受け、令和３年以降

大きく減少し、令和６年では 1,796人となっています。 

 

【図表】３－６ 合計特殊出生率の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
資料：ぶんきょうの保健衛生 

令和６年は人口動態統計（全国・東京都）、 

東京都保健医療局人口動態統計（文京区） 

 

【図表】３－７ 出生数の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：文京の統計（文京区）  

 
9 合計特殊出生率 15～49 歳の女性の年齢ごとの出生率を合計したもので、一人の女性が一生の間に生む子どもの数を

推計したもの。 

新型コロナ等の影響を受け減少 
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また、結婚や出産は個人の自由な意思決定に基づくものであり、ライフスタイル

の多様化が進む現代において、出生率を多角的に捉えることが子ども・子育て支援

施策を進める上で大切な視点となっています。 

その一つとして、婚姻状態に基づき出生動向を分析すると、婚姻している女性に

対する出生数の割合は、令和２年は東京都が 72.5‰10、文京区が 84.4‰となってお

り、特に文京区は全国の 71.2‰を大きく上回っています。 

合計特殊出生率は、就学や就職を機に若年層が都市部に流入する影響を受けるた

め、都市部で特に低くなる傾向があります。これに対して、配偶者を有する女性に

対する出生数の割合は異なる推移を示し、都市部で相対的に高くなっています。 

 

【図表】３－８ 婚姻している女性に対する出生数の割合の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：国勢調査、人口動態調査 

  

 
10 ‰（パーミル） 千分率。0.001 を 1‰とする表記。 
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イ 年齢層別未婚率の推移及び婚姻数の推移 

文京区における令和２年の 30～34歳の未婚率は、男性で 39.1％、女性で 35.8％

となっており、およそ３人に１人が未婚となっています。いずれも平成 12 年時点

と比べると、全体で未婚割合が減少しています。 

文京区の婚姻数は、増減を繰り返しており、令和６年時点で 1,605 件となってい

ます。 

 

【図表】３－９ 年齢層別未婚率の推移 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：国勢調査 

 

【図表】３－10 婚姻数の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：東京都保健医療局人口動態統計 
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ウ 共働きの世帯の割合（末子年齢別） 

文京区における令和２年の子どもがいる夫婦の世帯に占める「夫婦とも就業」の

世帯の割合は、平成 27 年と比較して全ての区分で増加しています。特に、６歳未

満の未就学児の保護者は、7.1 ポイントと大きく増加しています。全体でみると、

末子の年齢が上がるにつれて共働き世帯の割合は増加しています。 

 

【図表】３－11 共働きの世帯の割合 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
※ 「子どもがいる夫婦世帯」のうち、夫婦ともに就業している世帯の割合を、末子の年齢ごとに

分類して算出しています。 

 

資料：国勢調査 
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（２）若者の生活と意識に関する調査結果 

ア 世帯収入 

世帯収入は、全体でみると「1,000～1,500 万円未満」が 20.5％と最も高くなっ

ています。次いで「700～1,000万円未満」が 14.8％、「500～700万円未満」が 12.7％、

「1,500～2,000 万円未満」が 11.4％、「300～500 万円未満」が 11.2％となってい

ます。 

年齢層別でみると、「1,000～1,500 万円未満」は 30 歳代で２割台半ばとなって

います。一方、「100 万円未満」は 20～24 歳で約２割と最も高く、19歳でも１割台

半ばとなっています。 

 

【図表】３－12 世帯収入 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：若者の生活と意識に関する調査（文京区） 

 

  

300 万円未満が全体の約 10％ 

単位：％

回
答
数
（

n
）

１
０
０
万
円
未
満

１
０
０
～

３
０
０
万
円
未
満

３
０
０
～

５
０
０
万
円
未
満

５
０
０
～

７
０
０
万
円
未
満

７
０
０
～

１
、

０
０
０
万
円
未
満

１
、

０
０
０
～

１
、

５
０
０
万
円

未
満

１
、

５
０
０
～

２
、

０
０
０
万
円

未
満

２
、

０
０
０
万
円
以
上

わ
か
ら
な
い

無
回
答

14,064 4.2 5.5 11.2 12.7 14.8 20.5 11.4 9.3 8.6 1.9

19歳 245 14.7 5.7 5.3 3.3 4.9 7.8 5.3 9.4 41.6 2.0

20～24歳 1,879 18.6 12.3 12.8 6.5 6.2 7.2 3.9 6.3 25.0 1.1

25～29歳 3,395 2.8 8.6 18.1 17.6 15.6 17.6 7.1 4.3 7.2 1.0

30～34歳 4,130 1.2 2.9 9.7 14.1 16.6 25.8 13.9 10.0 4.4 1.3

35～39歳 4,231 1.2 2.3 6.8 11.0 17.2 25.0 16.4 14.3 4.5 1.3

全体

年
齢
層
別

P.190
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イ 家計の状態 

家計の状態は、全体でみると「黒字であり、定期的に貯金している」が 54.1％と

最も高く、次いで「赤字でも黒字でもなく、ぎりぎりである」が 17.2％、「黒字で

あるが、貯金はしていない」が 10.1％、「わからない」が 6.7％となっています。 

年齢層別でみると、「黒字であり、定期的に貯金している」は年齢層が上がるに

つれておおむね高くなり、30歳代では６割台となっています。「赤字であり、貯金

を切り崩している」及び「赤字であり、お金を借りている」は 20～24 歳で他の年

齢層よりもやや高くなっています。 

 

【図表】３－13 家計の状態 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：若者の生活と意識に関する調査（文京区） 

 

  

  全  体 (14,064)

19歳 (245)

20～24歳 (1,879)

25～29歳 (3,395)

30～34歳 (4,130)

35～39歳 (4,231)

(%)ｎ

2.4
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8.5

7.1

5.3

5.4

15.5

18.4

19.3

15.6

17.1

4.9
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0.8

1.1

36.3

19.5

5.5

3.3

3.7

1.6

1.2

0.5

1.0

0.9
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、
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り
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字
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が
、

貯

金

は
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て

い

な

い

黒

字

で

あ

り
、

定

期

的

に

貯

金

し

て

い

る

そ

の

他

わ

か

ら

な

い

無

回

答

赤字家計が全体の約 10％ 

P.191
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ウ お金の不安や悩みのある費用 

お金の不安や悩みのある費用は、全体でみると「居住費」が 61.9％と最も高く、

次いで「食費」が 46.1％、「子どもの養育費」が 32.2％、「趣味・交際費」が 24.7％、

「医療費」が 24.4％となっています。 

世帯収入別でみると、「食費」は 500 万円未満で６割台と高く、おおむね年収が

上がるにつれて低くなっています。一方、「子どもの養育費」はおおむね年収が上

がるにつれて高くなり、1,500～2,000万円未満で 54.3％と最も高くなっています。

「趣味・交際費」と「医療費」は 1,000万円未満で２割台から３割台となっていま

す。 

【図表】３－14 お金の不安や悩みのある費用 

（複数回答） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：若者の生活と意識に関する調査（文京区）  

単位：％

回
答
数
（

n
）

居
住
費

食
費

子
ど
も
の
養
育
費

趣
味
・
交
際
費

医
療
費

学
費
・
奨
学
金
返
済

資
格
取
得
や
キ
ャ

リ
ア

ア
ッ

プ
の
た
め
の
費
用

14,064 61.9 46.1 32.2 24.7 24.4 20.9 16.5

100万円未満 585 65.3 64.4 4.8 33.7 27.5 38.1 23.6

100～300万円未満 767 73.9 68.4 7.4 37.9 34.3 30.1 22.6

300～500万円未満 1,571 70.1 61.6 11.3 39.1 34.8 19.2 24.8

500～700万円未満 1,791 66.2 53.2 20.5 31.3 28.1 17.9 19.7

700～1,000万円未満 2,079 66.3 48.8 35.7 24.9 23.6 20.4 16.9

1,000～1,500万円未満 2,882 66.3 42.5 49.5 18.4 19.9 20.4 13.2

1,500～2,000万円未満 1,602 61.0 32.3 54.3 13.0 17.5 19.3 10.8

2,000万円以上 1,312 46.5 23.9 48.5 12.4 16.1 17.5 10.5

わからない 1,207 41.4 42.9 14.7 29.3 29.1 23.4 16.6

単位：％

回
答
数
（

n
）

家
族
（

パ
ー

ト
ナ
ー

を

含
む
）

の
介
護
等
に
係

る
経
費

通
信
費

留
学
費

そ
の
他

特
に
な
し

無
回
答

14,064 13.3 11.4 8.6 5.6 9.8 1.3

100万円未満 585 5.1 20.9 25.8 2.9 5.8 0.3

100～300万円未満 767 9.6 23.9 11.6 7.8 4.0 0.1

300～500万円未満 1,571 10.6 19.6 5.2 7.1 5.8 0.5

500～700万円未満 1,791 13.5 14.4 5.5 5.5 8.0 0.4

700～1,000万円未満 2,079 15.2 11.2 6.1 6.3 8.7 0.2

1,000～1,500万円未満 2,882 13.1 6.8 6.6 4.6 8.2 0.5

1,500～2,000万円未満 1,602 14.3 4.3 8.6 3.9 10.7 0.5

2,000万円以上 1,312 15.2 3.4 13.4 5.9 19.7 0.7

わからない 1,207 17.5 14.2 11.9 6.1 18.8 1.2

全体

世
帯
収
入
別

全体

世
帯
収
入
別

居住費に不安を感じる人が多数 

P.192
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エ 国や自治体に求める結婚支援、パートナーシップに関する支援 

 

国や自治体に求める結婚支援、パートナーシップに関する支援は、全体でみると

「住まいや暮らしへの経済的支援」が 50.3％と最も高く、次いで「雇用や収入の安

定化を目指した施策」が 37.5％、「出会いの場や機会を創出するための支援」が

22.2％となっています。また、「特にない」は 28.3％となっています。 

年齢層別でみると、「住まいや暮らしへの経済的支援」は 20歳代で５割台となっ

ています。「特にない」はいずれの年齢層でも２割台から３割台となっています。 

 

【図表】３－15 国や自治体に求める結婚支援、パートナーシップに関する支援 

（複数回答） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：若者の生活と意識に関する調査（文京区） 

  

単位：％

回
答
数
（

n
）

住
ま
い
や
暮
ら
し
へ
の
経
済
的

支
援

雇
用
や
収
入
の
安
定
化
を
目
指

し
た
施
策

出
会
い
の
場
や
機
会
を
創
出
す

る
た
め
の
支
援

結
婚
や
パ
ー

ト
ナ
ー

シ
ッ

プ
に

関
す
る
情
報
の
提
供

出
会
い
に
関
す
る
サ
ー

ビ
ス
利

用
の
支
援
（

マ
ッ

チ
ン
グ
ア
プ

リ
登
録
費
用
の
補
助
な
ど
）

公
的
相
談
所
や
公
的
相
談
会
の

開
設

そ
の
他

特
に
な
い

無
回
答

5,956 50.3 37.5 22.2 15.6 13.4 7.1 2.6 28.3 2.7

19歳 181 45.9 39.2 18.8 13.8 6.6 4.4 2.8 33.1 2.8

20～24歳 1,439 52.3 41.7 18.3 12.7 9.6 5.5 1.5 28.1 2.8

25～29歳 1,917 56.3 38.8 21.0 16.0 12.4 5.9 2.1 25.2 2.3

30～34歳 1,385 46.4 32.7 24.5 17.2 16.8 8.4 3.3 30.0 2.3

35～39歳 957 42.7 35.0 27.8 17.0 17.5 10.4 3.8 30.9 3.1

全体

年
齢
層
別

経済的支援を求める回答が多数 

P.193
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オ 子どもの人数及び理想の子どもの人数 

子どもの人数は、全体でみると「１人」が 58.4％と最も高く、次いで「２人」が

35.0％、「３人」が 5.3％となっています。 

年齢層別でみると、「２人」は年齢層が上がるにつれて高くなり、35～39 歳で

43.2％となっています。 

それぞれの世帯収入の回答を比較しても、傾向に差異は見られません。 

 

【図表】３－16 子どもの人数 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：若者の生活と意識に関する調査（文京区） 

  

単位：％

回
答
数
（

n
）

1
人

２
人

３
人

４
人
以
上

無
回
答

3,947 58.4 35.0 5.3 0.7 0.6

19歳 0 - - - - -

20～24歳 9 88.9 11.1 0.0 0.0 0.0

25～29歳 242 88.4 8.7 1.7 0.0 1.2

30～34歳 1,348 71.1 25.7 2.6 0.1 0.4

35～39歳 2,315 48.0 43.2 7.4 1.0 0.4

100万円未満 16 56.3 31.3 - 6.3 6.3

100～300万円未満 26 57.7 30.8 7.7 - 3.8

300～500万円未満 108 60.2 34.3 4.6 0.9 -

500～700万円未満 242 64.5 29.3 6.2 - -

700～1,000万円未満 562 60.3 33.6 5.5 0.4 0.2

1,000～1,500万円未満 1,233 61.8 32.8 4.5 0.6 0.3

1,500～2,000万円未満 830 57.5 36.3 5.5 0.5 0.2

2,000万円以上 724 50.1 42.7 5.9 0.8 0.4

わからない 146 61.6 26.7 8.2 1.4 2.1

全体

年
齢
層
別

世
帯
収
入
別

理想と現実のギャップ 

P.194
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理想の子どもの人数は、全体でみると「２人」が 46.7％と最も高く、次いで「０

人」が 18.9％、「３人」が 16.5％、「１人」が 13.1％となっています。 

年齢層別でみると、いずれの年齢層でも「２人」が最も高く、25～29歳で 50.1％

となっています。一方、「０人」は 19歳で 31.7％と高く、年齢層が上がるにつれて

低くなっています。 

世帯収入別でみると、「０人」は 500 万円未満の世帯で高くなっており、「１人」

は 1,000～1,500 万円未満が 14.6％と高く、「２人」は 1,000 万円以上で５割台と

なっています。 

 

【図表】３－17 理想の子どもの人数 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：若者の生活と意識に関する調査（文京区） 

  

単位：％

回
答
数
（

n
）

０
人

1
人

２
人

３
人

４
人
以
上

無
回
答

12,269 18.9 13.1 46.7 16.5 2.0 2.9

19歳 186 31.7 9.1 41.4 13.4 1.1 3.2

20～24歳 1,487 25.6 10.6 45.1 14.1 1.5 3.1

25～29歳 2,942 19.7 12.8 50.1 13.3 1.4 2.8

30～34歳 3,735 17.3 13.4 48.5 16.6 2.0 2.3

35～39歳 3,773 16.4 14.5 43.6 20.1 2.7 2.8

100万円未満 418 28.5 10.3 38.3 16.7 1.9 4.3

100～300万円未満 595 34.3 8.6 38.0 13.8 1.8 3.5

300～500万円未満 1,288 30.1 12.6 42.5 11.1 1.1 2.6

500～700万円未満 1,559 25.7 13.9 42.6 13.2 1.7 3.0

700～1,000万円未満 1,870 18.6 14.3 47.1 15.8 1.5 2.7

1,000～1,500万円未満 2,648 11.5 14.6 52.1 17.8 2.0 2.0

1,500～2,000万円未満 1,483 8.4 13.2 54.1 20.2 2.4 1.6

2,000万円以上 1,215 8.6 11.6 50.6 24.5 3.0 1.6

わからない 975 28.5 13.1 38.9 12.6 2.5 4.4

全体

年
齢
層
別

世
帯
収
入
別

P.195
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３ 困難を抱える若者を取り巻く状況 

（１）国・都・文京区の統計 

ア 自殺者数の推移 

文京区の自殺者数の推移をみると、令和３年に一時的に減少した若者の自殺者数

は、その後増加傾向にあり、令和６年には 17 人となっています。自殺者は、男性

の方が多い傾向がみられます。 

【図表】３－18 自殺者数の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：地域における自殺の基礎資料（厚生労働省） 

 

イ 無業状態11の割合の推移 

文京区における無業状態の割合の推移は、15～24歳にかけては男性で約２％、女

性で約１％の割合となっています。25～39 歳にかけては男女とも１％以下の割合

となっています。 

 

【図表】３－19 無業状態の割合の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
資料：国勢調査（令和２年）  

 
11 無業状態 ここでは 15～39歳の非労働力人口のうち、家事も通学もしていない者を指す。 

過去５年間で令和６年が最多 

15～24 歳で多い傾向 

1.8 1.9 

0.9 

0.6 
0.8 

1.1 1.2 

0.6 
0.4 

0.5 

0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

15～19歳 20～24歳 25～29歳 30～34歳 35～39歳

(％)

男性 女性

3
4 4

1 1 3 4 5
2

6
5

3 2

3
2

2 1

7

1 1

4

1

0

5

10

15

20

20歳

未満

20～

29歳

30～

39歳

20歳

未満

20～

29歳

30～

39歳

20歳

未満

20～

29歳

30～

39歳

20歳

未満

20～

29歳

30～

39歳

20歳

未満

20～

29歳

30～

39歳

令和２年 ３年 ４年 ５年 ６年

男性 女性 合計

（人）

0 0 0

16

7

10

15
17

P.196
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（２）若者の生活と意識に関する調査結果 

ア 外出頻度及び外出状況が現在の状態になった期間 

 

外出頻度は、「ほぼ毎日外出する（仕事・学校・遊び含めて）」が 71.8％で最も高

く、次いで「週に３～４日外出する（仕事・学校・遊び含めて）」が 19.7％、「人づ

きあいや用事のために、週１日程度外出する」が 4.2％となっています。 

 

【図表】３－20 外出頻度 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

上記の表の太枠で囲んだ選択肢を選んだ回答者について、外出状況が現在の状態

になった期間は、「３年～５年未満」が 26.5％と最も高く、次いで「１年～２年未

満」が 13.7％、「３か月未満」が 12.8％、「２年～３年未満」が 12.1％となってい

ます。 

 

【図表】３－21 外出状況が現在の状態になった期間 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：若者の生活と意識に関する調査（文京区） 

  

単位：％

回
答
数
（

n
）

３
か
月
未
満

３
か
月
～

６
か
月
未
満

６
か
月
～

１
年
未
満

１
年
～

２
年
未
満

２
年
～

３
年
未
満

３
年
～

５
年
未
満

５
年
～

１
０
年
未
満

１
０
年
以
上

無
回
答

430 12.8 7.9 10.0 13.7 12.1 26.5 10.0 6.0 0.9全体

単位：％

回
答
数
（

n
）

ほ
ぼ
毎
日
外
出
す
る
（

仕
事
・
学

校
・
遊
び
含
め
て
）

週
に
３
～

４
日
外
出
す
る
（

仕

事
・
学
校
・
遊
び
含
め
て
）

人
づ
き
あ
い
や
用
事
の
た
め
に
、

週
１
日
程
度
外
出
す
る

い
つ
も
は
家
に
い
る
が
、

自
分
の

趣
味
に
関
す
る
用
事
の
と
き
だ
け

外
出
す
る

い
つ
も
は
家
に
い
る
が
、

近
所
の

コ
ン
ビ
ニ
な
ど
に
は
出
か
け
る

家
か
ら
ほ
と
ん
ど
出
な
い

無
回
答

14,064 71.8 19.7 4.2 1.5 1.1 0.5 1.3全体

外出頻度が低い層が一定数存在し、その状態が長期化している傾向 

P.197
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イ 現在の不安や悩みごと 

現在の不安や悩みごとは、全体でみると「将来のこと」が 68.2％と最も高く、次

いで「仕事のこと」が 52.3％、「家の経済状況」が 34.5％、「自分の健康や病気の

こと」が 26.8％、「子どもの園・学校や将来のこと」が 23.9％となっています。 

年齢層別でみると、「将来のこと」は 20 歳代で７割台半ばとなっています。「仕

事のこと」は 25歳以上で５割台となっています。「家の経済状況」、「自分の健康や

病気のこと」、「子どもの園・学校や将来のこと」、「家族（パートナーを含む）の健

康や病気のこと」などは年齢層が上がるにつれて高くなり、「子どもの園・学校や

将来のこと」は 35～39歳で 41.9％と最も高くなっています。一方、「進学、就職の

こと」は 19 歳で 74.3％、20～24 歳で 49.5％、「勉強のこと」は 19 歳で 53.9％と

最も高くなっています。 

 

【図表】３－22 現在の不安や悩みごと 

（複数回答） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：若者の生活と意識に関する調査（文京区）  

単位：％

回
答
数
（

n
）

将
来
の
こ
と

仕
事
の
こ
と

家
の
経
済
状
況

自
分
の
健
康
や
病
気
の
こ
と

子
ど
も
の
園
・
学
校
や
将
来
の

こ
と

家
族
（

パ
ー

ト
ナ
ー

を
含
む
）

の
健
康
や
病
気
の
こ
と

家
族
（

パ
ー

ト
ナ
ー

を
含
む
）

と
の
関
係

好
き
な
こ
と
を
す
る
時
間
が
な

い 進
学
、

就
職
の
こ
と

勉
強
の
こ
と

外
見
に
関
す
る
こ
と

日
常
的
に
食
事
や
洗
濯
な
ど
家

事
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

14,064 68.2 52.3 34.5 26.8 23.9 20.3 16.4 15.8 13.9 12.5 11.6 10.0

19歳 245 68.2 23.7 20.0 18.4 1.2 7.3 11.8 11.0 74.3 53.9 18.4 2.4

20～24歳 1,879 73.5 42.5 26.2 18.6 1.5 13.1 11.7 12.3 49.5 29.6 16.9 5.6

25～29歳 3,395 74.3 55.9 34.1 24.5 10.3 16.4 14.2 12.9 12.6 12.1 11.8 7.7

30～34歳 4,130 69.2 56.2 36.5 27.2 28.8 20.7 17.2 16.3 5.3 8.5 11.1 10.9

35～39歳 4,231 60.7 52.5 37.7 32.4 41.9 27.2 19.9 19.7 4.1 6.9 9.2 13.4

単位：％

回
答
数
（

n
）

交
際
相
手
と
の
関
係

友
だ
ち
と
の
関
係

先
輩
・
後
輩
と
の
関
係

近
所
や
地
域
の
人
と
の
関
係

自
分
の
性
別
に
関
す
る
こ
と

イ
ン
タ
ー

ネ
ッ

ト
上
の
人
間
関

係 日
常
的
に
家
族
（

パ
ー

ト
ナ
ー

を
含
む
）

の
介
護
を
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い

日
常
的
に
兄
弟
姉
妹
の
面
倒
を

見
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

そ
の
他

特
に
不
安
や
悩
み
は
な
い

わ
か
ら
な
い

無
回
答

14,064 9.0 6.4 2.8 2.6 1.1 1.0 0.8 0.3 3.3 4.4 0.3 1.6

19歳 245 6.1 16.3 4.5 3.7 3.3 0.8 0.4 0.8 2.4 2.9 - 1.6

20～24歳 1,879 13.0 12.4 4.9 1.5 2.2 1.6 0.5 0.6 1.9 4.5 0.7 1.2

25～29歳 3,395 13.9 6.8 3.2 1.4 1.0 1.2 0.6 0.1 2.6 4.6 0.5 1.6

30～34歳 4,130 8.0 5.1 2.1 3.1 0.9 0.9 0.9 0.2 3.5 4.2 0.2 1.1

35～39歳 4,231 4.5 3.9 2.0 3.4 0.7 0.8 1.0 0.2 4.4 4.5 0.2 1.3

全体

年
齢
層
別

全体

年
齢
層
別

年齢とともに変化 

P.198
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ウ 相談先に望むこと 

相談先に望むことは、全体でみると「秘密が守られる」が 66.4％と最も高く、次

いで「専門家の人に相談できる」が 60.4％、「匿名で相談できる」が 54.5％、「曜

日や時間を気にせず相談できる」が 53.8％となっています。 

年齢層別でみると、いずれの年齢層でも「秘密が守られる」が６割台と最も高く、

「専門家の人に相談できる」は年齢層が上がるにつれて高くなっています。 

 

【図表】３－23 相談先に望むこと 

（複数回答） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：若者の生活と意識に関する調査（文京区） 

  

単位：％

回
答
数
（

n
）

秘
密
が
守
ら
れ
る

専
門
家
の
人
に
相
談
で
き
る

匿
名
で
相
談
で
き
る

曜
日
や
時
間
を
気
に
せ
ず
相

談
で
き
る

無
料
で
相
談
で
き
る

Ｓ
Ｎ
Ｓ
や
メ
ー

ル
で
相
談
で

き
る

相
談
で
き
る
場
所
が
自
宅
か

ら
近
い

14,064 66.4 60.4 54.5 53.8 50.5 33.1 29.5

19歳 245 69.0 43.7 66.9 49.4 63.7 47.3 26.5

20～24歳 1,879 67.6 49.4 59.3 49.7 58.9 38.4 28.0

25～29歳 3,395 65.4 56.3 53.1 55.9 52.4 32.6 28.8

30～34歳 4,130 66.7 64.2 53.6 55.3 48.4 33.6 30.1

35～39歳 4,231 66.7 66.4 53.8 53.2 46.8 30.4 30.4

単位：％

回
答
数
（

n
）

同
性
の
人
に
相
談
で
き
る

同
年
代
の
人
に
相
談
で
き
る

電
話
で
相
談
で
き
る

相
談
す
る
相
手
が
自
宅
に
来

て
く
れ
る

そ
の
他

特
に
望
む
こ
と
は
な
い

無
回
答

14,064 18.4 16.0 12.8 2.8 2.0 4.9 1.7

19歳 245 33.9 27.8 11.0 2.9 0.8 5.7 1.6

20～24歳 1,879 24.3 18.8 10.7 1.5 1.6 5.1 1.5

25～29歳 3,395 20.3 17.1 11.2 2.1 1.3 4.8 1.9

30～34歳 4,130 17.3 15.8 13.1 2.9 1.9 4.4 1.0

35～39歳 4,231 14.5 13.6 14.9 3.7 2.6 5.4 1.1

全体

年
齢
層
別

全体

年
齢
層
別

秘密保持と専門家を求める回答が多数 

P.199
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エ 日常的に世話をしている人の有無 

家族の中に日常的に世話をしている人（自分の子どもの育児や世話を除く）の有

無は、全体でみると「いない」が 94.3％、「いる」は 4.7％となっています。 

年齢層別でみると、いずれの年齢層でも「いる」は１割未満となっており、「い

ない」が９割台半ばとなっています。 

 

【図表】３－24 日常的に世話をしている人の有無 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：若者の生活と意識に関する調査（文京区） 

 

  

  全  体 (14,064)

19歳 (245)

20～24歳 (1,879)

25～29歳 (3,395)

30～34歳 (4,130)

35～39歳 (4,231)

ｎ (%)

3.3

3.7

4.4

5.1

4.9

95.9

95.0

94.5

94.3

94.3

0.8

1.3

1.1

0.6

0.8

4.7 94.3 1.0

い

る

い

な

い

無

回

答

日常的に家族の世話をする人が全体の約５％ 

P.200
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オ 働いていない理由 

働いていない理由は、全体でみると「育児をするため」が 68.9％と最も高く、次

いで「家庭内での家事などを専業としているため」が 16.6％、「病気、けが、障害

があるため」と「心のケアが必要な状況であるため」がともに 9.7％となっていま

す。 

性別でみると、「育児をするため」は女性で 75.5％、「働く意欲がわかないため」

は男性で 31.2％となっています。 

 

【図表】３－25 働いていない理由 

（複数回答） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：若者の生活と意識に関する調査（文京区） 

  

単位：％

回
答
数
（

n
）

育
児
を
す
る
た
め

家
庭
内
で
の
家
事
な
ど
を
専

業
と
し
て
い
る
た
め

病
気
、

け
が
、

障
害
が
あ
る

た
め

心
の
ケ
ア
が
必
要
な
状
況
で

あ
る
た
め

働
く
意
欲
が
わ
か
な
い
た
め

ど
ん
な
仕
事
に
つ
け
ば
い
い

の
か
わ
か
ら
な
い
た
め

知
識
・
能
力
に
自
信
が
な
い

た
め

就
職
活
動
中
の
た
め

経
済
的
に
余
裕
が
あ
る
た
め

人
間
関
係
に
不
安
が
あ
る
た

め

1,024 68.9 16.6 9.7 9.7 8.8 8.4 8.2 7.4 6.9 6.3

男性 93 9.7 3.2 28.0 28.0 31.2 21.5 19.4 23.7 7.5 14.0

女性 912 75.5 18.2 7.5 7.8 6.7 6.9 6.9 5.8 6.9 5.4

どちらとも言えない 2 - - 50.0 - - - - - - -

わからない 2 - 50.0 50.0 50.0 - - 50.0 - - 50.0

答えたくない 10 70.0 - 10.0 10.0 - 20.0 10.0 - - 10.0

単位：％

回
答
数
（

n
）

労
働
条
件
・
環
境
に
関
す
る

不
安
が
あ
る
た
め

や
り
た
い
こ
と
を
目
指
し
て

勉
強
中
・
修
行
中
の
た
め

資
格
試
験
な
ど
の
準
備
の
た

め 希
望
す
る
職
種
に
求
人
が
な

い
た
め

独
立
・
開
業
に
向
け
た
準
備

の
た
め

介
護
を
す
る
た
め

ボ
ラ
ン
テ
ィ

ア
や
社
会
貢
献

活
動
に
従
事
し
て
い
る
た
め

そ
の
他

特
に
理
由
は
な
い

無
回
答

1,024 5.5 4.7 3.7 1.7 1.4 1.0 0.3 5.8 - 2.6

男性 93 11.8 15.1 11.8 4.3 4.3 1.1 - 4.3 - 3.2

女性 912 4.6 3.6 3.0 1.3 1.1 0.9 0.3 5.9 - 2.5

どちらとも言えない 2 50.0 - - 50.0 - - - - - -

わからない 2 50.0 - - - - 50.0 - - - -

答えたくない 10 - 10.0 - - - - - 10.0 - -

全体

性
別

全体

性
別

性別による理由の差異 

P.201
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４ 若者の自己実現を取り巻く状況 

（１）若者の生活と意識に関する調査結果 

ア 自己肯定感等 

自己肯定感等は、「家族（パートナーを含む）や親族に大事にされていると思う」

のあてはまる（計）は 93.4％、「人や社会の役に立ちたいと思う」は 90.4％で、い

ずれも９割台となっています。一方、「自分は孤独だと感じる」のあてはまる（計）

は 30.1％、「人生が嫌になることがある」は 40.5％であり、いずれも３割を超えて

います。 

 

【図表】３－26 自己肯定感等 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：若者の生活と意識に関する調査（文京区） 

  

89.5 8.9

59.8 38.7

62.6 35.9

76.1 22.4

89.0 9.6

93.4 5.1

90.4 8.2

76.0 22.4

30.1 68.4

40.5 58.0

あ
て
は
ま
る
（

計
）

あ
て
は
ま
ら
な
い
（

計
）

(%)

⑩人生が嫌になることがある

④今の自分が好きだ

⑤自分は幸せである

⑥家族（パートナーを含む）や親族に
大事にされていると思う

⑦人や社会の役に立ちたいと思う

n=(14,064)

①自分には自分らしさと
いうものがあると思う

②今の自分を変えたいと思う

③将来よりも今の生活を楽しみたい

⑧うまくいくかわからないことも
意欲的に取り組む

⑨自分は孤独だと感じる

23.3

16.7

31.6

50.2

69.9

54.3

31.4

10.0

17.2

36.5

45.9

44.5

38.8

23.5

36.1

44.6

20.1

23.3

27.1

30.1

16.4

6.9

3.4

5.9

19.1

33.7

29.7

11.6

5.8

6.0

2.7 

1.7 

2.3 

3.3

34.7

28.3

1.5 

1.5 

1.6 

1.6 

1.5 

1.5 

1.5 

1.6 

1.5 

1.5 

55.7 33.8 6.8 2.1 

あ

て

は

ま

る

ど

ち

ら

か

と

い

え

ば

あ

て

は

ま

る

ど

ち

ら

か

と

い

え

ば

あ

て

は

ま

ら

な

い

あ

て

は

ま

ら

な

い

無

回

答

あてはまる（計） あてはまらない（計）

孤独を感じる人が約 30％ 

P.202
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イ 安心できる居場所に必要なこと 

安心できる居場所に必要なことは、全体でみると「静かに勉強や読書ができる場

所」が 57.6％で最も高く、次いで「緑がある公園や広場」が 52.1％、「気軽に話が

できる場所」が 48.7％、「文化や芸術（音楽、美術、料理など）に関する活動がで

きる場所」が 34.6％となっています。 

年齢層別でみると、いずれの年齢層でも「静かに勉強や読書ができる場所」は５

割以上となっています。「緑がある公園や広場」は 30 歳代で５割台半ば、「気軽に

話ができる場所」は 24歳以下で５割台と高くなっています。「ゲームやパソコンが

できる場所」は 19 歳で 30.2％、20～24歳で 23.6％と高くなっています。 

 

【図表】３－27 安心できる居場所に必要なこと 

（複数回答） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：若者の生活と意識に関する調査（文京区） 

  

単位：％

回
答
数
（

n
）

静
か
に
勉
強
や
読
書
が
で
き
る
場
所

緑
が
あ
る
公
園
や
広
場

気
軽
に
話
が
で
き
る
場
所

文
化
や
芸
術
（

音
楽
、

美
術
、

料
理
な

ど
）

に
関
す
る
活
動
が
で
き
る
場
所

い
ろ
い
ろ
な
ス
ポ
ー

ツ
が
で
き
る
体
育

館
や
運
動
場

ひ
と
り
で
も
安
心
し
て
、

家
族
（

パ
ー

ト
ナ
ー

を
含
む
）

や
友
だ
ち
に
は
話
せ

な
い
悩
み
の
相
談
が
で
き
る
場
所

ゲ
ー

ム
や
パ
ソ
コ
ン
が
で
き
る
場
所

子
ど
も
か
ら
高
齢
者
ま
で
い
ろ
い
ろ
な

年
齢
の
人
た
ち
と
触
れ
合
え
る
場
所

そ
の
他

特
に
な
い

無
回
答

14,064 57.6 52.1 48.7 34.6 25.2 18.0 17.6 10.0 3.1 3.6 1.6

19歳 245 60.0 41.6 54.7 28.6 26.9 18.8 30.2 8.2 4.1 3.3 2.9

20～24歳 1,879 57.2 44.0 52.6 32.8 22.8 19.4 23.6 8.4 2.8 3.5 1.3

25～29歳 3,395 56.5 48.2 49.3 35.5 23.4 17.6 17.1 7.9 2.3 3.3 1.4

30～34歳 4,130 57.6 55.3 48.1 34.7 25.4 17.7 16.5 9.8 3.2 3.8 1.1

35～39歳 4,231 58.9 56.8 47.4 35.0 27.7 18.2 15.7 13.1 3.9 3.7 1.2

全体

年
齢
層
別

集中できる場所を求める回答が多数 

P.203
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ウ 社会参加活動の種類及び不参加の理由 

社会参加活動の種類は、「特に、社会参加活動はしていない」が 68.0％と最も高

く、次いで「子どもに関する活動」が 12.7％、「町会・自治会などが行う、地域の

お祭りやイベントに関する活動」が 11.4％となっています。 

 

【図表】３－28 社会参加活動の種類 

（複数回答） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

社会参加活動に不参加の理由は、「日々の生活が忙しく、時間的余裕がないから」

が 55.9％と最も高く、次いで「地域でどのような活動が行われているのか知らない

から」が 48.9％、「参加方法がわからないから」が 35.1％、「関心がないから」が

32.1％となっています。 

 

【図表】３－29 社会参加活動に不参加の理由 

（複数回答） 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：若者の生活と意識に関する調査（文京区） 

  

単位：％

回
答
数
（

n
）

日
々
の
生
活
が
忙
し
く
、

時
間

的
余
裕
が
な
い
か
ら

地
域
で
ど
の
よ
う
な
活
動
が
行

わ
れ
て
い
る
の
か
知
ら
な
い
か

ら 参
加
方
法
が
わ
か
ら
な
い
か
ら

関
心
が
な
い
か
ら

一
緒
に
参
加
す
る
知
人
・
友
人

が
い
な
い
か
ら

活
動
の
時
間
や
日
程
が
合
わ
な

い
か
ら

必
要
性
を
感
じ
な
い
か
ら

人
付
き
合
い
や
人
間
関
係
が
苦

手
だ
か
ら

経
済
的
余
裕
が
な
い
か
ら

地
域
の
活
動
が
盛
ん
で
は
な
い

か
ら

そ
の
他

無
回
答

9,570 55.9 48.9 35.1 32.1 27.6 23.6 21.5 21.1 10.5 5.9 2.6 0.3全体

単位：％

回
答
数
（

n
）

子
ど
も
に
関
す
る
活
動

町
会
・
自
治
会
な
ど
が
行
う
、

地
域
の
お
祭

り
や
イ
ベ
ン
ト
に
関
す
る
活
動

文
化
や
芸
術
（

音
楽
、

美
術
、

料
理
な
ど
）

を
通
じ
た
交
流
活
動

ス
ポ
ー

ツ
を
通
じ
た
交
流
活
動

オ
ン
ラ
イ
ン
で
の
交
流
（

オ
ン
ラ
イ
ン
ゲ
ー

ム
、

オ
ン
ラ
イ
ン
イ
ベ
ン
ト
、

オ
ン
ラ
イ
ン

セ
ミ
ナ
ー

な
ど
）

町
会
・
自
治
会
な
ど
が
行
う
、

地
域
の
清

掃
、

防
犯
、

防
災
な
ど
に
関
す
る
活
動

国
際
交
流
イ
ベ
ン
ト
な
ど
外
国
人
を
支
援
す

る
活
動

高
齢
者
や
障
害
者
に
関
す
る
活
動

そ
の
他

特
に
、

社
会
参
加
活
動
は
し
て
い
な
い

無
回
答

14,064 12.7 11.4 5.7 4.9 3.1 2.6 1.5 0.6 1.0 68.0 3.4全体

多くの人が不参加 

P.204
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エ 地域への愛着の有無及び愛着を感じるところ 

地域への愛着の有無は、「感じている（計）」が 83.5％、「感じていない（計）」が

15.2％となっています。 

 

【図表】３－30 地域への愛着の有無 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

地域に愛着を感じるところは、「治安がよく、安全で安心して生活できるところ」

が 85.7％と最も高く、次いで「交通の便が良く、移動が快適で便利なところ」が

67.2％、「住んでいる人のマナーが良く、安心して暮らせる環境が整っているとこ

ろ」が 60.0％となっています。 

 

【図表】３－31 地域に愛着を感じるところ 

（複数回答） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：若者の生活と意識に関する調査（文京区）  

感
じ
て
い
る
（

計
）

感
じ
て
い
な
い
（

計
）

(14,064)  83.5 15.2

感じている（計） 感じていない（計）

36.4 47.1 11.6 3.6 1.2

(%)ｎ

感

じ

て

い

る

ま

あ

感

じ

て

い

る

あ

ま

り

感

じ

て

い

な

い 感

じ

て

い

な

い

無

回

答

単位：％

回
答
数
（

n
）

治
安
が
よ
く
、

安
全
で
安
心
し

て
生
活
で
き
る
と
こ
ろ

交
通
の
便
が
良
く
、

移
動
が
快

適
で
便
利
な
と
こ
ろ

住
ん
で
い
る
人
の
マ
ナ
ー

が
良

く
、

安
心
し
て
暮
ら
せ
る
環
境

が
整
っ

て
い
る
と
こ
ろ

街
が
き
れ
い
な
と
こ
ろ

公
園
や
庭
園
が
多
く
、

自
然
を

身
近
に
感
じ
ら
れ
る
と
こ
ろ

に
ぎ
や
か
な
場
所
と
閑
静
な
住

宅
街
が
共
存
し
、

暮
ら
し
や
す

さ
が
あ
る
と
こ
ろ

教
育
機
関
が
充
実
し
て
お
り
、

学
び
の
環
境
が
整
っ

て
い
る
と

こ
ろ

気
に
入
っ

た
お
店
や
商
店
街
が

あ
り
、

日
常
的
な
楽
し
み
が
あ

る
と
こ
ろ

歴
史
的
建
造
物
や
史
跡
・
旧
跡

が
多
く
、

地
域
の
歴
史
を
感
じ

ら
れ
る
と
こ
ろ

11,752 85.7 67.2 60.0 54.9 28.9 27.2 26.9 25.4 20.2

単位：％

回
答
数
（

n
）

住
ん
で
い
る
人
が
や
さ
し
く
、

親
切
な
と
こ
ろ

子
ど
も
・
子
育
て
支
援
が
充
実

し
て
い
る
と
こ
ろ

生
ま
れ
育
っ

た
ま
ち
で
あ
り
、

思
い
出
や
愛
着
が
深
い
と
こ
ろ

美
術
館
・
博
物
館
な
ど
の
文
化

施
設
が
充
実
し
、

知
識
や
芸
術

を
楽
し
め
る
と
こ
ろ

地
域
の
お
祭
り
や
イ
ベ
ン
ト
が

あ
る
と
こ
ろ

文
豪
が
暮
ら
し
て
い
た
歴
史
や

文
化
に
触
れ
ら
れ
る
と
こ
ろ

地
域
の
人
々
が
協
力
し
合
い
、

コ
ミ
ュ

ニ
テ
ィ

の
一
体
感
を
感

じ
ら
れ
る
と
こ
ろ

そ
の
他

無
回
答

11,752 20.1 19.4 14.3 13.8 12.5 12.0 6.9 1.5 0.3

全体

全体

愛着を感じる人が 80％以上 

P.205
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オ 区の施策等への意見を伝える方法・手段 

区の施策等への意見を伝える方法・手段は、全体でみると「アンケートに答える」

が 53.7％と最も高く、次いで「伝えた意見がどのように反映されるのかわかる」が

49.3％、「ＳＮＳを使って意見を伝える」が 45.7％となっています。 

年齢層別でみると、いずれの年齢層でも「アンケートに答える」が最も高く、35

～39 歳で 56.3％となっています。「ＳＮＳを使って意見を伝える」は 24 歳以下で

約５割と高くなっています。 

 

【図表】３－32 区の施策等への意見を伝える方法・手段 

（複数回答） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：若者の生活と意識に関する調査（文京区） 

 

 

 

 

  

単位：％

回
答
数
（

n
）

ア
ン
ケ
ー

ト
に
答
え
る

伝
え
た
意
見
が
ど
の
よ
う
に
反
映
さ

れ
る
の
か
わ
か
る

Ｓ
Ｎ
Ｓ
を
使
っ

て
意
見
を
伝
え
る

自
分
の
こ
と
が
公
開
さ
れ
な
い
（

秘

密
が
守
ら
れ
る
）

区
の
ホ
ー

ム
ペ
ー

ジ
か
ら
意
見
を
送

る 意
見
を
伝
え
る
こ
と
で
ク
ー

ポ
ン
や

謝
礼
な
ど
を
も
ら
え
る

意
見
を
伝
え
る
相
手
が
ど
の
よ
う
な

人
か
事
前
に
わ
か
る

同
年
代
が
集
ま
る
会
議
や
ワ
ー

ク

シ
ョ
ッ

プ
な
ど
で
意
見
交
換
し
な
が

ら
伝
え
る

そ
の
他

無
回
答

14,064 53.7 49.3 45.7 41.2 32.0 28.2 19.7 11.0 1.5 3.1

19歳 245 50.2 44.9 49.8 49.0 32.2 30.6 20.4 11.8 2.0 4.5

20～24歳 1,879 50.5 45.0 49.3 42.0 31.2 34.2 19.4 10.6 0.8 3.5

25～29歳 3,395 52.3 48.0 43.0 39.4 28.7 31.0 18.9 10.8 1.4 2.9

30～34歳 4,130 54.3 51.6 47.3 40.4 32.8 28.1 19.6 10.6 1.3 2.8

35～39歳 4,231 56.3 50.4 45.1 42.4 34.4 23.6 20.4 11.7 2.1 2.4

全体

年
齢
層
別

アンケート形式を求める回答が多数 

P.206
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第４章  主要項目及びその方向性 
 

 

文京区地域福祉保健計画の基本理念・基本目標（第２章参照）に基づき、若者支

援施策を推進するため、全体に関わる４つの「基本的な視点」と、本計画期間（令

和８年度～11年度）における３つの「主要項目」と「その方向性」を次のとおり掲

げ、取組を進めていきます。 

 

【基本的な視点】 

 

１ 若者の意見表明機会の確保 

若者自らが声を発し、社会に関わる機会を広げていくため、多様な意見表明の場

を設け、意見が尊重される環境づくりを進めます。また、アンケートの活用等によ

り、若者が意見を伝えやすい仕組みを整備し、その声をもとに政策を展開すること

で、若者の社会参画を推進します。 

 

２ 包括的な支援体制の強化（重層的支援体制整備の推進） 

社会情勢の変化に伴う複雑化・複合化した課題や制度の狭間にあるニーズにも対

応できるよう、高齢、介護、障害、子ども・若者、生活困窮等の分野横断的な多機

関が連携した重層的なセーフティーネットの構築を目指します。また、若者本人だ

けでなく、その家族も含めた包括的な支援を推進します。 

 

３ 持続可能で豊かな地域社会の構築 

若者が将来にわたり、身体的・精神的・社会的に良好な状態（ウェルビーイング）

で生活を送ることができる社会を実現し、地域社会の基盤の強化と持続可能性の向上

につなげていきます。また、若者が多様な価値観や生き方を尊重されながら、自らの

意欲と能力を活かすことができ、将来に希望を持てる地域社会の構築を目指します。 

 

４ 行政手続のデジタル化とＤＸ12の推進 

手続に係る負担軽減や利便性の更なる向上を図るため、申請手続のオンライン化

やＳＮＳを活用した相談・情報提供体制の整備等、行政サービスのデジタル化を推

進します。また、国及び東京都の動向を的確に把握し、連携を図りながら、若者の

ニーズに即した行政サービスを実現していきます。さらに、ＡＩ等の最新技術を活

用し、人や情報をつなぐことで、新たな行政サービスの創出を目指します。  

 
12 ＤＸ 「デジタルトランスフォーメーション」の略称。ＩＣＴ（情報や通信に関する技術）の浸透が、人々の生活をあ

らゆる面でより良い方向に変化させること。 

P.210
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主要項目１ 充実したライフデザインの支援 
 

方向性１ 理想のライフプランとワーク・ライフ・バランスの実現 

結婚（事実婚等含む）、子育て、就労等のライフイベントの到来に伴うライフス

テージの変化により、仕事と生活の調和が困難となる可能性があることから、就業

世帯への支援や多様化する保育ニーズへの対応、事業主への啓発活動等を通じて、

ワーク・ライフ・バランスの実現を支えます。あわせて、将来や人生に悩みを抱え

た際に誰もが安心して利用できる相談窓口を整備するなどにより、若者による自分

らしいライフプランの設計と実現を後押しします。 

 

方向性２ 健康とスポーツによる生活の質の向上 

若者が心身ともに健やかに暮らし、充実した日常を送ることができるよう、健康

的な生活習慣の定着やスポーツ活動の習慣化を支援し、生活の質の向上を目指しま

す。あわせて、将来にわたって健康を維持していくため、定期的な検診の受診促進

や性感染症対策に関する啓発に取り組みます。 

 

 

主要項目２ 社会的自立への援助 
 

方向性１ 社会的孤立の予防と心理的支援 

若者が地域社会の中で孤立することなく、自分らしく安心して生活できるよう、

社会的孤立の予防と心理的支援を一層推進します。ひきこもりやヤングケアラーと

いった多様な背景をもつ若者に寄り添い、一人ひとりの状況に合わせた、きめ細や

かな相談体制を整備します。あわせて、若者の誰もが安心してつながれるよう、多

様な居場所づくりを通じて、孤立を未然に防ぎます。さらに、心の健康を守るため

の支援として、うつ病・自殺対策やＤＶ対策、メンタルヘルス支援等を行い、若者

が直面する様々な課題に対して関係機関と連携し、切れ目のない支援体制の構築を

目指します。 

 

方向性２ 経済的自立の支援 

若者が将来に希望を抱き、自立した生活を送るためには、安定した経済的基盤の

確立が不可欠なことから、若者の貧困や無業状態といった課題に対応し、給付金等

の経済的支援をはじめ、就労支援の一環として、就職活動に向けた実践的なサポー

トを行います。  

P.211
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主要項目３ 自己実現の機会づくり 
 

方向性１ 学び直しとキャリア設計 

若者が学びや趣味を通じて人生を豊かにできるよう、生涯学習等の機会を提供し

ます。あわせて、勉強や読書に集中して取り組める環境を整備し、日常生活の中で

の継続的な学びを促進します。 

また、若者が自身の可能性を広げ、将来にわたって活躍できるよう、学び直し（リ

カレント教育）やキャリア形成を支援します。あわせて、スキルアップや資格取得

の支援に加え、起業など新たな挑戦を後押しすることで、多様なキャリアの選択肢

を広げます。 

 

方向性２ 社会参画と居場所づくり 

若者が地域社会の一員として主体的に関わることができるよう、社会参画の機会

を提供することで、若者自らが声を上げ、力を発揮できる社会を目指します。 

また、選挙や区政への参加促進、多世代交流や地域活動を通じたつながりの形成

等により、持続可能な地域社会を構築します。あわせて、公園等身近な空間の整備

や地域交流の場の創出により、若者が安心して過ごせる居場所を広げます。 
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第５章 

計画の体系・計画事業 
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【凡例】 

１ 計画の体系 

・     は、計画事業量を掲げ、進行管理の対象とする事業です。 

・ 他の分野別計画で主に実施している事業は、計画事業名の後に各分野別計画の頭文字

と事業番号を記載しています。 

地…地域福祉保健の推進計画 

子…子育て支援計画 

障…障害者・児計画 

保…保健医療計画 

・ 他の分野別計画と重複掲載している事業については、事業番号の整合性を図るため、一

部内容が変更されているものがあります。 

・ 子ども・子育て支援法第 60 条に規定する国の定める基本指針（平成 26 年内閣府告示

第 159 号）において、年度ごとの事業量、ニーズ量の見込み等を定める事項に関連する

事業（子ども・子育て支援交付金を充当して実施する事業）については、計画事業名の

後に「◆」を表示しています。 

・ 社会福祉法第 106 条の５に定める「重層的支援体制整備事業実施計画」に関わる事業

については、計画事業名の後に「★」を表示しています。 

 

２ 計画事業 

・ 数値目標を掲げ進行管理を行う事業のうち、他の分野別計画（地域福祉保健の推進計

画、障害者・児計画）に記載している事業については、令和７年度時点では、当該計画

が令和８年度までの計画となるため、本計画においても令和８年度までの数値目標のみ

を記載しています。 
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第５章  計画の体系・計画事業 
 

 

１ 計画の体系 
 

第４章で掲げた３つの主要項目を体系の大項目、６つの方向性を小項目としてい

ます。 

 

充実したライフデザインの支援 

小項目 計画事業 

１ 理想のライフプ
ランとワーク・
ライフ・バラン
スの実現 

 
（P51～P56） 

１ 各種相談窓口  

２ ぶんきょうハッピーベイビー応援事業 保 1-7-1 

３ 不妊治療に係る支援 保 1-7-2 

４ 文の京若年者向け就職面接会  

５ 男女平等参画の推進  

６ ダイバーシティ推進事業 
地 2-1-15 
地 2-1-16 

７ 若者の消費生活の安定と向上  

８ 労働者及び事業主への広報・啓発活動 子 5-1-24 

９ 一時預かり事業（私立保育園） ◆ 
子ども・子育て
支援事業計画※ 

10 
乳児等通園支援事業 
（こども誰でも通園制度） 

子ども・子育て
支援事業計画※ 

11 一時保育（キッズルーム） ◆ 子 2-1-20 

12 緊急一時保育事業・リフレッシュ一時保育事業 ◆ 
子 2-1-21 
子 2-1-22 

13 病児・病後児保育 ◆ 子 2-1-23 

14 
子育て短期支援事業 
（ショートステイ・トワイライトステイ） ◆ 

子 2-1-24 

15 ベビーシッター等による子育て支援事業 子 2-1-25 

16 障害者・児の介護者支援の推進  

17 延長保育・年末保育 ◆ 

子 2-1-3 
子 2-1-4 
子 2-1-14 
子 2-1-15 

18 放課後の児童の居場所  

19 ファミリー・サポート・センター事業 ◆ 子 5-1-4 

20 若者の居場所事業「Bunkyo Night Youth Lounge」  

※子ども・子育て支援事業計画は、子育て支援計画に内包する計画です。 

  

大項目 １ 
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小項目 計画事業 

２ 健康とスポーツ
による生活の質
の向上 

 
（P57～P60） 

１ 健康づくり事業  

２ 食育普及 保 1-9-1 

３ 歯と口腔の健康づくり 

保 1-5-3 
保 1-5-4 
保 1-5-6 
保 1-5-7 

４ たばこ対策事業  

５ 禁煙外来治療費の助成  

６ 若年層向け健康事業  

７ 子宮がん検診  

８ 文京区版ネウボラ事業 子 1-1-1 

９ 妊産婦の健康に係る支援  

10 エイズ・性感染症対策の推進  

11 スポーツ交流ひろばの充実  

12 地域のスポーツ団体等との連携による事業展開  

13 スポーツ教室  

14 
スポーツ振興イベント「Bunkyo Sports Park」 
の開催 

子 1-2-13 
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社会的自立への援助 

小項目 計画事業 

１ 社会的孤立の予
防と心理的支援 

 
（P61～P66） 

１ 
重層的支援体制整備事業 
（ぶんきょうチームでまるごと支援） ★ 

地 1-1-1 
地 1-2-1 
地 2-1-1 
地 2-1-2 
地 2-1-3 

２ 民生委員・児童委員による相談援助活動 地 1-2-6 

３ 女性のほほえみ支援ネットワーク事業 地 2-2-4 

４ 母子・女性緊急一時保護事業 子 4-4-14 

５ ゲートキーパー養成講座  

６ 心のサポーター養成研修  

７ ひきこもりの総合的な支援の推進 地 2-1-4 

８ ヤングケアラー支援推進事業 子 4-3-12 

９ ケアリーバー（社会的養護経験者）に関わる支援  

10 非行防止・更生保護の推進 子 3-2-6 

11 障害者基幹相談支援センターの運営 ★ 障 2-1-7 

12 地域生活支援拠点の運営 
障 1-1-20 
障 2-1-14 

13 男女平等参画の推進    ＜１－１－５再掲＞ 

14 ダイバーシティ推進事業  ＜１－１－６再掲＞ 
地 2-1-15 
地 2-1-16 

15 
若者の居場所事業「Bunkyo Night Youth Lounge」 
             ＜１－１－20再掲＞ 

 

２ 経済的自立の支
援 

 
（P67～P68） 

１ 生活困窮者への自立支援の推進 ★ 地 2-2-1 

２ 母子家庭及び父子家庭自立支援給付金事業 子 4-4-11 

３ 入院助産 子 4-4-9 

４ 生活福祉資金貸付制度（教育支援資金）  

５ 文の京若年者向け就職面接会 ＜１－１－４再掲＞ 

６ 障害者就労支援の充実 障 3-1-1 

７ 中小企業ダイバーシティ人材採用促進事業  

 

  

大項目 ２ 

P.218



第５章 計画の体系・計画事業 

 

50 

 

自己実現の機会づくり 

小項目 計画事業 

 
１ 学び直しとキャ

リア設計 
 

（P69～P70） 

１ 生涯学習推進事業  

２ 学びの拠点としての図書館  

３ 文化芸術活動の推進  

４ リカレント教育課程等受講料助成金  

５ 創業入門サロン  

６ 創業支援セミナー  

７ チャレンジショップ支援事業  

８ スタートアップ支援事業  

 
２ 社会参画と居場

所づくり 
 

（P71～P76） 

１ 文京 Vote Supporters  

２ 投票立会人募集  

３ 町会・自治会加入促進・担い手確保支援事業  

４ 
重層的支援体制整備事業 
（ぶんきょうチームでまるごと支援） ★ 
             ＜２－１－１再掲＞ 

地 1-1-1 
地 1-2-1 
地 2-1-1 
地 2-1-2 
地 2-1-3 

５ 小地域福祉活動の推進 ★ 地 1-1-2 

６ 地域の支え合い体制づくり推進事業 地 1-1-9 

７ 青少年の社会参加推進事業補助 子 3-2-3 

８ 社会教育関係団体登録制度  

９ 成人の日記念「はたちのつどい」  

10 大塚地域活動センターオープンスペース企画  

11 ふれあいサロン事業  

12 ボランティア活動への支援 地 1-2-2 

13 ＮＰＯ活動・地域活動の支援 地 1-2-3 

14 文京お届け講座  

15 交流館における交流事業の充実  

16 安全・安心で快適な公園等の整備 子 5-2-6 

17 
若者の居場所事業「Bunkyo Night Youth Lounge」 
             ＜１－１－20再掲＞ 

 

 

  

大項目 ３ 
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２ 計画事業 
 

大項目１ 充実したライフデザインの支援 

小項目１ 理想のライフプランとワーク・ライフ・バランスの実現 

１－１－１ 各種相談窓口 

事業概要 

日常生活における問題や悩みごとの解決の糸口を提供し、区民福祉の向上を

図るため、専門家による法律相談・税務相談・不動産相談や、行政相談・人権

相談・青少年相談・外国語対応を含む区民相談事業を実施します。 

担当 広報戦略課 

 

 

１－１－２ ぶんきょうハッピーベイビー応援事業 （保１-７-１） 

事業概要 

子どもを望む全ての区民が安心して子どもを産み、育てられるよう、ぶんき

ょうハッピーベイビー応援事業を実施します。妊娠・出産や仕事と育児の両立、

ライフプランの設計等に関する啓発冊子の配布、出産を控えた夫婦や子育て世

代を対象とした講座・講演会等を行います。 

担当 健康推進課 

 

 

１－１－３ 不妊治療に係る支援 （保１-７-２） 

事業概要 
子どもを望む区民を支援するため、不妊治療費（先進医療）助成、男性不妊

検査費助成などを行うほか、不妊に関する相談事業を実施します。 

担当 健康推進課 

 

 

１－１－４ 文の京若年者向け就職面接会 

事業概要 
おおむね39歳以下の求職者と人材の確保を希望する区内中小企業等による

就職面接会を実施します。 

担当 経済課 

４年間の 
計画事業量 

就職面接会の継続実施により、区内中小企業等への就職を希望する若年者の

就労を支援するとともに、企業の人材確保を支援します。 

 

 

 

進行管理の対象としている事業名に    を表示しています。  
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１－１－５ 男女平等参画の推進 

事業概要 

無意識のうちに形成された性別に基づく固定的な役割分担意識やジェンダ

ーに関する偏見等を解消し、男女平等参画を推進するため、男女平等センター

を拠点として啓発事業や学習の機会の提供を行うとともに、配偶者やパートナ

ー間を含むあらゆる暴力の根絶に向けた普及啓発事業等を実施します。 

担当 総務課 

 

 

１－１－６ ダイバーシティ推進事業 （地２-１-15、２-１-16） 

事業概要 

アンコンシャス・バイアス（無意識の偏見）や価値観・文化の相互理解不足

による差別をなくす啓発のほか、生きづらさや困難を抱える人の相談支援、Ｓ

ＯＧＩ（性的指向及び性自認）に悩む人へのコミュニケーション機会の提供、

互いを人生のパートナーとすることを約束した同性の二人を支援する「文京区

パートナーシップ宣誓制度」等を通じ、多様な性への理解促進と人権・多様性

を尊重する社会の実現を推進します。 

担当 総務課 

４年間の 
計画事業量 

項目 ８年度 ９年度 10年度 11年度 

男女平等セン
ター相談室の
相談件数 

1,100件 

※他の分野別計画に記載している事業については、

令和８年度までの計画となるため、令和９年度以

降の数値目標は設定していません。 

 

 

１－１－７ 若者の消費生活の安定と向上 

事業概要 

消費者トラブルを未然に防止するための消費者啓発及び教育を推進すると

ともに、消費者相談室の周知を図ります。 

また、エシカル消費13の普及に取り組み、人や社会、環境に配慮した意思行

動の定着を促します。 

担当 経済課 

４年間の 
計画事業量 

時流を捉えた消費者教育のメニュー及び資産運用に関する研修会の充実を

図ります。 

また、対面による受講環境に加え、ＳＮＳ等を活用した普及・啓発を進め、

あわせて、オリジナルキャラクターを使用した消費者相談室の周知を行ってい

きます。 

 

  

 
13 エシカル消費 消費者それぞれが各自にとっての社会的課題の解決を考慮したり、そうした課題に取り組む事業者を

応援しながら消費活動を行うこと。 
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１－１－８ 労働者及び事業主への広報・啓発活動 （子５-１-24） 

事業概要 

育児と仕事の両立をはじめとする多様な働き方の実現に向けた意識改革を

推進するため、関係行政機関や商工会議所等と連携し、労働者及び事業主への

広報・啓発活動を行います。 

担当 経済課 

 

 

１－１－９ 一時預かり事業（私立保育園） ◆ 

事業概要 
対象の私立保育園において、通常業務の空き定員部分や専用保育室を活用

し、保育園や幼稚園等に在席していない子どもを一時的に保育します。 

担当 幼児保育課 

※子ども・子育て支援事業計画に内包する事業になります。 

 

 

１－１－10 乳児等通園支援事業（こども誰でも通園制度） 

事業概要 

全ての子どもの育ちを応援し、子どもの良質な成育環境を整備するととも

に、全ての子育て家庭に対して、多様な働き方やライフスタイルにかかわらな

い形での支援を強化するため、現行の幼児教育・保育給付とは別に、月一定時

間までの利用可能枠の中で、就労要件を問わず時間単位等で柔軟に利用できる

新たな通園給付を行います。 

担当 幼児保育課 

４年間の 
計画事業量 

項目 ８年度 ９年度 10年度 11年度 

区立 
認可保育所 

16人 16人 16人 16人 

私立 
認可保育所等 

21人 21人 21人 21人 

その他 18人 18人 18人 18人 

※子ども・子育て支援事業計画に内包する事業になります。 

 

 

 

 

 

 

進行管理の対象としている事業名に    を表示しています。 

 

子ども・子育て支援交付金を充当して実施する事業に「◆」を表示しています。 
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１－１－11 一時保育（キッズルーム） ◆ （子２-１-20） 

事業概要 

満１歳から就学前までの幼児の保護者を対象に、育児疲れのリフレッシュや

学校、幼稚園等の行事参加など多様な保育需要に対応するため、一時保育所を

運営し、保護者の社会活動への参加等を推進します。 

担当 子育て支援課 

４年間の 
計画事業量 

育児疲れによるリフレッシュや学校・幼稚園等の行事参加など多様な保育需

要に対応するため、一時保育所の運営を行います。 

また、多様化する保育ニーズへの対応や利便性の向上を図るため、各施設の

利用者登録について一元化を検討し、保護者の社会活動への参加等を推進しま

す。 

 

 

１－１－12 緊急一時保育事業・リフレッシュ一時保育事業 ◆ 

（子２-１-21、２-１-22） 

事業概要 

区立保育園及び区立認定こども園において、保護者や家族の疾病、出産等に

より緊急に保育を必要とする子どもを預かる緊急一時保育事業を実施します。 

また、緊急一時保育事業の利用に空きがある場合、要件を問わず利用できる

リフレッシュ一時保育事業を実施します。 

担当 幼児保育課、学務課 

 

 

１－１－13 病児・病後児保育 ◆ （子２-１-23） 

事業概要 

病中又は病気の回復期にある子どもを、家族の介護や就労の都合等やむを得

ない事由により、集団保育や家庭での保育をすることができないとき、区が委

託する医療機関等で保育を行います。 

担当 子育て支援課 

４年間の 
計画事業量 

病児・病後児保育施設の運営を行い、病気により集団保育の困難な子どもを

一時的に預かることで、保護者の就労等を支援します。 

現状区内４か所で実施していますが、病気の流行に伴う利用時期の集中等の

理由から保育を断らざるを得ない場合があるほか、施設の地域的な偏在等によ

り、ニーズに対応しきれていない部分が存在します。これらを踏まえ、施設の

存在しない地域を中心に新規開設に向けた検討を進めます。 
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１－１－14 子育て短期支援事業（ショートステイ・トワイライトステイ） ◆ 

（子２-１-24） 

事業概要 

保護者の育児疲れや疾病、就労等の理由により、家庭において子どもを養育

することが一時的に困難になった場合に、施設において一定期間、養育を行う

ことで子どもとその家庭の福祉の向上を図ります。 

担当 子ども家庭支援センター 

 

 

１－１－15 ベビーシッター等による子育て支援事業 （子２-１-25） 

事業概要 

子育て家庭の負担軽減や孤立等の防止を図るため、ベビーシッター等による

保育サービスを利用した際の利用料の一部を助成するとともに、家事・育児支

援サービスを一定の負担で利用できる券を交付するほか、ひとり親家庭や多胎

児家庭を対象に支援事業を実施し、多様な保育サービスの提供を推進します。 

【実施事業】 

・ひとり親家庭子育て訪問支援券事業 

・ベビーシッター利用料助成制度 

・ふたごちゃん・みつごちゃん家事・育児サポート利用料助成制度 

・おうち家事・育児サポート事業 

担当 子育て支援課 

 

 

１－１－16 障害者・児の介護者支援の推進 

事業概要 

自宅で障害者・児を介護する家族等の病気や就労、冠婚葬祭、休養等の理由

により、介護を代替するなど、障害者・児の介護を行う家族等を支援するため

の各種事業を実施します。 

担当 障害福祉課 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

進行管理の対象としている事業名に    を表示しています。 

 

子ども・子育て支援交付金を充当して実施する事業に「◆」を表示しています。  
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１－１－17 延長保育・年末保育 ◆ （子２-１-３、２-１-４、２-１-14、２-１-15） 

事業概要 

区立保育園及び区立認定こども園において、保護者の就労等の都合により保

育の必要がある子どもを対象に、午後６時15分から午後７時15分まで延長保育

を実施します。一時的にお迎えが遅くなる場合には、延長保育スポット利用の

制度を実施します。 

また、年末の区立保育園及び区立認定こども園の休園期間中（日曜日を除く

12月29、30日）、保護者の就労等により家庭で保育を受けることができない子

どもを対象に年末保育を実施します。 

担当 幼児保育課、学務課、教育指導課 

 

 

１－１－18 放課後の児童の居場所 

事業概要 
児童の生活状況や家庭のニーズにあわせ、児童館・育成室・認証学童クラブ・

放課後全児童向け事業（アクティ）を実施します。 

担当 児童青少年課 

４年間の 
計画事業量 

児童館・育成室・認証学童クラブ・放課後全児童向け事業のそれぞれの特性

に基づき、児童・保護者がニーズにあわせたサービスを選択し、全ての児童が

放課後の安全な居場所が確保されることを目指します。 

 

 

１－１－19 ファミリー・サポート・センター事業 ◆ （子５-１-４） 

事業概要 
子育ての援助を受けたい区民と援助を行いたい区民が会員となり、地域の中

で互いに助け合いながら子育てする相互援助活動を行います。 

担当 子育て支援課 

４年間の 
計画事業量 

文京区子育てサポーター認定制度を活用し、提供会員の質の向上を図るとと

もに、地域担当制により、提供会員と依頼会員のマッチングの向上を図ります。 

 

 

１－１－20 若者の居場所事業「Bunkyo Night Youth Lounge」 

事業概要 
若者が自由に過ごすことができる居場所を提供するとともに、心理職等によ

る相談支援や定期的な交流イベント等を実施します。 

担当 子育て支援課 

４年間の 
計画事業量 

週１回の継続実施により、若者の居場所や相談機能を安定的に供給するとと

もに、若者のニーズに即したイベント(学び、趣味、ゲーム、出会い、地域参

画、区政への提言等)を通じて、若者の充実した生活を推進します。 
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小項目２ 健康とスポーツによる生活の質の向上 

１－２－１ 健康づくり事業 

事業概要 

生活習慣の改善や運動習慣の定着を希望する区民を対象に、運動・活動量を

増やすための健康づくり教室を行います。 

また、効果的な生活習慣病予防を行うため、主体的な健康づくりに関する講

習会を開催します。 

担当 保健サービスセンター 

４年間の 
計画事業量 

健康の保持増進のため、区民一人ひとりが健康的な生活習慣の必要性を理解

し、主体的に健康管理を行えるよう、啓発を進めます。 

 

 

１－２－２ 食育普及 （保１-９-１） 

事業概要 

望ましい食生活について理解を深め、実践していくことができるよう、講座

やイベント等を通して情報発信を行います。 

また、区とともに食育を推進していく食育サポーターを養成します。 

担当 健康推進課 

 

 

１－２－３ 歯と口腔の健康づくり （保１-５-３、１-５-４、１-５-６、１-５-７） 

事業概要 

全身の健康に大きく関係のある歯周疾患を予防し、生涯における口腔機能の

維持・向上へつなげるため、歯周疾患検診を実施し、かかりつけ歯科医を持つ

機会を提供します。 

疾病や障害等で歯科医院へ通院困難な在宅療養者等に対して、歯科医師や歯

科衛生士が自宅等に訪問し、歯科健診・予防相談指導を実施するとともに、か

かりつけ歯科医の定着を促し、在宅療養者等の口腔衛生の改善及び向上を図り

ます。 

障害者・児等で口腔疾患の予防と治療・口腔機能の改善を必要としている方

を対象に、歯科治療や各種相談等を行い、障害者等に歯科診療の機会を提供し、

障害者の口腔衛生の向上を図ります。また、高次医療機関や地域のかかりつけ

歯科医へもつなげます。 

妊婦を対象に妊婦歯周疾患検診を実施し、妊娠中にかかりやすい歯周疾患を

早期に発見し、胎児の健やかな成長と母体の健康の維持を図ります。 

担当 健康推進課 

 

 

 

進行管理の対象としている事業名に    を表示しています。 

 

子ども・子育て支援交付金を充当して実施する事業に「◆」を表示しています。  
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１－２－４ たばこ対策事業 

事業概要 

喫煙・受動喫煙による健康被害を防止するため、たばこと健康に関する正し

い知識について、あらゆるライフステージ・対象に向け普及啓発を図ります。

子どもの受動喫煙防止に向けたポスターの掲出、母子健康手帳交付時のリーフ

レット配付等を行います。 

担当 健康推進課 

 

 

１－２－５ 禁煙外来治療費の助成 

事業概要 

主体的な禁煙に向けた取組を支援することで、生活習慣病予防を推進し健康

の維持・増進を図るため、医療機関で禁煙外来治療を受ける方に対し、治療費

や薬剤費の一部を助成します。 

担当 健康推進課 

 

 

１－２－６ 若年層向け健康事業 

事業概要 

一般的な健診項目の受診を希望する方に対し、健康相談を実施するほか、健

康センターでの各種取組等を通じて、健康づくりを推進します。 

また、年度末年齢が39歳となる区民に対し、40歳から受診できる区健診（検

診）の利用を促すため、区健診（検診）情報を簡潔に掲載したはがきを送付し

ます。 

担当 保健サービスセンター、健康推進課 

 

 

１－２－７ 子宮がん検診 

事業概要 
20歳以上の偶数年齢の区内在住女性に対し、問診、視診等の子宮がん検診を

無料で実施します。 

担当 健康推進課 

４年間の 
計画事業量 

「がん（悪性新生物）」は区における死因の第１位であり、主要死因別死亡

率の26.8％を占めています。一方、区の子宮がん検診の受診率は、約40％とな

っており、令和11年度の受診率60％を目標として各種啓発等を行います。 
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１－２－８ 文京区版ネウボラ事業 （子１-１-１） 

事業概要 

保健師等専門職が全ての妊婦にネウボラ面接を行い、妊娠中の不安の軽減を

図ります。面接時には育児用品パッケージを提供し、全数面接の実効性を保持

します。 

また、出産後１年以内の母子に対して心身のケアや育児サポート等を行い、

産後も安心して子育てができる支援体制を確保するほか、経済的支援として妊

婦のための支援給付を実施します。 

担当 保健サービスセンター、健康推進課 

４年間の 
計画事業量 

出産前後の個別の不安や悩みの軽減を図るとともに、個々の子育て家庭のニ

ーズに応じた支援を行うことで、妊娠・出産・子育てへの切れ目ない支援を継

続していきます。 

 

 

１－２－９ 妊産婦の健康に係る支援 

事業概要 

妊娠届提出時に健康診査受診票を配付し、委託する都内医療機関で一般健診

（14回）と超音波検査（４回）、子宮頸がん検診（１回）の助成を行います。

里帰り出産等都外施設で受診した場合には、償還払いにより助成します。 

また、妊婦を対象に妊婦歯周疾患検診を実施し、妊娠中にかかりやすい歯周

疾患を早期に発見し、胎児の健やかな成長と母体の健康の維持を図ります。母

親学級では妊娠中の歯と口腔の健康について歯科衛生教育を行います。 

担当 健康推進課、保健サービスセンター 

 

 

１－２－10 エイズ・性感染症対策の推進 

事業概要 

匿名・無料でのＨＩＶ即日抗体検査のほか、希望者に性感染症（梅毒、クラ

ミジア、淋菌）のスクリーニング検査を実施し、エイズ・性感染症のまん延防

止を図ります。また、ＨＩＶ／エイズ等の性感染症に関する正しい知識の啓発

として、エイズ予防月間に合わせたレッドリボン展を開催します。 

担当 予防対策課 

４年間の 
計画事業量 

区における新規のＨＩＶ感染者・エイズ患者の報告数は、近年横ばいで推移

しているため、主に若い世代を中心とした普及啓発や区民の利便性に配慮した

検査・相談体制を確保するなど、感染の拡大防止とＨＩＶ感染者の支援を目的

とした、総合的なＨＩＶ／エイズ対策を推進していきます。 

 

 

 

 

進行管理の対象としている事業名に    を表示しています。  
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１－２－11 スポーツ交流ひろばの充実 

事業概要 
区立小・中学校の体育館や校庭を活用し、地域の指導員の指導のもと曜日ご

とに種目を設定し、全ての区民の身近なスポーツ活動の場として開放します。 

担当 スポーツ振興課 

４年間の 
計画事業量 

スポーツ交流ひろば事業の実施により、スポーツを通じた地域交流の場を提

供します。また、効果的な広報活動を検討し、参加者の増加を図ります。 

 

 

１－２－12 地域のスポーツ団体等との連携による事業展開 

事業概要 

区と協定を締結しているスポーツ団体や区内に拠点を置くスポーツ団体・企

業・大学等との協働により、各種スポーツ体験教室やスポーツ観戦事業を実施

します。 

担当 スポーツ振興課 

４年間の 
計画事業量 

地域のスポーツ団体等との連携についての認知度を高めるとともに、協働に

よる各種スポーツ体験教室等を実施することで、効果的に区民のスポーツ振興

の促進を図り、地域の活性化につなげていきます。 

 

 

１－２－13 スポーツ教室 

事業概要 
幅広い年齢層の区民の健康・体力づくりを推進するため、各種スポーツ・レ

クリエーション教室を開催します。 

担当 スポーツ振興課 

４年間の 
計画事業量 

各種スポーツ・レクリエーション教室の開催により、区民の健康・体力づく

りの推進及びスポーツ・レクリエーションの普及振興を図ります。 

 

 

１－２－14 スポーツ振興イベント「Bunkyo Sports Park」の開催 （子１-２-13） 

事業概要 
野球やサッカーなどの定番スポーツをはじめ、パラスポーツやアーバンスポ

ーツ14など、様々なスポーツの体験等ができるイベントを開催します。 

担当 スポーツ振興課 

４年間の 
計画事業量 

区民等が様々なスポーツの体験等ができる機会を提供することで、区民等の

スポーツ振興の促進を図ります。 

  

 
14 アーバンスポーツ エクストリームスポーツの中で都市での開催が可能なもの。ボルダリング、ＢＭＸ、スラックラ

イン、パルクール、トランポリン、スケートボード、３×３などが挙げられる。 
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大項目２ 社会的自立への援助 

小項目１ 社会的孤立の予防と心理的支援 

２－１－１ 重層的支援体制整備事業（ぶんきょうチームでまるごと支援） ★  

（地１-１-１、１-２-１、２-１-１、２-１-２、２-１-３） 

事業概要 

支援が必要な方の状況に応じて各分野の機関が連携し、地域支援やネットワ

ークを重ね合わせることで、孤立している人を取り残さない地域づくりを目指

します。 

担当 事務局：福祉政策課 

４年間の 
計画事業量 

会議や研修等を通じて、関係者による目的意識の共有や支援者の資質向上を

図るほか、つながる相談窓口の設置など、分野横断的な協働を推進するととも

に、区民への周知を図りながら、質の高い支援を包括的に提供できる体制を構

築していきます。特に、地域に存在する８０５０問題15やひきこもり等、複合

的な課題や制度の狭間の課題を抱えた方及び世帯に対し、社会福祉協議会や地

域の関係者、地域活動団体等と連携することで、早期の把握と適切な支援につ

なげていきます。 

 

 

２－１－２ 民生委員・児童委員による相談援助活動 （地１-２-６） 

事業概要 

民生委員・児童委員は、地域住民の介護の悩みや子育ての不安、障害者の生

活上の困りごと、経済的困窮など福祉に関する様々な相談に応じ、支援を必要

とする方と行政機関を繋げるパイプ役を担います。 

区は民生委員・児童委員への支援や連携を通じて、地域社会の中で生活上の

様々な問題を抱えている方への相談及び援助活動を行います。 

担当 福祉政策課 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

進行管理の対象としている事業名に    を表示しています。 

 

重層的支援体制整備事業実施計画に関わる事業に「★」を表示しています。  

 
15 ８０５０問題 高齢の親と働いていない独身の 50 代の子とが同居している世帯に係る問題。 
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２－１－３ 女性のほほえみ支援ネットワーク事業 （地２-２-４） 

事業概要 

ＤＶや生活困窮等の困難な問題を抱える女性に対し、自立に向けた切れ目な

い相談・支援ができるように、支援に関わる福祉、子育て、教育等の関係機関

と民間団体や民間事業者との連携・協働による支援のあり方の検討とネットワ

ークの構築を行います。 

担当 生活福祉課 

４年間の 
計画事業量 

困難な問題を抱える女性の支援に関わる福祉、子育て、教育等の関係機関と

民間団体や民間事業者との代表者会議、実務者会議、個別ケース会議等により

情報交換や状況把握に努め、自立に向けた切れ目ない支援を連携・協働により

行います。また、行政の相談窓口や民間団体等を載せたカード等の作成・配布

などにより周知啓発を行い、困難な問題を抱えた女性を相談・支援につなげて

いきます。 

 

 

２－１－４ 母子・女性緊急一時保護事業 （子４-４-14） 

事業概要 

配偶者・親等の暴力被害からの避難等で緊急に施設での保護が必要な母子や

女性に対し、公的施設のほか、近隣のホテルや民間シェルターを活用して、一

時的な保護と相談、支援を行います。 

担当 生活福祉課 

 

 

２－１－５ ゲートキーパー養成講座 

事業概要 

区職員や地域のキーパーソンとなる人材を対象に、自殺についての基本的な

認識を深め、ゲートキーパーの役割を担う人材を育成するための取組を効果的

に実施します。 

担当 予防対策課 

４年間の 
計画事業量 

地域の自殺対策を支える人材が、「自殺は社会の努力で避けることのできる

死である」ことを共通の認識として持ち、適切な支援につなぐことができるよ

うな自殺対策を支える人材を育成します。 

 

 

２－１－６ 心のサポーター養成研修 

事業概要 

メンタルヘルスや精神疾患への正しい知識を持ち、地域や職域でメンタルヘ

ルスの問題を抱える人や家族に対して可能な範囲で手助けを行うことができ

る「心のサポーター」の養成研修を実施します。 

担当 予防対策課 
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２－１－７ ひきこもりの総合的な支援の推進 （地２-１-４） 

事業概要 

ひきこもり当事者やその家族及び８０５０問題ケース等の複合的な課題を

含む相談を文京区ひきこもり支援センターで実施し、関係機関と連携しながら

支援を行います。 

また、ひきこもり状態にある方の自立を支援するため、「ひきこもり等自立

支援事業（ＳＴＥＰ事業）」（Support支援/Talk相談/Experience経験/Place居

場所)を行います。 

担当 生活福祉課 

４年間の 
計画事業量 

項目 ８年度 ９年度 10年度 11年度 

ひきこもり 
支援センター 
相談件数 

260件 

※他の分野別計画に記載している事業については、

令和８年度までの計画となるため、令和９年度以

降の数値目標は設定していません。 

ＳＴＥＰ事業 
相談件数 

960件 

ＳＴＥＰ事業 
支援メニュー 
利用件数 

560件 

 

 

２－１－８ ヤングケアラー支援推進事業 （子４-３-12） 

事業概要 

ヤングケアラー支援を推進するために、啓発活動の拡充による理解促進を図

るとともに、関係機関等を対象とした研修等を実施します。 

また、支援を円滑に実施するために、ヤングケアラー本人の意向を踏まえて

関係機関と連携し、家族の状況に応じて重層的支援体制整備事業を活用し、本

人及び家族全体に対する支援を行います。 

担当 子ども家庭支援センター 

４年間の 
計画事業量 

「知ること、気づくことからつなぐこと」への啓発活動の取組として、ヤン

グケアラー当事者である子ども・若者に向けたリーフレットの作成や企画等を

実施するとともに、関係機関等に向けたリーフレットの作成や研修等を実施し

ます。 

また、ヤングケアラー本人及び家族全体に対する支援を円滑に実施するため

に、本人の意向と家族の状況に合わせた適切な情報提供を行い、必要な社会資

源やサービス等への繋ぎを行います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

進行管理の対象としている事業名に    を表示しています。  
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２－１－９ ケアリーバー（社会的養護経験者）に関わる支援 

事業概要 

児童養護施設や里親家庭で育ったケアリーバー(社会的養護経験者)に対し、

社会的な自立を促進し、自立後の安定した生活の確保を目指すため、相談支援

とともに、住まいに関する援助等を行います。 

担当 児童相談課 

 

 

２－１－10 非行防止・更生保護の推進 （子３-２-６） 

事業概要 

犯罪や非行の防止と犯罪や非行をした人たちの更生について理解を深め、犯 

罪や非行のない安全で安心な明るい地域社会を築くための啓発活動（東京ドー 

ム周辺広報啓発活動、社会を明るくする大会、矯正展等）を実施します。 

また、保護司が子どもの非行・不良の悩みごとなどの相談に対応します。 

担当 福祉政策課 

 

 

２－１－11 障害者基幹相談支援センターの運営 ★ （障２-１-７） 

事業概要 

障害者等が住み慣れた地域で自立した生活を送ることができるよう、人材育

成と家族全体の重層的課題を含んだ高度かつ複雑な内容の相談支援を実施し

ます。 

また、障害者の権利擁護や地域移行・地域定着に関する取組など、支援体制

の強化等を推進する総合的な相談支援活動の拠点として事業運営を行い、障害

分野に限らず、介護分野、児童分野、生活困窮分野等の関係機関との連携体制

の構築を推進します。 

担当 障害福祉課 

４年間の 
計画事業量 

地域の相談支援事業所に対する専門的な指導・助言を年400件行い、地域の

相談支援事業所の人材育成の支援及び地域の相談機関との連携強化の取組を

年12回実施します。 

また、個別事例の支援内容の検証を年12回実施し、主任相談支援専門員を２

名配置します。 

 

  

P.233



 

 

65 

 

２－１－12 地域生活支援拠点の運営 （障１-１-20、２-１-14） 

事業概要 

地域生活支援拠点では地域連携調整員を配置し、主に相談支援と地域づくり

を担い、関係機関等と連携した障害者の居住支援体制の充実を図るほか、他の

機能（緊急時の対応・生活体験・専門的人材の確保）を区内の支援機関と連携

する面的整備で実施します。 

担当 障害福祉課 

４年間の 
計画事業量 

地域生活支援拠点の５つの機能のうち、未整備である「緊急時の受入れ・対

応」「体験の機会・場」「専門的人材の確保・養成」について、４地区の拠点を

中心とした面的整備で実施します。 

また、地域自立支援協議会において、その機能や地域課題について協議しま

す。 

 

 

２－１－13 男女平等参画の推進 ＜１－１－５再掲＞ 

事業概要 

無意識のうちに形成された性別に基づく固定的な役割分担意識やジェンダ

ーに関する偏見等を解消し、男女平等参画を推進するため、男女平等センター

を拠点として啓発事業や学習の機会の提供を行うとともに、配偶者やパートナ

ー間を含むあらゆる暴力の根絶に向けた普及啓発事業等を実施します。 

担当 総務課 

 

 

２－１－14 ダイバーシティ推進事業 （地２-１-15、２-１-16） 

＜１－１－６再掲＞ 

事業概要 

アンコンシャス・バイアス（無意識の偏見）や価値観・文化の相互理解不足

による差別をなくす啓発のほか、生きづらさや困難を抱える人の相談支援、Ｓ

ＯＧＩ（性的指向及び性自認）に悩む人へのコミュニケーション機会の提供、

互いを人生のパートナーとすることを約束した同性の二人を支援する「文京区

パートナーシップ宣誓制度」等を通じ、多様な性への理解促進と人権・多様性

を尊重する社会の実現を推進します。 

担当 総務課 

４年間の 
計画事業量 

項目 ８年度 ９年度 10年度 11年度 

男女平等セン
ター相談室の
相談件数 

1,100件 

※他の分野別計画に記載している事業については、

令和８年度までの計画となるため、令和９年度以

降の数値目標は設定していません。 

 

 

進行管理の対象としている事業名に    を表示しています。 

 

重層的支援体制整備事業実施計画に関わる事業に「★」を表示しています。  
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２－１－15 若者の居場所事業「Bunkyo Night Youth Lounge」 

＜１－１－20再掲＞ 

事業概要 
若者が自由に過ごすことができる居場所を提供するとともに、心理職等によ

る相談支援や定期的な交流イベント等を実施します。 

担当 子育て支援課 

４年間の 
計画事業量 

週１回の継続実施により、若者の居場所や相談機能を安定的に供給するとと

もに、若者のニーズに即したイベント(学び、趣味、ゲーム、出会い、地域参

画、区政への提言等)を通じて、若者の充実した生活を推進します。 
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小項目２ 経済的自立の支援 

２－２－１ 生活困窮者への自立支援の推進 ★ （地２-２-１） 

事業概要 

生活保護に至る前の生活困窮者に対し、区が実施主体となって、関係機関と

の連携により、地域の支援体制を構築し、自立相談支援事業、住居確保給付金

の支給、就労準備支援事業、居住支援事業、学習支援事業その他生活困窮者の

自立の促進に関し包括的な事業を実施します。 

担当 生活福祉課 

４年間の 
計画事業量 

項目 ８年度 ９年度 10年度 11年度 

自立相談支援
事業新規相談 
受付件数 

250件 

※他の分野別計画に記載している事業については、

令和８年度までの計画となるため、令和９年度以

降の数値目標は設定していません。 

住居確保給付
金支給件数 15件 

その他支援 80人 

 

 

２－２－２ 母子家庭及び父子家庭自立支援給付金事業 （子４-４-11） 

事業概要 

要件を満たしたひとり親家庭等の父母が、より収入が高く安定した職に就く

ことができるように、就職に有利な資格取得の支援として「母子家庭及び父子

家庭自立支援教育訓練給付金事業」及び「母子家庭及び父子家庭高等職業訓練

促進給付金事業」を実施します。 

担当 生活福祉課 

４年間の 
計画事業量 

ひとり親家庭に向けて母子家庭及び父子家庭自立支援給付金事業のチラシ

の配布やホームページの掲載などを通じて事業の周知を行い、安定した雇用や

就労に向けた資格取得のために他機関と連携しながら相談・支援していきま

す。 

 

 

２－２－３ 入院助産 （子４-４-９） 

事業概要 
「児童福祉法」に基づき、出産時に分娩・入院の費用を支払うことが困難な

妊産婦に対して、その費用を支給します。（所得要件あり） 

担当 生活福祉課 

 

進行管理の対象としている事業名に    を表示しています。 

 

重層的支援体制整備事業実施計画に関わる事業に「★」を表示しています。 
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２－２－４ 生活福祉資金貸付制度（教育支援資金） 

事業概要 

所得の少ない世帯の将来的な自立を支援することを目的として、学校教育法

に規定する高等学校、大学、短期大学、専修学校、高等専門学校等に修学する

ために必要な費用の貸付を無利子で行います。 

担当 社会福祉協議会 

 
 

２－２－５ 文の京若年者向け就職面接会 ＜１－１－４再掲＞ 

事業概要 
おおむね39歳以下の求職者と人材の確保を希望する区内中小企業等による

就職面接会を実施します。 

担当 経済課 

４年間の 
計画事業量 

就職面接会の継続実施により、区内中小企業等への就職を希望する若年者の

就労を支援するとともに、企業の人材確保を支援します。 

 
 

２－２－６ 障害者就労支援の充実 （障３-１-１） 

事業概要 

障害者の社会参加と自立を促進するため、就労に関する相談・支援等につい

て、障害者就労支援センターを中心に実施します。多様化している障害の特性

や働き方へのニーズに応じた専門性の高い支援やコーディネート力の強化、増

加する新規登録者・就労者に対する定着支援、生活支援等、地域の拠点として

の機能の充実を図ります。 

担当 障害福祉課 

４年間の 
計画事業量 

項目 ８年度 ９年度 10年度 11年度 

就労継続者数 352人 

※他の分野別計画に記載している事業については、

令和８年度までの計画となるため、令和９年度以

降の数値目標は設定していません。 

 
 

２－２－７ 中小企業ダイバーシティ人材採用促進事業 

事業概要 

区内中小企業向けに、地域の多様な人材の確保・活用に関するセミナーを実

施するとともに、就職を希望する就職氷河期世代、女性及びリカレント教育課

程受講者と企業とのマッチング支援等を行います。 

担当 経済課 

 
 

 

進行管理の対象としている事業名に    を表示しています。 
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大項目３ 自己実現の機会づくり 

小項目１ 学び直しとキャリア設計 

３－１－１ 生涯学習推進事業 

事業概要 

区民の多様なニーズに対応した幅広い分野の講座等の提供のほか、気軽に参

加できる初心者向けの内容をはじめ、大学・企業等と連携した専門性の高い内

容まで、区民の学習状況に合わせた多様なプログラムを展開します。 

担当 アカデミー推進課 

４年間の 
計画事業量 

年齢やライフステージを問わず、全ての人が生涯にわたり主体的に学び続け

られる環境を提供することで豊かな人生の実現を目指します。 

 

 

３－１－２ 学びの拠点としての図書館 

事業概要 

図書館のＩＣＴ化の推進により利用者の利便性の向上を図るとともに、区民

の多様な学習を支える環境づくりや地域密着型の情報発信など、「学びの拠点」

としての機能向上を進めます。 

担当 真砂中央図書館 

 

 

３－１－３ 文化芸術活動の推進 

事業概要 

だれもが文化芸術に親しむことができるよう、コンサート・演劇等の鑑賞事

業、企画展の開催、伝統芸能・昔遊び等の体験事業等を通じて、文化芸術活動

を楽しむ機会を創出します。 

担当 アカデミー推進課 

 

 

３－１－４ リカレント教育課程等受講料助成金 

事業概要 

65歳未満の区民のうち、就労経験があり、現在は就労していない方、非正規

雇用で就労している方、個人で事業を営んでいる方を対象に、国や地方自治体、

民間教育機関等が実施する人材の育成、職業能力の習得等につながる教育課

程・講座等を受講する際の受講料の一部を助成します。 

担当 経済課 

４年間の 
計画事業量 

人材の育成や職業能力の習得等につながる学び直しを支援することで、区民

の職業能力の向上を図ります。 
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３－１－５ 創業入門サロン 

事業概要 
創業に関する講義や創業体験談、創業経験者との交流、専門家による創業相

談等を通じて、区内における創業機運の醸成を図ります。 

担当 経済課 

 

 

３－１－６ 創業支援セミナー 

事業概要 
区内で創業を希望する方、区内で創業後５年未満の方を対象に、経営、財務、

人材育成、販売方法等を学ぶセミナーを開催します。 

担当 経済課 

４年間の 
計画事業量 

項目 ８年度 ９年度 10年度 11年度 

参加者数 110人 110人 110人 110人 

 

 

３－１－７ チャレンジショップ支援事業 

事業概要 
区内の空き店舗を活用して創業した事業者等を対象に、店舗賃借料の一部補

助及び専門家による経営相談を実施します。 

担当 経済課 

 

 

３－１－８ スタートアップ16支援事業 

事業概要 

創業５年以内又は大学の創業支援施設から区内に事業所を移転して１年以

内の区内スタートアップを対象に、事務所等賃借料の一部補助及び専門家によ

る経営相談を実施します。 

担当 経済課 

 

 

 

 

 

 

 

進行管理の対象としている事業名に    を表示しています。  

 
16 スタートアップ 先進的なアイデア・技術を強みに、新しいビジネスを創り出し、短期間で急成長を遂げる企業。 
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小項目２ 社会参画と居場所づくり 

３－２－１ 文京 Vote Supporters 

事業概要 
区内に在住、在学、在勤している高校生から25歳程度までの若者を主体とし、

選挙啓発活動を行います。 

担当 選挙管理委員会事務局 

４年間の 
計画事業量 

ＳＮＳによる情報発信や同年代に対する選挙啓発事業の企画・実施を行うこ

とで、若年層の投票率の向上を目指します。 

 

 

３－２－２ 投票立会人募集 

事業概要 
体験型学習の一環として、投票所で投票事務が公正に行われるよう、若年層

の投票立会人登録制度を実施します。 

担当 選挙管理委員会事務局 

 

 

３－２－３ 町会・自治会加入促進・担い手確保支援事業 

事業概要 

地域コミュニティの核となる町会・自治会の活動の活性化や持続的な運営を

図るため、加入促進につながる事業として町会・自治会加入促進事業補助金支

援や、活動の担い手確保として地域活動センター公式ＬＩＮＥを通じた地域イ

ベント等の情報配信による活動周知支援などの事業を包括的に実施します。 

担当 区民課 

４年間の 
計画事業量 

町会・自治会の積極的な周知や加入促進に取り組み、活動の活性化及び組織

体制の強化につなげます。また、地域コミュニティ活動の支援により、地域コ

ミュニティの活性化につなげ、担い手確保を目指します。 
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３－２－４ 重層的支援体制整備事業（ぶんきょうチームでまるごと支援） ★  

（地１-１-１、１-２-１、２-１-１、２-１-２、２-１-３） 

＜２－１－１再掲＞ 

事業概要 

支援が必要な方の状況に応じて各分野の機関が連携し、地域支援やネットワ

ークを重ね合わせることで、孤立している人を取り残さない地域づくりを目指

します。 

担当 事務局：福祉政策課 

４年間の 
計画事業量 

会議や研修等を通じて、関係者による目的意識の共有や支援者の資質向上を

図るほか、つながる相談窓口の設置など、分野横断的な協働を推進するととも

に、区民への周知を図りながら、質の高い支援を包括的に提供できる体制を構

築していきます。特に、地域に存在する８０５０問題やひきこもり等、複合的

な課題や制度の狭間の課題を抱えた方及び世帯に対し、社会福祉協議会や地域

の関係者、地域活動団体等と連携することで、早期の把握と適切な支援につな

げていきます。 

 

 

３－２－５ 小地域福祉活動の推進 ★ （地１-１-２） 

事業概要 

地域福祉コーディネーターを中心に、地域住民、関係機関、民間団体等と連

携し、地域活動への参加促進、居場所づくり及び相談支援を通じて、若者を地

域全体で支えていくことを支援します。 

担当 社会福祉協議会 

４年間の 
計画事業量 

若者が孤立することなく安心して生活できるよう、地域住民、関係機関、民

間団体等とのネットワーク形成を行い、地域全体で若者を支える地域づくりを

目指します。 

また、地域活動や居場所への参加を通して、若者が社会と関係性を広げ、自

立と成長に向けた歩みが進められるよう支援を行います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

進行管理の対象としている事業名に    を表示しています。 

 

重層的支援体制整備事業実施計画に関わる事業に「★」を表示しています。  
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３－２－６ 地域の支え合い体制づくり推進事業 （地１-１-９） 

事業概要 

参加者同士が交流を深める「ふれあいいきいきサロン」、地域の課題解決を

図る「サロンぷらす」、地域住民による常設型の拠点「つどい～の」の推進を

通して、地域住民の自主的な活動支援を行います。 

担当 社会福祉協議会 

４年間の 
計画事業量 

項目 ８年度 ９年度 10年度 11年度 

ふれあいいき
いきサロン設
置数 

152か所 

※他の分野別計画に記載している事業については、

令和８年度までの計画となるため、令和９年度以

降の数値目標は設定していません。 

 

 

３－２－７ 青少年の社会参加推進事業補助 （子３-２-３） 

事業概要 

青少年が社会性を身につけるとともに、地域社会で活動するための知識等を

得る機会をより多く提供するため、ＮＰＯ等が実施する社会参加推進事業や青

年育成事業に補助を行います。 

担当 児童青少年課 

４年間の 
計画事業量 

ＮＰＯ等が特性を活かした青少年の社会参加推進事業や青年育成事業の経

費の一部を補助し、青少年の社会参加を推進し、青少年の自立を促進します。 

 

 

３－２－８ 社会教育関係団体登録制度 

事業概要 

区民の自主的な文化・スポーツ・学習活動を促進するため、一定の要件を満

たす団体を社会教育関係団体として登録し、施設の優先利用や利用料金の減額

などを行うことで、その活動を支援します。 

担当 アカデミー推進課 

４年間の 
計画事業量 

登録団体の活動内容を正確に把握し、広く区民に周知することで、各種活動

への参加機会を提供するとともに、団体活動の活性化を図ることで、区民の自

主的な文化・スポーツ・学習活動を支援します。 

 

 

３－２－９ 成人の日記念「はたちのつどい」 

事業概要 

はたちという新たな門出を祝い、「はたちのつどい」を開催します。区内在

住の20歳となる方を対象に「はたちのつどいを考える会」を設置し、事業内容

を検討します。 

担当 区民課 
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３－２－10 大塚地域活動センターオープンスペース企画 

事業概要 

大塚地区内で相互に顔の見える関係づくりを目的としたイベント等を実施

し、地域団体や住民の相互交流の場を提供します。イベント等の実施において

は、地域住民及び大塚地区管内の大学、企業等との連携・協力関係を構築し、

地域連携を推進していきます。 

担当 区民課 

 

 

３－２－11 ふれあいサロン事業 

事業概要 

地域活動センターにおいて、幅広い年代の区民が参加する各種イベントや

様々な教室を開催し、生きがいづくりや区民間の交流の支援、地域コミュニテ

ィのさらなる活性化を目指します。 

また、社会福祉協議会との連携や、現役世代の参加促進を行います。 

担当 区民課 

 

 

３－２－12 ボランティア活動への支援 （地１-２-２） 

事業概要 

ボランティア養成講座や研修等を実施し、地域の担い手を育成するととも

に、福祉教育の実施、ボランティア・市民活動に関する情報収集・提供を行う

コーディネート機能の強化等により、地域福祉活動の多様化、活性化を図りま

す。 

また、団体への研修費の助成等による支援のほか、学生ソーシャルアクショ

ン連絡会等の地域活動や交流会等を通じて、活動団体間の交流の促進によりネ

ットワーク化を推進し、ボランティア・市民活動の輪を広げます。 

担当 社会福祉協議会 

４年間の 
計画事業量 

個人や団体からの地域活動に係る相談に、必要な諸調整を行いながら丁寧に

応じます。 

また、体験型プログラムを取り入れるなどの工夫を行いながらボランティア

養成講座等を実施し、地域の担い手の育成に取り組むとともに、実際にボラン

ティア活動を行いたい方と実動しているボランティア団体とをつなげます。 

さらに、活動している個人や団体同士のつながる機会を設けることで、活動

が停滞しないように支援を行います。 

 

 

 

 

 

進行管理の対象としている事業名に    を表示しています。  
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３－２－13 ＮＰＯ活動・地域活動の支援 （地１-２-３） 

事業概要 

協働の拠点である地域連携ステーション「フミコム」の運営を通して、区や

地域住民・ボランティア・ＮＰＯ・企業・大学等と連携し、新たなつながりを

創出することで、地域の活性化や地域課題の解決を図ります。 

担当 社会福祉協議会 

４年間の 
計画事業量 

Ｂチャレ(提案公募型協働事業)に関しては、協働での地域課題解決や地域活

性につながる事業を支援するとともに、事業として採用されなかった団体にも

継続的な支援を行うことで、地域団体の運営体制の強化と潜在化した地域課題

の掘り起こし、解決につなげます。 

ＮＰＯ活動等に係る各種講座に関しては、講座終了後も個々に応じて適宜支

援できるよう、参加者と対面における顔の見える関係を築きます。 

 

 

３－２－14 文京お届け講座 

事業概要 

区民の自主的な学習活動を支援するとともに、区の職員が地域の団体の要望

に応じて講師として職務に関する話をすることで、職員の意識改革と住民との

協働関係の醸成を図ります。 

担当 アカデミー推進課 

４年間の 
計画事業量 

項目 ８年度 ９年度 10年度 11年度 

実施講座数 20件 21件 21件 22件 

 

 

３－２－15 交流館における交流事業の充実 

事業概要 
世代を超えて、広く区民同士が交流を図れるよう、交流館において、様々な

交流事業を実施します。 

担当 区民課 

 

 

３－２－16 安全・安心で快適な公園等の整備 （子５-２-６） 

事業概要 

安全・安心に配慮しながら、地域住民のニーズを踏まえた公園等の再整備や、

公園に隣接する公共施設を活用した、公園と一体となった魅力的な空間づくり

など、だれもが安心して利用できる地域の憩いの場となる公園等の整備を行い

ます。 

担当 みどり公園課 
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３－２－17 若者の居場所事業「Bunkyo Night Youth Lounge」 

＜１－１－20再掲＞ 

事業概要 
若者が自由に過ごすことができる居場所を提供するとともに、心理職等によ

る相談支援や定期的な交流イベント等を実施します。 

担当 子育て支援課 

４年間の 
計画事業量 

週１回の継続実施により、若者の居場所や相談機能を安定的に供給するとと

もに、若者のニーズに即したイベント(学び、趣味、ゲーム、出会い、地域参

画、区政への提言等)を通じて、若者の充実した生活を推進します。 
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